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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている登録

規則及び同細則中，特別な措置を講じた船舶に対する

Notationに関する事項について，その内容を解説する。な

お，本改正は，2011年 11月 1日より適用されている。

2．改正の背景

現在，環境への意識が高まる中，船舶においても海洋環

境への対策としてバラスト水処理装置の設置や船舶の適正

なリサイクルのための有害物質一覧表の備え付け等の取組

みが行われている。また，船員の労働環境向上に向け，騒

音や振動の低減についても取組みが進められている。これ

らの取組みは，関連する新規条約の発効を見据えたものも

多く，条約発効前に先取りして要件を適用する船舶も増加

している。本会においても，条約要件の先取り等に対応す

べく関連するガイドラインを発行している。

このような船舶に対して，船級符号への付記（Notation）

による識別化の要望が高まっていることから，それら船舶

に対し，船級符号にてその適合を付記することができるよ

う関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）登録規則 2.1.3の船級符号の付記の規定において，海

洋環境，労働環境及びその他特定の目的に対して特

別な措置を講じられた船舶に対し，その旨を船級符

号に付記することができるよう-2.を一般的な要件と

して改めた。

（2）登録規則細則 2.1.3-3.において，船主からの申込みに

基づき，本会が別途発行する以下のガイドラインに従

うことで船級符号にそれぞれ関連の付記が行える旨

追記した。なお，「Environmental Awareness」（略号

EA）の付記の規定は登録規則より同細則の 2.1.3-3.（1）

として移設している。（図1参照）

i）「Ballast Water Treatment System」（略号 BWTS）

の付記は，「バラスト水処理装置設置に関するガ

イドライン」に従って行う旨同細則の 2.1.3-3.（2）

として規定した。

ii）「Inventory of Hazardous Materials」（略号 IHM）

の付記は，「船舶に搭載される有害物質一覧表に

関するガイドライン」に従って行う旨同細則の

2.1.3-3.（3）として規定した。

iii）「騒音・振動ガイドライン（A編）」に従って，居

住区域等に対する騒音・振動対策を行った船舶に

対し，「Noise and Vibration Comfort」（略号

NVC）の付記を行う旨同細則の 2.1.3-3.（4）として

規定した。

iv）「騒音・振動ガイドライン（B編）」に従って，機

関区域の機器に対する振動対策を行った船舶に対

し，「Mechanical Vibration Awareness」（略号

MVA）の付記を行う旨同細則の 2.1.3-3.（5）として

規定した。

（3）登録規則細則 2.2-3.に，同細則 2.1.3-3.に規定する各

種付記の維持は，関連ガイドラインに従って定期的

に確認を行う旨明記した。なお，関連の付記は，鋼船

規則の規定を上回る措置を講じた船舶に付記されるた

め，これらの付記に関する事項については，EA同様に

船級を維持するための条件としないこととなっている。

─ 1 ─

1 2012年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説

2012年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説

1. 登録規則及び同細則における改正点の解説

（特別な措置を講じた船舶に対するNotation）

図1 各種ガイドライン



1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている登録

規則細則，船級登録及び設備登録に関する業務提供の条件，

国際条約による証書に関する規則及び鋼船規則K編並びに

関連検査要領中，一般財団法人への移行に伴う申込書等の

変更に関する事項について，その内容を解説する。これら

の改正はすべて日本籍船舶用に対するものである。なお，

本改正は，2011年 4月 1日から適用されている。

2．改正の背景

本会は，平成 20年 12月に施行された公益法人制度改革

関連法に基づき，一般財団法人への移行手続きを進めてき

たが，平成 23年 3月 25日付で内閣総理大臣から「一般財

団法人」として認可書の交付を受け，平成 23年 4月 1日を

もって財団法人 日本海事協会から一般財団法人 日本海事

協会に移行した。このため，一般財団法人への移行に伴い

本会技術規則において，本会の名称が使用されている申込

書等の記述を改めた。

３．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）船級登録及び設備登録に関する業務提供の条件におい

て，財団法人 日本海事協会の記述を一般財団法人 日

本海事協会に改めた。

（2）申込書等の財団法人 日本海事協会及び（財）日本海事

協会の記述を，日本海事協会に改めた。
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2. 登録規則細則，船級登録及び設備登録に関する業務提供の条件，

国際条約による証書に関する規則及び鋼船規則K編並びに関連検査要領における改正点の解説

（一般財団法人への移行に伴う申込書等の変更）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている船舶

安全管理システム規則及び関連実施要領中，証書及び適合

証書の取扱いに関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2011年 11月 1日から適用されている。

2．改正の背景

2010年 5月，国土交通大臣はロイド船級協会（Lloyd's

Register of Shipping）を船舶安全法に基づく船級協会とし

て登録し，ロイド船級協会による検査に合格した船舶は，

日本国政府が行った検査に合格した船舶としてみなされる

こととなった。（ただし，一部旅客船等を除く。）これに伴

い，ロイド船級協会等国土交通大臣の登録を受ける他船級

協会の審査に合格した会社及び船舶の安全管理システムも

また日本国政府が行った審査に合格したものとみなされる

ようになったため，他船級協会が発行した安全管理証書及

び適合証書に関する本会の取扱いについて関連規定を改め

た。

3．改正の内容

主な改正点は以下のとおりとなっている。

（1）日本籍船舶において，国土交通大臣の登録を受けた本

会以外の IACS加盟船級協会が発行した安全管理証書

又は適合証書は，本会が発行するものと同等の効力を

有する旨実施要領 1.1.2に追加した。

（2）外国籍船舶における初回審査において，従来，本会以

外の IACS加盟船級協会の発行する適合証書又は仮適

合証書を有する場合は文書審査を省略する取扱いとし

ていたが，規則上明記されていなかったため，その旨

実施要領 5.1.3に追加した。

3. 船舶安全管理システム規則及び関連実施要領における改正点の解説

（証書及び適合証書の取扱い）



1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている船舶

安全管理システム規則及び船舶保安システム規則（外国籍

船舶用）中，証書の有効期間の延長に関する事項について，

その内容を解説する。なお，本改正は，2011年 11月 1日

から適用されている。

2．改正の背景

本会では，国際安全管理（ISM）審査及び国際船舶港湾

施設保安（ISPS）審査において，更新審査完了の際は，

IACS手順要件No.9の 3.1.4項に基づき短期証書を発行する

取扱いとしていた。これに対し，ISMコードB部 13.13項

及び ISPSコード A部 19.3.4項では，それぞれ証書の有効

期間満了日までに新たに証書を発行できない場合には，証

書の裏書欄に署名をすることにより 5ヶ月の有効期間の延

長が認められる旨規定されているため，これに基づき関連

規定を改めた。

3．改正の内容

外国籍船舶における ISM審査及び ISPS審査の更新審査

完了時に，証書の有効期間満了日までに新たに証書を発行

できない場合は，証書の有効期間を 5ヶ月延長することが

できる旨，船舶安全管理システム規則 2.3.2-5.及び船舶保安

システム規則 2.3.3-2.に追加した。
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4. 船舶安全管理システム規則及び船舶保安システム規則における改正点の解説

（証書の有効期間の延長）

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている事業

所承認規則（外国籍船舶用）中，救命艇，進水装置及び負

荷離脱装置の整備事業所に関する事項について，その内容

を解説する。なお，本改正は 2011年 6月 30日から適用さ

れている。

2．改正の背景

救命艇，進水装置及び負荷離脱装置の保守，試験及び点

検については，SOLAS条約第 III章第 20規則に基づき，

IMO指針MSC.1/Circ.1206/Rev.1及び IMO暫定勧告

MSC.1/Circ.1277に従い，主管庁に承認された整備事業所

で実施することが推奨されている。また，一部の整備事業

所からも本会の事業所承認を取得したい旨の要望を受けて

いることから，当該装置等の的確な保守，試験及び点検を

行う整備事業所に関する要件を，MSC.1/Circ.1206/Rev.1

及びMSC.1/Circ.1277を参考に定めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）規則 3編 1章 1.1.1-1.（8）において，事業所承認規則に

基づくサービスの提供事業所として，救命艇，進水装

置及び負荷離脱装置の整備事業所を追加した。また，

規則 3編 10章において，当該整備事業所の承認要件を

新たに規定した。

（2）規則 3編 10章 10.2.1において， IMO MSC.1/Circ.

1206/Rev.1及びCirc.1277に基づき，救命艇，進水装

置及び負荷離脱装置の整備事業所にあっては，当該装

置等の整備手順（整備の準備を含む），整備中に発見さ

れた欠陥の記録手順，整備結果の本会検査員への報告

手順，本会検査員による検証手順及び整備記録書の発

行手順について文書化された作業手順書を作成しなけ

ればならない旨規定した。

（3）規則 3編 10章 10.3.1-1.において，IMO MSC.1/Circ.

1206/Rev.1及びCirc.1277に基づき，救命艇，進水装

置及び負荷離脱装置の整備を実施する技術者及びその

監督者にあっては，当該装置等の構造，整備手順，使

用する装置の操作方法，最新の SOLAS条約/LSAコー

ド，本会規則要件，各国政府の特別要件及び IMO

MSC.1/Circ.1206/Rev.1に基づく適合声明書の発行手

順に関し，十分な知識を有する者でなければならない

旨規定した。

（4）規則 3編 10章 10.3.1-2.において，IMO MSC.1/Circ.

1206/Rev.1及び Circ.1277に基づき，規則 3編 1章

1.2.2に定める教育・訓練手順書には，当該装置等の構

造，整備手順，使用する装置の操作方法，最新の

SOLAS条約/LSAコード，本会規則要件，各国政府の

特別要件及び IMO MSC.1/Circ.1206/Rev.1に基づく適

合声明書の発行手順に関する知識を習得するための手

5. 事業所承認規則における改正点の解説

（救命艇，進水装置及び負荷離脱装置の整備事業所）



順を含めなければならない旨規定した。

（5）規則 3編 10章 10.3.2-1.において，IMO MSC.1/Circ.

1206/Rev.1及びCirc.1277に基づき，救命艇，進水装

置及び負荷離脱装置の整備事業所においては，原則と

して，それぞれ 1名以上の技術者及び監督者を配属し

なければならない旨規定した。

（6）規則 3編 10章 10.3.2-2.において，IMO MSC.1/Circ.

1206/Rev.1及びCirc.1277に基づき，救命艇，進水装

置及び負荷離脱装置の整備を実施する技術者にあって

は，当該装置等の整備に関する実地訓練（OJT）を 1

年以上受け，製造者が認定した整備作業の実施に関す

る資格を有する者でなければならない旨規定した。ま

た，監督者にあっては，技術者として 2年以上の実務

経験を有する者でなければならない旨規定した。

（7）規則 3編 10章 10.4.1において， IMO MSC.1/Circ.

1206/Rev.1及びCirc.1277に基づき，救命艇，進水装

置及び負荷離脱装置の整備事業所にあっては，提出資

料に記載された整備作業を実施する適正な能力を有す

ることを確認するため，本会検査員立会のもとで，実

船において整備作業の模擬試験を行わなければならな

い旨規定した。なお，模擬試験を実施することが困難

な場合は，整備記録書の提出を持って当該試験に代え

ることができる旨規定した。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則 A編，C編，CSR-B編，CSR-T編，CS編，D編，H

編，N編，S編，P編，PS編，Q編，R編，高速船規則及

び強化プラスチック船規則並びに関連検査要領（日本籍船

舶用）中，可燃性液体の引火点に関する事項について，そ

の内容を解説する。なお，本改正は，2011年 6月 30日か

ら適用されている。

2．改正の背景

可燃性液体の分類基準について，外国籍船舶用規則にお

いては，SOLAS条約及び関連するコードに基づき，60℃

を引火点の基準としている。一方，日本籍船舶用規則にお

いては国内法規の規定に基づき，61℃を基準としていた。

国内法規において，引火点の基準が SOLAS条約等と整

合するよう 60℃に変更されたことから，本会においても関

連する日本籍船舶用規則における分類基準を改めた。

3．改正の内容

日本籍船舶用規則における可燃性液体の分類基準とし

て，引火点の基準を 61℃から 60℃に改めた。

6. 鋼船規則A編，C編，CSR-B編，CSR-T編，CS編，D編，H編，N編，S編，P編，PS編，Q編，R編，

高速船規則及び強化プラスチック船規則並びに関連検査要領における改正点の解説

（可燃性液体の引火点）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則 A編，旅客船規則（外国籍船舶用）及び登録規則細則

中，IMO塗装性能基準を適用した船舶に対するNotation

に関する事項について，その内容を解説する。なお，本改

正は，2011年 11月 1日から適用されている。

2．改正の背景

IMO塗装性能基準（決議MSC.215（82））は，SOLAS条

約適用船においては 2008年 7月 1日以降に建造契約が行わ

れる船舶に，さらにCSR適用船においては 2006年 12月 8

日以降に建造契約が行われる船舶に適用されている。

この IMO塗装性能基準を適用した船舶に対して，船級符

号への付記（Notation）による識別化の要望が高まってい

たことから，IMO塗装性能基準を適用した船舶について，

船 級 符 号 に “ Performance Standard for Protective

Coatings for Dedicated Seawater Ballast Tanks in All

Types of Ships and Double-side Skin Spaces of Bulk

Carriers”（略号 PSPC-WBT）を付記するように関連規定を

改めた。

7. 鋼船規則A編，旅客船規則及び登録規則細則における改正点の解説

（IMO塗装性能基準を適用した船舶に対するNotation）



3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）登録規則細則 2.1.3-2.において，防食措置が施された船

舶に対して船級符号を付与する旨を規定した。

（2）鋼船規則 A編 1.2.4-20.及び旅客船規則 1編 1.2.4-5.（外

国籍船舶用）において，IMO塗装性能基準を適用した

船舶については，船級符号に“Performance Standard

for Protective Coatings for Dedicated Seawater Ballast

Tanks in All Types of Ships and Double-side Skin

Spaces of Bulk Carriers”（略号 PSPC-WBT）を付記す

る旨を規定した。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則B編中，タンカー及び危険化学品ばら積船のバラスト

タンクの内部検査に関する事項について，その内容を解説

する。なお，本改正は，2011年 7月 1日以降に申込みのあ

る船舶の最初の中間検査又は定期検査のいずれか早い方の

検査に適用されている。

2．改正の背景

IACSでは，IACS統一規則 Z10.1，Z10.3及び Z10.4に

おいて油タンカー及び危険化学品ばら積船に対する就航後

の検査の取扱いについて規定しており，これら要件につい

ては本会規則に取込まれている。ただし，油タンカー及び

危険化学品ばら積船のバラストタンクの内部検査の規定

（バラストタンクの内部検査を実施した際に，塗装状態が

優良でないと判定された場合には，当該バラストタンクの

内部検査を以降毎年実施する必要があるとの規定）につい

ては，関連業界からのコメントを考慮して適用を留保し，

本会規則に取込んでいない。

しかしながら，2010年 10月開催の IMO第 54回船舶設

計・設備小委員会（DE54）において，決議 A.744（18）の

改正に関する審議が行われ，その中で，IACS統一規則

Z10.1，Z10.3及び Z10.4と同様の規定，すなわち油タンカ

ーのバラストタンクの塗装状態が優良でないと判定された

場合には，当該タンクの内部検査を以降毎年行うとの規定

を加えることが合意され，2011年 11月開催の IMO第 27

回総会（A27）にて同決議の改正が採択された。

同決議の改正により，油タンカー及び危険化学品ばら積

船のバラストタンクの内部検査の規定が条約での取扱いと

なったことから，IACS統一規則 Z10.1，Z10.3及び Z10.4の

留保を解除するとともに，決議 A.744（18）並びに IACS統

一規則 Z10.1，Z10.3及び Z10.4に基づき，油タンカー及び

危険化学品ばら積船のバラストタンクの内部検査の規定を

改めた。

3．改正の内容

鋼船規則 B編表 B4.2（1）及び表 B5.2において，油タン

カー及び危険化学品ばら積船のバラストタンクについて，

塗装の状態が優良でなく，かつ塗装補修されていないバラ

ストタンクについては，当該タンクの内部検査を毎年行う

よう改めた。

8. 鋼船規則B編における改正点の解説

（タンカー及び危険化学品ばら積船のバラストタンクの内部検査）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則B編中，通風筒及びその閉鎖装置の詳細検査に関する

事項について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2011年 11月 1日から適用されている。

2．改正の背景

通風筒及びその閉鎖装置の欠陥を減少させることを目的

に，本会は，定期検査時に通風筒及びその閉鎖装置の詳細

検査を実施している。また更に，建造後 10年を超えるば

ら積貨物船，油タンカー及び危険化学品ばら積船並びに建

造後 15年を超える総トン数 500トン以上の一般乾貨物船

にあっては，定期検査時に加えて中間検査時にも詳細検査

を要求することとしていた。

しかしながら，通風筒及びその閉鎖装置の健全性は，定

9. 鋼船規則B編における改正点の解説

（通風筒及びその閉鎖装置の詳細検査）



期検査における詳細な検査によって確保できることから，

上述の船舶に関して，中間検査時に詳細検査を実施する必

要はないよう関連規定を改めた。

3．改正の内容

鋼船規則B編 4.1.1-2.において，建造後 10年を超えるば

ら積貨物船，油タンカー及び危険化学品ばら積船並びに 15

年を超える一般乾貨物船に関して，中間検査時に機関室及

び貨物区域の通風筒及びその閉鎖装置の詳細検査を実施す

る必要はない旨規定した。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則B編及び関連検査要領中，非常用消火ポンプの定期的

検査に関する事項について，その内容を解説する。なお，

本改正は 2011年 12月 30日以降に申込みのある船舶の検

査に適用されている。

2．改正の背景

近年，PSC（ポートステートコントロール）において，

非常用消火ポンプの整備不良を起因とした欠陥を指摘され

る事例が多数報告されている。その指摘された不具合の中

には，その場にて簡易な保守整備を行い，対応したとの報

告も少なくない。

非常用消火ポンプは，火災時において迅速かつ確実な作

動が要求され，常に良好な状態を維持するよう保守するこ

とが必要であることから，現行規則で規定されている定期

的検査時に行う効力試験に加え，非常用消火ポンプの保守

管理に関する規定を追加するよう，関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）規則 B編表 B3.2第 14項において，年次検査における

消火設備の現状検査の検査項目として，非常用消火ポ

ンプを追加した。

（2）非常用消火ポンプの作動不良の主たる要因としては，

呼び水ポンプやシール装置（パッキン等）の整備不良

が挙げられる。このような要因による作動不良を未然

に防止するため，検査要領B編B3.2.2-3.において，規

則 B編表 B3.2第 14項で規定する非常用消火ポンプの

現状検査の時に，呼び水ポンプやシール装置（パッキ

ン等）について，少なくとも 5年毎に開放点検を行

い，良好な状態に保守整備されていることを確認する

旨明記した。

10. 鋼船規則B編及び関連検査要領における改正点の解説

（非常用消火ポンプの定期的検査）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則B編及び関連検査要領中，ロールオン・ロールオフ船

及び自動車運搬船のドア及び内扉の検査に関する事項につ

いて，その内容を解説する。なお，本改正は，2012年 1月

1日から適用されている。

2．改正の背景

IACSでは，貨物船の就航後の船体構造及び艤装品等の

検査の要件として IACS統一規則 Z7を規定しているが，

本統一規則には，ロールオン・ロールオフ船及び自動車運

搬船に設けられる荷役用のバウドア，内扉，サイドドア及

びスタンドアについての検査要件は規定されていなかっ

た。そのため，IACSでは，それらドアの検査要件を IACS

間で統一的に取扱うべく検討を行い，1996 年に IACSにて

合意されていたロールオン・ロールオフ船のドアの検査に

関するチェックリスト，Internal Guideline No.8（IG8）

（非強制のガイドラインため，NKは取込んでいない）をベ

ースとして，ロールオン・ロールオフ船及び自動車運搬船

に設けられる荷役用のバウドア，内扉，サイドドア及びス

タンドアの検査の要件を定めた IACS統一規則 Z24を 2010

年 11月に新規に制定した。

このため，IACS統一規則 Z24に基づき，関連規定を改

めた。

11. 鋼船規則B 編及び関連検査要領における改正点の解説

（ロールオン・ロールオフ船及び自動車運搬船のドア及び内扉の検査）



なお，IACS統一規則 Z24はロールオン・ロールオフ船

及び自動車運搬船に設けられる荷役用のドアを対象として

いるが，今回に規則改正では，船種によらず外板に付く荷

役用のドアの健全性を同様に確認する必要があるとの判断

から，貨物船に対する要件として取入れている。従って，

ロールオン・ロールオフ船及び自動車運搬船以外の船舶

で，外板に荷役用のドアを設ける場合には，原則本要件を

適用する必要がある。

3．改正の内容

鋼船規則 B編の改正点は以下のとおりとなっている。

（1）表 B3.2において，年次検査における現状検査の要件

を規定した。

（2）表 B3.3において，年次検査における効力試験の要件

を規定した。なお，射水試験については，検査員が必

要と認めた場合に行う必要がある旨明記した。

（3）表 B3.5において，年次検査における構造部材等の精

密検査の要件を規定した。

（4）表 B3.6において，年次検査における構造部材等の板

厚計測の要件について規定した。なお，年次検査にお

いては，現状検査の結果，検査員が必要と認めた場合

に板厚計測を行う必要がある旨明記した。

（5）表 B4.3において，中間検査における構造部材等の精

密検査の要件を規定した。

（6）表 B4.4において，中間検査における構造部材等の板

厚計測の要件を規定した。なお，中間検査において

は，年次検査同様，現状検査の結果，検査員が必要と

認めた場合に板厚計測を行う必要がある旨明記した。

（7）5.2.2において，定期検査における現状検査の要件を規

定した。

（8）5.2.3において，定期検査における効力試験の要件を規

定した。なお，定期検査においては，すべてのバウド

ア，内扉，サイドドア及びスタンドアについて射水試

験又はこれと同等の試験（超音波によるタイトネス試

験等）を実施しなければならない。

（9）5.2.5において，定期検査における構造部材等の精密検

査の要件を規定した。

（10）表 B5.8において，定期検査における板厚計測の要件

について，検査員が必要と認めた場合に，適当数の板

及び防撓部材について板厚計測を行う旨を規定した。

鋼船規則検査要領B編の改正点は以下のとおりとなって

いる。

（1）B3.2.2において，現状検査の詳細な取扱いについて規

定した。なお種々の装置についての現状検査について

は，それら装置の動作確認を行い，正常に機能するこ

とを確認する必要がある。

（2）B5.2.5において，定期検査における精密検査の詳細な

取扱いを明記した。

─ 7 ─

7 2012年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則 B編及び関連検査要領中，水中検査に関する事項に

ついて，その内容を解説する。なお，本改正は，2012年 1

月 1日以降に申込みのある船舶の検査に適用されている。

2．改正の背景

船底検査に関する要件を規定した IACS 統一規則 Z3が

2011年 4月改正され，本会が承認した水中検査のための必

要な措置が講じられた船舶が船底検査に代わる水中検査を

適用する際の水中検査の実施条件が明確化されるとともに，

船底検査を水中検査に代えることのできる船舶の条件が

IMO決議 A.744（18）と整合された。

このため，改正された IACS統一規則 Z3（Rev.5）に基づ

き，関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）外国籍船舶用鋼船規則 B編 6.1.2-1.において，船級符

号に“Enhanced Survey Programme”を付された船舶

について，船底検査を水中検査に代えることができな

い場合の船齢条件を「建造後 15年を超える」から

「建造後 15年以上」と改めた。なお，日本籍船舶用規

則では，従前から「建造後 15年以上」と規定してい

るため，今回の改正による変更はない。

（2）外国籍船舶用鋼船規則検査要領B 編B6.1.2-1.（1）にお

いて，船底検査に代わる水中検査が適用できる船舶の

船齢条件を，「15年以下」から「15年未満」に改めた。

（3）鋼船規則検査要領B編B6.1.2-1.（2）において，水中検

査を適用する際の実施条件を明確化した。

12. 鋼船規則B 編及び関連検査要領における改正点の解説

（水中検査）



1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則 B編及び関連検査要領並びに高速船規則検査要領中，

船体検査に関する事項について，その内容を解説する。な

お，本改正は，2011年 7月 1日以降に申込みのある船舶

の検査に適用されている。

2．改正の背景

IACSは，船体検査に関する要件を規定した IACS統一

規則 Z7（Rev.17）を 2010年 5月に採択した。同改正では，

検査を行う際に検査員が必要と認める場合に除去すべき対

象物が明確化されるとともに，冷蔵のための防熱装置を施

した貨物倉の内部検査の対象範囲についても明確化された。

このため，IACS統一規則 Z7（Rev.17）に基づき，関連規

定を改めた。併せて，日本籍船舶用規則と外国籍船舶用規

則が整合するように語句を一部修正するとともに，規則の

適用がより明確となるよう表現の一部を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則B編表B5.1において，冷蔵のために防熱装置

を施した貨物倉について内部検査を実施する際の取扱

いを明記した。

（2）日本籍船舶用鋼船規則B編表B5.6-1.（2）において，規

則の適用がより明確となるよう，精密検査の対象部材

に関する表現を一部改めた。

（3）外国籍船舶用鋼船規則 B編表 B5.6-1.（2），表 B5.10-1.

（2）及び表B5.10-2.において，日本籍船舶用規則と整合

するよう語句を改めた。

（4）鋼船規則検査要領B編B1.4.2-2.において，検査員が必

要と認めた場合には，囲壁，天井張り又は内張り，及

び防熱材を取り外す必要がある旨明記した。

（5）鋼船規則検査要領 B編 B1.4.2-11.において，冷蔵のた

めに防熱装置を施した貨物倉に関する規定を削除した。

なお，同様の規定は今回の改正により鋼船規則B編表

B5.1に追加されるため，検査時の取扱いとしての変更

はない。

（6）高速船規則検査要領 1.2.2-2.において，検査員が必要と

認めた場合には，囲壁，天井張り又は内張り，及び防

熱材を取り外す必要がある旨明記した。
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13. 鋼船規則B 編及び関連検査要領並びに高速船規則検査要領における改正点の解説

（船体検査）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則 B編及びO編並びに関連検査要領中，洋上風力発電

設備設置船に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2012年 5月 1日以降に建造契約が行われ

る船舶に適用される。ただし，船舶の所有者から申込みが

あれば，施行日前に建造契約が行われた船舶に適用するこ

とができる。

2．改正の背景

近年，世界的なエネルギー需要の増加及び地球温暖化に

対する対策として，再生可能エネルギーに対する注目度が

高まっており，中でも風力発電設備の設置数は増加の一途

を辿っている。

風力発電設備は陸上又は洋上に設置されるが，一般的に

風況が良好であり，大型の風力発電設備を設置することが

容易な洋上に風力発電設備を設置する場合が多くなってき

ている。

これに伴って，洋上に風力発電設備を設置するための作

業船の建造が増加していることから，洋上風力発電設備設

置船に関する要件を規定した。

3．洋上風力発電設備設置船

洋上風力発電設備には，浮体式及び着床式のものがある

が，現状設置されているものの大半が着床式のものとなっ

ており，着床式洋上風力発電設備の設置には，大型のクレ

ーン船や甲板昇降型船舶が用いられている。

本規則改正により，洋上風力発電設備設置船の定義を鋼

船規則O編 1.3.2に規定し，「主に洋上風力発電設備の設

置，保守及び（又は）補修に従事する船舶」としたことに

より，これらの作業に従事する前述のクレーン船や甲板昇

14. 鋼船規則B 編及びO 編並びに関連検査要領における改正点の解説

（洋上風力発電設備設置船）



降型船舶は，洋上風力発電設備設置船に分類されることと

なる。

クレーン船は，着床式洋上風力発電設備のジャケット構

造の基礎等の重量物を設置する場合に用いられ，波浪や風

条件の厳しい外洋においては，クレーン船の動揺をできる

限り小さくすることが望ましく，施工性の面からはシェア

レグタイプ（固定式）より旋回式クレーンが有用となる。

また，設置作業には，クレーン船のほか，4本程度のレグ

を海底に下ろし船体を海面より上方へ昇降させた状態で作

業を行う甲板昇降型船舶が用いられる場合がある。甲板昇

降型船舶は，船体に直接波浪が作用せず船体が海底に固定

されるため作業時の動揺を抑えることができる。海上での

精度の高い施工が求められる洋上風力発電設備の設置では，

これまで 50隻以上の甲板昇降型船舶が用いられている。

甲板昇降型船舶の最大作業水深は，大部分が 40～ 50m程

度であり，最近建造されたものでは，130mのレグを持ち，

水深 80m程度まで対応可能なものもある。なお，作業限界

としては，有義波高 2m，風速 20m程度までとしているも

のが多いが，近年，これらの作業限界を超えた環境におい

て作業可能なものも建造されている。

4．改正の内容

主な改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則O編 1.3.2に洋上風力発電設備設置船の定義

を規定するとともに，1.3.3船舶の形式に甲板昇降型

船舶及び半潜水型船舶の定義を規定した。

（2）洋上風力発電設備設置船の船級符号への付記を検査

要領O編O1.2.4に船型に応じて規定した。

（3）鋼船規則O編 11章「洋上風力発電設備設置船」とし

て新たに 1章設け，洋上風力発電設備設置船に関する

設計要件を規定した。なお，復原性，船体構造，船体

艤装，機関，電気設備，防火構造等の要件のうち，貨

物船の要件を適用可能なものについては，貨物船の該

当要件を参照の上適用することとし，11章には，主に

洋上風力発電設備設置船特有の要件を規定した。

（4）船体構造については，作業状態に応じて，鋼船規則 P

編 7章の要件に基づき，構造解析を行わなければなら

ない旨規定した。また，揚貨装置や杭打ち込み装置の

支持構造については，作業状態及び航行状態について，

構造解析を実施することとした。甲板昇降型船舶特有

のものである脚，底部マット等については，鋼船規則

P編 7章の要件を参考に規定している。

（5）船体艤装について，洋上風力発電設備設置船には，風

力発電設備の設置等に揚貨装置が必要となることか

ら，揚貨装置に関する要件を船級要件として鋼船規則

O編に明記した。

（6）機関については，甲板昇降装置，ビルジ管装置等甲板

昇降型船舶特有の要件を鋼船規則 P編 11章を参考に

規定した。

（7）検査要件については，甲板昇降型船舶に対する要件を

鋼船規則 B編 12章を参考に規定するとともに，提出

図面等に関する要件を検査要領 B編 B15.2.2に規定し

た。

5．参考文献

日本海洋学会　第 41回海洋工学パネル資料中「洋上風力

発電施設の施工技術と課題」
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9 2012年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則B編及び P編並びに関連検査要領中，掘削やぐらに関

する事項について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2012年 5月 1日以降に建造契約が行われる船舶に適用され

る。ただし，船舶の所有者から申込みがあれば，施行日前

に建造契約が行われた船舶に適用することができる。

2．改正の背景

海底資源掘削船に関する基準としては，IMOのMODU

コードが国際的に広く認知されており，本会でも当該コー

ドを鋼船規則 P編に取入れている。

MODUコードでは，海底資源掘削船に備える掘削やぐら

に関する規定はあるものの明確な基準が定められておらず，

次の要件が規定されているのみとなっていることから，業

界より，掘削やぐらに関する具体的な技術要件が求められ

ていた。

2009 MODU CODE

12.5 Drilling Derrick

The design of each drilling derrick and its supporting

structure should be to the satisfaction of the Administration.

The rated capacity for each reeving should be included in

the operating manual.

15. 鋼船規則B 編及びP 編並びに関連検査要領における改正点の解説

（掘削やぐら）



3．改正の内容

3.1 掘削やぐらに関する設計要件
（1）上記MODUコードの要件は，鋼船規則 P編 9.4.2に

規定されており，この要件を受ける形で，鋼船規則検

査要領 P編 P9.4.2に掘削やぐらに関する設計要件を規

定した。

（2）現状，掘削やぐらの多くがAmerican Petleum Institute

の基準（API Specification 4F:Specification for Drilling

and Well Serving Structures）に基づいていることか

ら，これに倣って掘削やぐらの設計及び製作は，原則

として，API Spec4Fによる旨規定した。

（3）掘削やぐらは，高い組み立て精度が求められ，ボルト

接合が用いられる場合が多いことから，ボルト接合に

関する要件を規定した。

（4）通常，掘削やぐら，掘削用機器等は，それらを適当な

高さに設置し，重量を支持するサブストラクチャ上に

設置される。掘削やぐらに働く荷重は，サブストラク

チャを介して船体構造に伝達されるため，掘削やぐら，

掘削用甲板に加え，掘削やぐら等の支持構造及びサブ

ストラクチャに対して構造解析を求めることとした。

3.2 掘削やぐらに関する検査要件
（1）掘削やぐらに関する検査要件を海洋構造物等の検査要

件が規定されている鋼船規則B編 12章に規定した。

（2）登録検査時の提出図面に関する要件を鋼船規則 B編

12章 12.2.2-1.（1）（p）に規定するとともに詳細要件を

検査要領に規定した。

（3）登録検査時の検査の立会いの時期は，掘削やぐら及び

掘削やぐらの支持構造を含むサブストラクチャの各部

が完成した時並びに掘削やぐら及びサブストラクチャ

を搭載する時とし，具体的な検査項目としては，溶接

部及びボルト接合部を含む掘削やぐらの外観検査，主

構造部材の溶接継ぎ手に対する非破壊検査及び掘削や

ぐらは設置精度が求められる構造物であることから，

設計上の位置に搭載されていることを確認することと

した。

（4）定期的検査については，主に掘削やぐら，サブストラ

クチャ及びそれらと船体との取り合い部の現状検査と

した。

（5）掘削やぐらによっては取り外し可能なものがある。掘

削やぐらとサブストラクチャ及び船体との取り合い部

は，構造上重要な箇所であるため，そのような形式の

掘削やぐらに対して，掘削やぐらを船舶から取り外し

た時及び再搭載する時には臨時検査を行う旨鋼船規則

検査要領B編 12章B12.1.2に規定した。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則B編，P編，PS編，安全設備規則，通信設備規則，居

住衛生設備規則及び揚貨設備規則並びに関連検査要領中，

2009 MODUコードに関する事項について，その内容を解

説する。なお，本改正は，2012年 1月 1日以降に起工又は

同等段階にある船舶に適用されている。

2．改正の背景

海底資源掘削船（Mobile Offshore Dri l l ing Unit）

に関する国際基準としては，IMOの前身である政府間海

事協議機関（Inter-governmental Maritime Consultative

Organization）が策定したコード“Code for the Construction

and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units

（MODUコード）”がある。当該コードは，1979年 11月

に決議 A.414（XI）として採択され，1982年 1月に発効し

ている。

本会は，海底資源掘削船に関する基準として，MODUコ

ードの発行に先立ち，1978年に英文規則を制定している。

一方，当時の運輸省は，MODUコードを取入れ 1981年末

に「海底資源掘削船等特殊基準」（舶査第 360号）を制定し

ており，本会においては，当該基準に基づいてMODUコ

ードの取入れを行っている。

その後，IMOにおいてMODUコードの全面的な見直し

が行われ，1989年に採択された決議 A.649（16）によって

M O D U コードの改正が行われた。（日本海事協会誌

No.228, 1994（III）参照）

MODUコードは，1989年以降，大きな改正等は行われ

ていなかったことから，第 86回海上安全委員会（MSC86）

での勧告を受けて，最新の SOLAS条約等の要件及び国際

民間航空機関（ICAO）のヘリコプタ施設に関する基準等が

取入れられ，2009年 12月に開催された IMO第 26回総会

において，2009 MODUコード（決議 A.1023（26））が採択

された。

16. 鋼船規則B編，P編，PS編，安全設備規則，通信設備規則，

居住衛生設備規則及び揚貨設備規則並びに関連検査要領における改正点の解説

（2009 MODUコード）



MODUコードは非強制のコードであることから，本会

においては前述の海底資源掘削船特殊基準及びMODUコ

ードを参考にして規定された IACS統一基準Dシリーズに

基づいて要件を規定していたが，MODUコードは，昨今

では海底資源掘削船に対する基準として，国際的に広く認

知されたコードであり，海底資源掘削船は，MODUコー

ドに適合させることが一般的となってきていることから，

このたび 2009 MODUコードを全面的に船級要件として本

会規則へ取入れることとした。

3．鋼船規則P編の改正内容

主な改正内容は以下のとおり。

1章　通則
（1）船籍国及び沿岸国の国内法規等（2009 MODUコード

1.2.2）

P編の適用を受ける船舶はすべて船籍国及び沿岸国の

国内法規等にも別途注意を払う必要があることを明記

した。

（2）操船資料

2009 MODUコードを参考に用語を操船資料からオペ

レーションマニュアルに改め，1章に規定されていた

操船資料に関する要件を削り，オペレーションマニュ

アルに関する要件を今回新たに規定した「17章　作業

に関する規定」に設けた。

（3）定義関係（2009 MODUコード 1.3及び 13.2）

「ガス密扉」，「正常な稼動状態及び居住状態」及び

「作業区域」等の定義並びにヘリコプタ甲板に関する定

義を規則 P編 1.2に規定した。

（4）船級符号への付記

今回，MODUコードを船級要件として全面的に取入

れたことにより，P編及び関連規定に適合した海底資

源掘削船は 2009 MODUコードに適合していることと

なることから，船級符号に「MODU」を付記する旨 P

編検査要領 1.1.5に規定した。また，付記は船舶の形

式がわかるものとした。（例えば，甲板昇降型の場合，

Mobile Offshore Drilling Unit/Self-Elevating Drilling

Unit（略号MODU/SEDU））

2章　材料及び溶接
（1）稼動海域における温度条件を考慮した材料（2009

MODUコード 2.10.1）

船体構造用材料は稼動海域における温度条件に適した

鋼又はその他の材料とするよう規則 P編 2.1.1-1.に規定

した。なお，具体的な鋼材の使用区分については，規

則 P編 2.2に規定している。

（2）危険物質の最小化（2009 MODUコード 2.10.2）

船体構造に使用される危険物質を最小とし，危険物質

のリサイクル及び除去が容易となるように配慮するよ

う規則 P編 2.1.1-6.に規定した。また，危険物質の最小

化については，IMOのシップリサイクリングに関する

ガイドライン（決議 A.962（23））を参照するよう検査

要領 P編 P2.1.1に規定した。

4章　復原性
（1）異常荷重状態に対する規定（2009 MODUコード 3.2.2

及び 3.3.2）

異常荷重状態において船舶の状態を変更できる船舶に

対し，操船資料に船舶の状態を変更する方法の記載を

求めるこれまでの規定に加え，船舶の状態を変更する

ために要する時間をオペレーションマニュアルへ記載

しなければならないこと及び原則として固形消耗品や

その他の積載物の放棄又は再配置を行うことなく異常

荷重状態に耐えることができなければならない旨規則

P編 4.1.3-3.に規定した。

（2）非損傷時復原性基準（2009 MODUコード 3.2.1）

船舶の状態を変更できる船舶にあっては，変更後の船

舶の状態の方が傾斜モーメントが厳しくなる場合があ

ることから，必要に応じて，変更後の船舶の状態に対

する風による傾斜モーメント曲線を用意しなければな

らない旨規則 P編 4.2.1-4.に規定した。

（3）損傷時復原性基準（2009 MODUコード 3.4.1-2）

従前の規定では，半潜水型船舶を除き，具体的な残存

復原性要件は定められていなかったが，今回の改正に

おいて，甲板昇降型船舶に対する残存復原性要件が規

定されたことから，当該要件を規則 P編 4.4.1-2.に規

定した。これにより，甲板昇降型船舶は，損傷後の平

衡状態から少なくとも 10°傾斜した状態においても

正の復原力を有していることが求められる。

5章　水密隔壁及び閉鎖装置
（1）水密区画（2009 MODUコード 3.6.1）

水密区画内の開口の数を必要最小限としなければなら

ない旨明記するとともに水密甲板及び隔壁に貫通部を

設ける場合，区画の水密性を保つための措置を講じな

ければならない旨規則 P編 5.1.2-5.に規定した。

（2）水密戸（2009 MODUコード 3.6.3）

区画の水密性を保持する観点から，水密戸は隔壁甲板

又は乾玄甲板までの水高による圧力に対して，十分な

強度及び水密性を有する必要があることから，水密戸

に対する水圧試験に関する要件を規則 P編 5.2に規定

した。

（3）稼働中に使用される内部開口（2009 MODUコード

3.6.5.1及び 3.6.5.3）

戸に対しては，従前より，制御場所から遠隔操作でき

るものとすること，両側から操作することができるも

のとすること等の要件が規定されていたが，今回の改

正により，戸に加えて，倉口蓋についても適用するこ

ととなった。また，戸については，閉鎖機構に音響警
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報装置を備えること等の要件が追加された。（規則 P編

5.2.2（1）及び（2））

（4）浮上状態において常に閉鎖される開口（2009 MODU

コード 3.6.5.2）

甲板昇降型船舶のすべての戸及び倉口蓋並びに半潜水

型船舶，船型及びバージ型船舶の最も深い喫水線より

上方の戸にあっては，速やかに開閉可能なものとして

差し支えないが，戸の設置場所及び制御場所には戸の

開閉状態を知らせるための警報装置（例えば，ランプ）

を設けなければならない旨規則 P編 5.2.4（4）に規定し

た。なお，ここでいう速やかに開閉可能な戸とは，例

えば，単一の動作で締付装置の開閉を行うことができ

るハンドルを備えたもの等が考えられる。

7章　船体強度
ヘリコプタ甲板

今回のMODUコードの改正により，ヘリコプタ施設

に関する要件が追加された。このため，16章ヘリコプ

タ施設として新たに章を設けることとし，7章に規定

されていたヘリコプタ甲板に用いる構造部材の寸法に

関する規定を 16章に移設した。

8章　満載喫水線等
（1）人員乗船時の曳航（2009 MODUコード 3.7.18）

国際満載喫水線条約第 27規則（14）には，推進装置を

有しない船舶であって，人員が乗船していない船舶に

対しては，第 39規則（最小の船首高さ及び予備浮力）

は適用しない旨規定されている。船舶に人員を乗船さ

せて曳航する場合，第 39規則を適用する必要がある

が，甲板昇降型船舶にあっては，当該要件を満足する

ことが難しい場合があることから，MODUコードに

は免除規定が定められており，当該免除規定に基づい

て，人員を乗船させて曳航する場合の船首高さ及び予

備浮力については，本会の適当と認めるところによる

旨規則 P編 8.2.2-3.に規定した。

（2）甲板昇降型船舶の支持構造物（2009 MODUコード

3.7.19）

甲板昇降型船舶にあっては，乾玄計算を行う上で，大

型マット又は浮上状態で浮力を生ずる類似の支持構造

物等について考慮してはならない旨規則 P編 8.2.2-4.

に規定した。

（3）半潜水型船舶の風雨密性（2009 MODUコード 3.7.22）

半潜水型船舶の閉囲された甲板構造の水密性は本会の

適当と認めるところによる旨規定していたが，MODU

コードの要件に基づき，風雨密としなければならない

旨規則 P編 8.2.3-3.に明記した。

9章　船体艤装
（1）特殊な船体艤装（2009 MODUコード 12.5）

掘削やぐらの各滑車の定格荷重をオペレーションマニ

ュアルに記載するよう規則 P編 9.4.2-2.（2）に規定した。

（2）曳航設備（2009 MODUコード 2.8）

MODUコードに曳航設備に関する要件が新設された

ことに合わせ，当該要件を規則 P編 9.5に規定した。

（3）点検設備（2009 MODUコード 2.2）

2009 MODUコードに点検設備に関する要件が新設さ

れたことに合わせ，当該要件を規則 P編 9.6に規定し

た。

（4）バラストタンクの塗装（2009 MODUコード 2.12.1）

海水バラストタンクの塗装は，IMO塗装性能基準（決

議MSC.215（82））に従ったものとするよう規則 P編

9.7に規定した。

10章　位置保持設備
アンカー係留機器（2009 MODUコード 4.12.12）

有人の制御場所には，各々のウインドラスにおける係

留ラインの張力及び風速と風向を表示するだけでなく，

当該データを自動的に記録できる装置を備えるよう規

則 P編 10.3.3-3.に規定した。

11章　機関
（1）バラスト管装置（2009 MODUコード 4.10.10）

中央バラスト制御室に備えられる制御装置，指示装置

及び表示装置は，異常状態を検知した際に可視可聴警

報を発するものとするよう規則 P編 11.1.9-8.に規定し

た。

（2）甲板昇降装置（2009 MODUコード 4.14）

中央甲板昇降制御室には，甲板昇降装置に過負荷及び

異常が発生した際に可視可聴警報を発すること並びに

傾斜，消費電力等及びブレーキの開放状態の表示装置

を備える旨規則 P編 11.1.14-7.に規定するとともに，

当該制御室と各脚との間に通信装置を設けなければな

らない旨同-8.に規定した。

（3）補機及び管艤装（2009 MODUコード 4.11.3）

非金属製伸縮継手が船側を貫通している配管に使用さ

れている場合であって，貫通部及び非金属製伸縮継手

の両方が満載喫水線より下方に位置する場合，当該継

手は船底検査の一部として検査が実施されなければな

らない旨規則 P編 11.2.2-3.に規定した。

12章　電気設備
（1）主電源設備及び照明設備

主電源が船舶の推進及び操舵に必要な場合及び電力が

推進の復帰に必要な場合の主電源に関する要件につい

て，規則 P編 12.2.3-1.及び-2.に規定した。また，検査

要領H編H3.2.1-5.を参考に具体的な要件を検査要領 P

編 P12.2.3に規定した。

（2）非常電気設備

代替動力源に関する要件として，非常発電機から給電

されるように設計された操舵装置への給電時間を規則

P編 12.2.4（10）に規定した。

13章　危険場所の機関及び電気設備
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（1）危険場所（2009 MODUコード 6.2）

規則 P編 13.1.3-1.に規定される海底資源掘削船の危険

場所の定義を改めた。

（2）通風状態（2009 MODUコード 6.4.1及び 6.4.4）

規則 P編 13.2.1-4.に危険場所を通過する吸気用ダクト

の要件を追記した。また，掘削泥の処理を行う危険場

所は，少なくとも毎時 12回の換気を行う旨規則 P編

13.2.1-5.（7）に規定した。

（3）危険場所の電気設備

規則 P編 13.4.2-1.に各々の危険場所で使用可能な電気

設備を追加規定した。また，同-2.に設置する区画にお

けるガス及び蒸気の発火温度に対する使用可能な電気

機器の温度等級，同-3.に電力ケーブルの要件，同-4.に

ガス及び蒸気グループに対する使用可能な電気機器グ

ループについてそれぞれ規定した。

14章　防火構造及び脱出設備
MODUコード 9章には，防火構造，脱出設備及び消火

設備の要件を定めた SOLAS条約 II-2章を参考に定められ

た要件が規定されている。規則 P編 14章には，MODUコ

ード 9章の規定のうち，防火構造及び脱出設備に関する要

件を取入れた。

（1）防火構造

熱の伝達の防止に関する要件，自己閉鎖型の戸の要件，

危険場所から隔離すべき場所及び「A」級仕切りの連

続性に関する要件を新たに規則 P編 14.2.2に規定し，1

次甲板床張及び仕上げ材の要件，通風装置の配置に関

する要件，通風用ダクト及び排気用ダクトに関する要

件及びヘリコプタ甲板の材料及び構造に関する要件を

改めた。なお，可燃性材料に要求される発熱量の計測

については ISO1716:2002によるよう検査要領 P編

P14.2.2に規定した。

（2）脱出設備

規則 P編 14.2.3に規定される脱出設備に関する要件を

改め，次の（a）から（d）に関する要件等を規定した。

（a）脱出設備用の照明の設置義務

（b）非常脱出用呼吸具の設置義務及び性能要件

（c）脱出設備として用いられる階段及び通路の性能要

件

（d）防火構造及び脱出設備に関する操作準備及び保守

に関する要件

15章　消火設備
規則 P編 15章には 2009 MODUコード 9章に規定される

消火設備の要件を取入れた。

（1）消火ホース

消火ホースの長さに関する要件を規則 P編 15.2.3-11.

に規定した。

（2）機関区域及び火炎を使用する場所における消火設備

固定式消火装置が設置されない場所に設置される消火

装置については，本会が適当と認めるところによる旨

規則 P編 15.2.5-3.に規定した。

（3）居住区域，業務区域及び作業区域の消火設備

持運び式消火器の配置に関する要件を規則 P 編

15.2.6-1.に規定した。また，原則として，表 P15.2に

従って主電源の制御装置，クレーン，掘削用甲板，ヘ

リコプタ甲板，A類機関区域，主制御設備並びにマッ

ドピット及び泥水処理を行う場所には，持運び式消火

器を配置するよう規則 P編 15.2.6-2.に規定した。

（4）消防員装具

規則 P編 15.2.8-1.において，消防員装具 1組に酸素及

び可燃性ガス検知器を備えるよう改めるとともに，

同-2.において，消防員装具の空気シリンダー用の再充

填装置に関する要件を規定した。また，同-3.におい

て，消防員装具の配置の要件を改めた。

（5）火災探知警報装置

定期的に無人の状態におかれる機関区域等の人員が継

続的に配置されない区域に固定式火災探知警報装置を

設置するよう規則 P編 15.2.10-3.に規定した。

（6）ガス検知警報装置

これまで要求されていた可燃性ガス検知警報装置及び

2つ以上の持運び式可燃性ガス検知器に加え，硫化水

素検知警報装置を設置するとともに硫化水素用の持運

び式ガス検知器を 2つ以上備えるよう規則 P編 15.2.11

に規定した。また，硫化水素検知警報装置は，警報に

対して 2分以内に応答がない場合に，ヘリコプタ甲板

上のステータスライトを自動的に作動させるものとす

るよう規定した。

（7）ヘリコプタ施設に対する防災設備

ヘリコプタ甲板の構造の火災に対する健全性，ヘリコ

プタ甲板用の消火装置の設備，設備される消火装置の

要件，ヘリコプタ施設が給油施設を有する場合の要件

等を規則 P編 15.2.13に規定した。

（8）火災制御図

R編 15.2.2に規定される火災制御図を備えるよう規則

P編 15.2.15に規定した。

（9）操作準備及び保守

火災安全に関する装置等の操作準備及び保守に関する

要件を規則 P編 15.2.16に規定した。

16章　ヘリコプタ施設
（1）免除規定（2009 MODUコード 13.7）

ヘリコプタ施設に用いる標示及び視認機器等について

は，本章の要件を免除することがある旨規則 P編 16.2

に規定した。

（2）ヘリコプタ甲板（2009 MODUコード 13.3）

（a）一般

ヘリコプタ甲板は滑り止め加工を施すとともに地面効

果を生じさせることができるようにしなければならな
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い旨規則P編16.3.1に規定した。また，「地面効果」の

説明を，検査要領に明記した。

（b）構造

ヘリコプタ甲板の構造は，使用するヘリコプタの型式，

風況，乱流，海象，水温及び氷況を考慮しなければな

らない旨 16.3.2に規定するとともに，ヘリコプタ甲板

周辺の配置等に関する要件を規定した。また，船舶の

稼動を想定している海域が穏やかな海域である場合の

緩和規定がMODUコードに規定されていることから，

当該要件を規則 P編 16.3.3に規定した。なお，ヘリコ

プタ甲板の構造等については ICAOの基準を参照する

旨検査要領に規定した。

（3）設備及び装置

ヘリコプタ甲板に埋め込み式のヘリコプタ固縛用装置

及び人員の落下を防止するための安全ネットを備える

よう規則 P編 16.4に規定した。

（4）視認機器及び標示

本船へ着陸するヘリコプタ及びヘリコプタ操縦士の安

全を確保するための次の視認機器，標示及び照明等に

関する要件を規則 P編 16.5に規定した。

（a）視認機器

ヘリコプタ甲板の着陸／浮上区域上の風況を指示する

ために，風向指示器を設置するよう規則 P編 16.5.1に

規定した。

（b）標示

ヘリコプタ甲板に，着陸／浮上区域視認標示，着陸／

位置調整標円，ヘリポート識別標示，無障害物セクタ

ーの標示，D値の標示，最大許容荷重標示及び船舶識

別標示を標示するよう規定した。

（c）照明等

着陸／浮上区域の外周用照明，ヘリコプタ甲板用の投

光照明，障害物の標示及び照明，ステータスライトを

ヘリコプタ甲板に設置するよう規定した。なお，特定

の型式のヘリコプタの場合のD値の標示の取扱いにつ

いては，検査要領 P編 P16.5.6に規定した。

（5）動揺検知装置

2009 MODUコード 13.6において，船型及びバージ型

の船舶の場合にあっては，動揺に関する情報を本船へ

着陸するヘリコプタの操縦士へ伝えるために，船舶の

動揺を測定又は計測可能な動揺検知装置を備えるとと

もに，ヘリコプタには，本船の動揺の情報を示すディ

スプレイを配置するよう規定されている。同規定に基

づき，規則 P編 16.6において，船型及びバージ型の船

舶には，上記動揺検知装置を備えるよう規定した。

3.15 17章　作業に関する規定
MODUコード 14章に基づき，新たに 17章として作業に

関する規定を加えた。

（1）オペレーションマニュアル

（a）一般（ 2009 MODUコード 14.1.1, 14.1.5及び

14.1.6）

通常及び非常時における作業要領等を含むオペレーシ

ョンマニュアルを船上に備えなければならない旨規則

P編 17.1.1に規定した。

（b）作業要件

原則として，運航に関する要件を船級要件とすること

はしないが，作業要件として，船舶の管理者等が遵守

すべき事項について規則 P編 17.2に規定した。

（2）記録（2009 MODUコード 14.14）

救命設備の検査，操練及び訓練の記録を含む航海日誌

又は掘削記録を船上に備えなければならない旨規則 P

編 17.3に規定した。

4．鋼船規則B編の改正内容

主な改正内容は以下のとおり。

4.1 船上に保持すべき図面等
海底資源掘削船の建造に用いた材料の詳細等を記載した

コンストラクションポートフォリオをはじめ，鋼船規則 P

編の適用を受けた船舶が船上に備えなければならない図面

等を規則B編 12.2.5に規定した。

4.2 復原性資料
これまで，規則 P編の適用を受ける船舶は，復原性資料

を船上に保管する旨規定されていた。今回の改正により，

海底資源掘削船にあっては，復原性資料を船上に備えるだ

けではなく，復原性試験の結果をオペレーションマニュア

ルへ記載することとなり，その旨規則 B編 12.2.6に規定

した。

4.3 軽荷重量査定試験
半潜水型船舶では，排水量の変化を定期的に確認し，復

原性への影響を適切に把握するために定期検査時に軽荷重

量査定試験を行うことが求められている。今回のMODU

コード改正では，新造後の最初の定期検査及び 2回目以降

の定期検査に分けて要件が規定された。また，従前の要件

では，試験の結果，軽荷排水量と実際の排水量の差が 1%を

超えた場合，傾斜試験を行うことが求められていたが，半

潜水型船舶のような長期間洋上に係留されたままの船舶で

は，洋上で傾斜試験を実施することは難しい。今回の改正

では，試験結果に基づいて深さ方向の重心位置を補正し，

計算によって復原性を検討することで対応可能となるため，

合理的な要件となった。

5．安全設備規則改正の内容

海底資源掘削船に施設される救命設備については，2009

MODUコード 10章の規定にも適合しなければならない旨

1編 1.1.1-8.に規定した。
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6．通信設備規則改正の内容

海底資源掘削船に施設される通信設備については，2009

MODUコード 11章の規定にも適合しなければならない旨

1章 1.1.1-3.に規定した。

7．居住衛生設備規則改正の内容

海底資源掘削船に設置するエレベーターについては，

2009 MODUコード 12.3の規定にも適合しなければならな

い旨 3編 4章 4.1.7-3.に規定した。

8．揚貨設備規則改正の内容

日本籍の海底資源掘削船にあっては 2009 MODUコード

第 12章 12.1，12.2及び 12.4の規定，外国籍の海底資源掘

削船にあっては 2009 MODUコード 12.1から 12.4の規定に

も適合しなければならない旨 1章 1.1.1-3.に規定した。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則B編及びQ編並びに関連検査要領中，鋼製はしけに対

する適用規則の見直しに関する事項について，その内容を

解説する。これらの改正はすべて外国籍船舶用に対するも

のである。なお，本改正は，2011年 6月 30日から適用さ

れている。

2．改正の背景

本会は，SOLAS条約の改正及びそれに伴う国内法の改

正に基づき，IMO塗装性能基準及び乗降設備に関する要

件を，本会規則に取込んでいる。

鋼製はしけにあっては，SOLAS条約の要件は適用され

ないが，国内法において上記要件が適用されていることか

ら，本会規則では日本籍の鋼製はしけについて上記要件を

適用している。また，外国籍の鋼製はしけについても，国

内法を準用し，上記要件を適用していた。

今般，外国籍の鋼製はしけについては，SOLAS条約の

適用どおり IMO塗装性能基準及び乗降設備に関する要件

の対象外となるよう関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則Q編 2.1.6において，鋼製はしけに対しては，

IMO塗装性能基準は適用されない旨規定した。

（2）鋼船規則Q編 18.1.1-2.において，鋼製はしけに対して

は，乗降設備の設置に関する要件は適用されない旨規

定した。

（3）鋼船規則B編 10.6.2並びに鋼船規則検査要領B10.4.2，

B10.5.2及びB10.6.2において，鋼製はしけに対する乗

降設備の検査要件を改めた。

17. 鋼船規則B編及びQ編並びに関連検査要領における改正点の解説

（鋼製はしけに対する適用規則の見直し）

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領B編中，乗降設備の現状検査に関する事項に

ついて，その内容を解説する。なお，本改正は，2011年 6

月 30日以降に申込みのある船舶の検査に適用されている。

2．改正の背景

乗降設備に関して，本会は，SOLAS条約第 II-1章第 3-9

規則及びMSC.1/Circ.1331に基づき関連規定を定め，年次

及び中間検査時においては現状検査を，定期検査時におい

ては現状検査及び効力試験を実施している。

この現状検査に関して，船側はしご及びギャングウェイ

にあっては，詳細な検査により現状を確認することが

MSC.1/Circ.1331で要求されていることから，MSC.1/Circ.

1331と整合を諮るべく関連規定を改めた。

18. 鋼船規則検査要領B編における改正点の解説

（乗降設備の現状検査）



3．改正の内容

鋼船規則検査要領 B3.2.2-4.において，国際航海に従事す

る総トン数 500トン以上の船舶に設置される船側はしご及

びギャングウェイの現状検査では，詳細な検査を実施する

よう改めた。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領B編中，機関計画保全検査における機関長の

資格確認に関する事項について，その内容を解説する。な

お，本改正は 2011年 6月 30日以降に申込みのある船舶の

検査に適用されている。

2．改正の背景

現行の機関計画保全検査においては，機器保全の運用を

船舶所有者（船舶管理会社）に推奨され，かつ事前に本会

の審査・承認を受けた機関長が行うよう規定している。

一方，今日では，国際安全管理コード（ISMコード）に

基づき，国内法及び国際法に従った免状，資格及び身体適

正を有する適切な人物が機関長として選定され，資格に関

する統一的な取扱いが確立されている。また，機関長の資

格は本船上でも容易に確認できることから，機関計画保全

検査においては，機関長の資格に対する審査・承認を不要

とするよう，関連規定を改めた。

3．改正の内容

検査要領 B編 B9.1.3-4.（6）において，機関計画保全検査

は船舶所有者（船舶管理会社）が指定した機関長により運

用されるよう改めた。これに伴い，検査要領 B編 B9.1.3-

3.（2）において，機関計画保全検査の申込みの際，参考資

料として 1部本会へ提出するよう要求していた機関長の経

歴書の要件も削除した。

19. 鋼船規則検査要領B編における改正点の解説

（機関計画保全検査における機関長の資格確認）

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領B編中，プロペラ軸の予防保全管理方式によ

る検査申込みに関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は 2011年 6月 30日以降に申込みのある船舶

の検査に適用されている。

2．改正の背景

（1）検査要領 B編表 B8.1.3-1.において，プロペラ軸の予

防保全管理方式による検査の申込み時期については，

登録検査又はプロペラ軸の開放検査によるプロペラ軸

系の健全性確認の後，半年を超えない時期に申込みを

行うよう規定していた。しかしながら，半年を超えた

場合であっても，その間におけるプロペラ軸系の健全

性維持の確認ができる場合にあっては，同管理方式の

採用が可能であることから，登録検査又は前回のプロ

ペラ軸の開放検査を完了した日から申込み日までにお

けるプロペラ軸系の健全性を確認できる資料等が提出

される場合にあっては，同管理方式による検査の申込

みを認めるよう，関連規定を改めた。

（2）検査要領 B編表 B8.1.3-1.において，プロペラ軸の予

防保全管理方式による検査の申込みの際，船舶の管理

責任者は，本件に係わる管理マニュアルを本会に 2部

提出し，本会承認後に返却される書類 1部を船上に保

管するよう規定していた。しかしながら，確実な運用

を行う上では，陸上における管理責任者の手元（本社

等）にも同様の書類を保管することが望ましいことか

ら，本会承認後の書類の保管については，船上保管用

の 1部に加え，陸上における管理責任者の手元（本社

等）にも 1部保管するよう，関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）検査要領B編表B8.1.3-1.項目 2において，船舶の管理

責任者は，本件に係わる管理マニュアルを本会に 3部

提出し，本会承認後に返却される書類 2部のうち 1部

を船上に，もう 1部を本社等に保管するよう改めた。

20． 鋼船規則検査要領B編における改正点の解説

（プロペラ軸の予防保全管理方式による検査申込み）



（2）検査要領 B編表 B8.1.3-1.項目 2において，プロペラ

軸の予防保全管理方式による検査の申込み時期につい

ては，登録検査又は前回のプロペラ軸の開放検査を完

了した日から半年を超えた場合であっても，新規の申

込みの日までにおけるプロペラ軸系の健全性を確認す

ることができる資料（例えば，潤滑油の分析結果，潤

滑油の消費量，軸受部の温度及び軸降下量に関する定

期的な記録等）が提出される場合にあっては，同管理

方式による検査の申込みを認める旨規定した。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領B編中，イナートガス配管に対する気密試験

に関する事項について，その内容を解説する。なお，本改

正は，2011年 6月 30日以降に起工又は同等段階にある船

舶に適用されている。

2．改正の背景

イナートガス配管に対する船内配管後の気密試験の実施

について，油タンカーに対しては鋼船規則検査要領 B編

B2.1.4-3.（4）において明確に規定されている。一方，液化

ガスばら積船及び危険化学品ばら積船に対しては規則上明

確に規定されていないため，油タンカーと同様，イナート

ガス供給管に対する気密試験を実施するように関連規定を

改めた。

3．改正の内容

鋼船規則検査要領B編B2.1.5-4.として，イナートガス供

給管に対し，船内配管後，最高使用圧力の 1.25倍以上の

圧力で気密試験を行う旨規定した。また，圧力逃し弁をイ

ナートガス供給管に設ける場合には，気密試験の圧力は圧

力逃し弁の設定圧力以上とする旨規定した。

21. 鋼船規則検査要領B編における改正点の解説

（イナートガス配管に対する気密試験）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領B編中，船海洋構造物チェーンの検査に関す

る事項について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2012年 5月 1日以降に申込みのある船舶の検査に適用され

る。

2．改正の背景

IACSは，1995年に制定された海洋構造物の係留設備に

使用されるチェーンの検査に関する指針である IACS勧告

No.38について，現在のプラクティスを考慮し定期的検査

時の基準を見直し，IACS勧告No.38（Rev.1）として，2010

年 10月に採択した。

このため，IACS勧告No.38（Rev.1）を参考に，関連規定

を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則検査要領B編B12.5.2-2.（1）（b）において，非破

壊検査及び寸法計測が要求されるリンクの割合を1％から

5％に改めた。

（2）鋼船規則検査要領B編B12.5.2-2.（1）（b），B12.5.2-2.（1）

（c）及び-2.（1）（d）i）において，リンクの衰耗量に関する規

定を改めた。リンク径が元径の96％未満（改正前は92％

未満）になった場合に非破壊検査を要求し，元径の95％

未満（改正前は90％）になった場合に新替又はシャック

ルの挿入を要求することとした。

（3）鋼船規則検査要領B編B12.5.2-2.（1）（d）において，チェ

ーンの交換時における使用可能な連結シャックルの数を

120mから122mに1個の割合に改めた。（ftからmへの

換算の計算方法の違い）

（4）鋼船規則検査要領B編B12.5.2-2.（1）（f）において，リンク

の補修に関する規定を改めた。また，溶接補修が認められ

ないチェーンの種類として，R4S種及びR5種を加えた。

（5）鋼船規則検査要領B編 B12.5.2-2.（3）（b）として，アンカ

22. 鋼船規則検査要領B編における改正点の解説

（海洋構造物チェーンの検査）



ーのリングピン及びヘッドピンに対する検査規定を加えた。
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領B編中，IMO塗装性能基準の保守及び補修の

記録に関する事項について，その内容を解説する。なお，

本改正は，2011年 11月 1日以降に行われる塗装の保守及

び補修に適用されている。

2．改正の背景

IMO塗装性能基準（決議MSC.215（82））において，就

航後の塗装の保守及び補修は，「塗装の保守及び補修に関す

る指針」（MSC.1/Circ.1330）に基づき記録することが要求

されている。一方，本会としては，当該指針は強制要件で

はなく，また塗装の保守及び補修自体も強制ではないこと

を考慮して，塗装の保守及び補修の記録は当該指針に基づ

くことを推奨する旨規則に規定していた。

しかしながら，IMO塗装性能基準においては，当該指針

に基づき記録することが要求されているとともに，国土交

通省船舶検査心得においても，塗装の保守及び補修は当該

指針に基づき記録することが新たに要求されたことから，

塗装の保守及び補修の記録は指針に基づいたものとするよ

う，関連規定を改めた。

3．改正の内容

鋼船規則検査要領B3.2.1-3.において，塗装に関する保守

及び補修の記録は，MSC.1/Circ.1330に基づいたものとす

るよう改めた。

23. 鋼船規則検査要領B編における改正点の解説

（IMO塗装性能基準の保守及び補修の記録）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領B編中，プロペラ軸の予防保全管理方式を採

用する場合の潤滑油の管理基準値に関する事項について，

その内容を解説する。なお，本改正は 2011年 11月 1日以

降に申込みのある船舶の検査に適用されている。

2．改正の背景

プロペラ軸の予防保全管理方式は，プロペラ軸軸受部の

潤滑油を監視し，定期的に分析・診断することによって，

プロペラ軸の抜出し間隔を合理的に定めることができるこ

とから，同管理方式を採用する船舶が年々増加してきてい

る。

同管理方式を採用する場合の潤滑油の管理基準について

は，関連要件が規定されている IACS勧告No.36を参考に

するとともに，本会独自の要件も追加の上，技術要件が規

定されている。これに対し，関連業界からは，同管理方式

における潤滑油の管理対象となる分析項目について，管理

実績等も勘案の上，柔軟に取扱うことが要望されている。

このため，近年の潤滑油管理に係わるプロペラ軸軸受部の

損傷トラブル等を調査し，再度必要な分析項目の絞込みを

行い，関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）検査要領B編表B8.1.3-1.項目 4.表 1において，プロペ

ラ軸の予防保全管理方式を採用する場合，定期的（少

なくとも 6ヶ月毎）な分析を要求する潤滑油の標準的

な分析項目（金属成分）としては，Fe，Cu，Sn，Pb，

Ni，Crである旨規定していた。しかしながら，航行中

にプロペラ軸又は船尾管軸受に損傷/磨耗等が発生し

た場合，一般的には，プロペラ軸材料の主成分である

Fe又は船尾管軸受材料として使用されるホワイトメタ

ルの主成分である Sn又は Pbが潤滑油中に溶け込み，

損傷/磨耗等の発生初期段階においてそれらの成分濃

度が上昇するが，Cu，Ni，Crについては，プロペラ軸

材料及び船尾管軸受材料の主成分ではないことから，

損傷/磨耗等においてそれらの成分濃度に変化が現れる

という事象はほとんど報告されていない。このことか

ら，Cu，Ni，Crについては，定期的（少なくとも 6ヶ

月毎）な分析を要求する潤滑油の標準的な分析項目か

24. 鋼船規則検査要領B編における改正点の解説

（プロペラ軸の予防保全管理方式を採用する場合の潤滑油の管理基準値）



ら外すこととした。

（2）検査要領B編表B8.1.3-1.項目 4.表 1において，プロペ

ラ軸の予防保全管理方式を採用する場合，定期的（少

なくとも 6ヶ月毎）な分析を要求する潤滑油の標準的

な分析項目のひとつとして，フェログラフィ分析を実

施するよう規定していた。このフェログラフィ分析は，

潤滑油中に含まれる磨耗粒子の形状や大きさを正確に

把握することが可能な分析法であるが，磨耗粒子の成

分分析はできない。一方，Fe，Sn，Pbの分析法とし

て使用される ICP発光分析については，潤滑油中に含

まれる極微量元素の成分分析に適しており，損傷/磨

耗等により潤滑油中に溶け込んだ極微量の Fe，Sn，

Pbを正確に検知することが可能な分析法である。この

ことから，ICP発光分析による Fe，Sn，Pbの定期的

（少なくとも 6ヶ月毎）な分析のみでも，潤滑油の状態

を適切に監視し良好な状態を維持管理することは充分

可能であることから，フェログラフィ分析については，

定期的（少なくとも 6ヶ月毎）な分析を要求する潤滑

油の標準的な分析項目から外すこととした。
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領B編中，海上試運転における発電装置の試験

要件に関する事項について，その内容を解説する。なお，

本改正は 2011年 11月 1日から適用されている。

2．改正の背景

検査要領B編において，機関区域無人化設備を有さない

船舶（以下，非M0船という）における海上試運転での発

電装置のブラックアウト試験の要件が規定されており，同

試験は原則主機が常用出力で運転中に実施するよう規定さ

れていた。

しかしながら，当該ブラックアウト試験は，作動を確認

すべき関連機器すべてが運転状態にある主機出力状態にお

いて実施することで，同試験の目的である試験項目につい

て，充分に確認することができることから，機関区域無人

化設備を有する船舶（以下，M0船という）においては，

必ずしも常用出力時に行わなくてもよいよう 2010年 10月

15日付一部改正にて関連規定を改めている。

上記の取扱いは，M0船，非M0船に関わらず適用可能

であることから，非M0船についても，M0船における試験

要件と同様に関連規定を改めた。

3．改正の内容

検査要領B編B2.3.1-7.（4）において，海上試運転時に実

施する発電装置のブラックアウト試験については，原則と

して，主機が常用出力で運転中に実施するよう規定した。

これにより，一般的には，主機が常用出力で運転中にブ

ラックアウト試験が実施されることになるが，一方で，主

機が常用出力で運転する際に作動する関連機器（補機等）

のすべてが運転状態にある場合においても，補機の順次始

動等のブラックアウト試験項目を確認できることから，主

機出力に係わらず，当該状態における主機出力でブラック

アウト試験を実施できる旨規定した。

25. 鋼船規則検査要領B編における改正点の解説

（海上試運転における発電装置の試験要件）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領B編及びR編中，非常用消火ポンプの吸込揚

程に関する事項について，その内容を解説する。なお，本

改正は，外国籍船舶においては 2012年 1月 1日以降に建造

契約が行われる船舶に，日本籍船舶においては 2012年 7月

1日以降に起工又は同等段階にある船舶に適用される。

2．改正の背景

非常用消火ポンプに要求される吸込揚程について，FSS

コード第 12章第 2.2.1.3規則に「就航中起こり得るすべて

の横傾斜，縦傾斜，横揺れ及び縦揺れの状態の下で，（中

略）決定される」と規定されているが，この規定を適用す

る上での具体的な状態が不明確であることから，当該規則

に関する統一解釈の審議が IMOにおいて行われてきた。

その結果，2010年 11月に開催された IMO第 88回海上

26. 鋼船規則検査要領B編及びR編における改正点の解説

（非常用消火ポンプの吸込揚程）



安全委員会（MSC88）において，当該規則の統一解釈が

MSC.1/Circ.1388として承認された。また，MSC.1/

Circ.1388に基づき IACS統一解釈 SC178が改正された。

このため，MSC.1/Circ.1388及び IACS統一解釈 SC178

（Rev.1）に基づき，関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則検査要領 R32.2.2-3.，表 R32.2.2-2.及び図

R32.2.2-1.において，非常用消火ポンプの吸込揚程を決

定する際に考慮すべき船舶の状態として以下の 4状態

を規定した。

（a）航海中の最小喫水状態（含むバラスト水交換中）

において，船の上下動及び縦揺れを考慮して，喫

水が最も浅くなった状態

（b）航海中の最小喫水（含むバラスト水交換中）にお

いて，船の上下動及び横揺れを考慮して，喫水が

最も浅くなった状態

（c）トリムなしの状態（Even Keel）でプロペラが 2/3

没水した状態

（d）貨物無積載かつ燃料油 10%積載した状況での入港

バラスト状態

（2）鋼船規則検査要領B2.1.4において，非常用消火ポンプ

の試験条件について「可能な限り浅い喫水において実

施し，航海中の最小喫水状態に相当する喫水より浅く

する必要はない」旨規定した。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則C編及び関連検査要領中，縦強度に関する事項につい

て，その内容を解説する。なお，本改正は，2011年 7月 1

日以降に建造契約が行われる船舶に適用されている。

2．改正の背景

2007年 1月に発生したコンテナ運搬船“MSC Napoli”

の折損事故を調査した英国海難調査局（MAIB）より，①

船の全長に亘る重要なセクションにおいて縦強度及び座屈

強度の確認を実施すること，②ホイッピングが船体縦強度

に与える影響について調査するとともに，調査結果を関連

規定の改正として反映すること，等が勧告されたため，

IACSでは，縦強度基準を定めた IACS統一規則 S11の見直

しについて検討を行い，2010年 11月に IACS統一規則 S11

（Rev.6）を採択した。また同改正では，併せて，シーケン

シャル法を用いたバラスト水交換中の各段階における曲げ

モーメント等の値をローディングマニュアル等に記載する

ことが明記された。

このため，IACS統一規則 Z11（Rev.6）に基づき，関連規

定を改めた。

なお，今回の IACS統一規則 S11（Rev.6）は，英国海難調

査局（MAIB）の勧告のうち，上記①に対応する改正であ

り，上記②については，今後 IACSにて更なる検討を行い，

結論がまとまり次第，要すれば IACS統一規則 S11の更な

る改正を実施する予定となっている。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則C編 15.4.1において，船体横断面が著しく変

化する箇所及び防撓方式が縦式から横式又は横式から

縦式へ変化する箇所については，座屈強度の検討を行

わなければならない旨を規定した。

（2）鋼船規則検査要領 C編 C15.1.2において，構造様式が

著しく変化する箇所においては，適切に中間部材を設

ける等，強度の連続性に十分注意を払う必要がある旨

明記した。

（3）鋼船規則検査要領 C編 C15.2.1において，シーケンシ

ャル法によるバラスト交換を行う場合には，バラスト

交換の過程における一時的な部分積付状態における縦

曲げモーメント及びせん断力の計算結果をローディン

グマニュアル又はバラスト水管理計画書のいずれかに

記載する必要がある旨明記した。

（4）鋼船規則検査要領 C編 C15.2.2において，船の中央部

以外の箇所において曲げ強度を検討すべき箇所を明記

した。

27. 鋼船規則C編及び関連検査要領における改正点の解説

（縦強度）



1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則 C編及び CS編中，ドア及び内扉に関する操作及び保

守マニュアルに関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2011年 7月 1日から適用されている。

2．改正の背景

IACSは，ドア及び内扉の要件を定めた IACS統一規則 S8

及び S9において，船上に保持すべきドア及び内扉に関する

操作及び保守マニュアルに船級証書及び条約証書が含まれ

なければならない旨規定されているが，マニュアル作成時

に船級証書及び条約証書の写しを入手することは困難であ

り，また，定期的な証書の更新の度にマニュアルを更新す

ることは合理的ではないことから，同統一規則から船級証

書及び条約証書の記述を削除して，それぞれ IACS統一規

則 S8（Rev.3）及び S9（Rev.5）として 2010年 12月に採択し

た。

このため，IACS統一規則 S8（Rev.3）及び S9（Rev.5）に基

づき，関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則 C編 23.3.10及び 23.4.9において，操作及び

保守マニュアルに含まれるべき事項から，船級証書及

び条約証書を削除した。

（2）鋼船規則CS編 21.3.10及び 21.4.9において，操作及び

保守マニュアルに含まれるべき事項から，船級証書及

び条約証書を削除した。

─ 21 ─

21 2012年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説

28. 鋼船規則C編及びCS編における改正点の解説

（ドア及び内扉に関する操作及び保守マニュアル）

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則 C編及び CS編並びに関連検査要領中，倉口隅部にお

ける付属品の固着方法に関する事項について，その内容を

解説する。なお，本改正は，2011年 12月 30日以降に建造

契約が行われる船舶に適用されている。

2．改正の背景

ばら積貨物船において，強力甲板の倉口隅部における亀

裂損傷が散見される。当該部の損傷形態は，以下の 2つの

パターンに大別される。

（1）貨物滞留を防ぐための斜板や荷役時のワイヤ擦れに

よる損傷を防ぐための防護材（半丸鋼が一般的）等

の付属品の溶接固着部近傍を起点として亀裂が発生。

（図2参照）

（2）上記付属品の溶接固着がなくフリーエッジから亀裂

が発生。（図3参照）

損傷調査の結果，（1）の付属品の溶接固着部近傍を起点

とする損傷パターンが全体の約 3分の 2を占めていること

がわかった。（1）の損傷パターンの主原因としては，船体縦

曲げ及び捩りモーメントにより生じる倉口隅部の高応力箇

所に対して，斜板や防護材等の付属品が溶接固着されるこ

とにより更なる応力集中が起こっていることが考えられる。

このような応力集中を避けるためには，斜板や防護材等の

付属品を強力甲板へ直接溶接しないような対策（図4及び

図5参照）が有効と考えられる。

このため，強力甲板の倉口隅部における損傷防止を目的

として，倉口隅部に付属品を設ける場合の要件を追加すべ

く，関連規定を改めた。

なお，（2）の損傷パターンに対しては，倉口隅部の腐食

衰耗や疲労強度不足等の理由が考えられる。腐食衰耗の観

点からは，船級検査により損傷の早期発見に努め，疲労強

度の観点からは，現在，IACSにおいて倉口隅部の疲労強度

に関するプロジェクトチームを設立し，損傷防止のために

更なる見直しを進めているところであり，それらの成果を

踏まえ，改めて規則改正を検討する予定である。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則 C編 17.1.4-2.及び CS編 17.2.4-2.において，

強力甲板の倉口隅部に斜板や防護材等の付属品を設け

る場合，付属品を強力甲板に直接溶接固着してはなら

ない旨規定した。

（2）鋼船規則検査要領 C編 17.1.4-2.において，強力甲板の

倉口隅部における斜板や防護材の取り付け方法を例示

29. 鋼船規則C編及びCS編並びに関連検査要領における改正点の解説

（倉口隅部における付属品の固着方法）



した。（図4及び図5参照）

（3）鋼船規則検査要領 C編 17.1.4-1.において，強力甲板の

倉口隅部には，疲労強度の観点から，適当な面取り

（3C処理等）を行う旨明記した。
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CrackCrackSlant Slant 

Plate Plate 

図 2 倉口隅部の亀裂
（斜板の溶接固着部から発生）

CrackCrack

図 3 倉口隅部の亀裂
（フリーエッジから発生）

：非溶接とする：非溶接とする 

図4 斜板の損傷対策例

Sec.A Sec.A 

Sec.A Sec.A 

図 5 防護材の損傷対策例

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則 C編及び CS編並びに関連検査要領中，舵頭材と舵心

材との接合部に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2011年 11月 1日より適用されている。

2．改正の背景

鋼船規則 C編及び CS編において，舵頭材と舵心材との

接合部（カップリング部）について，キーを備える場合

（キー付）及びキーを備えない場合（キーレス）についてそ

れぞれ規定されている。

本規定では，キー付の場合では，すべての舵トルクをキ

ーで受け持つこととしてキーのせん断面積及び接触面積を

規定している。一方，キーレスの場合では，カップリング

部の摩擦によりすべての舵トルクを受け持つこととして押

込み力及び押込み長さの標準を示している。

しかしながら，舵頭材と舵のカップリングにキーを備え

る場合であって，キー及びカップリング部の摩擦の両方で

舵トルクを受け持たせる場合もあることから，今般，この

場合に対応するキー寸法の要件を規定した。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則 C編 3.7.2及び CS編 3.8.2において，舵頭材

と舵のカップリングにキーを備える場合について，舵

頭材の押し込みによりカップリング部の摩擦による舵

トルクの伝達が考慮できる場合には，キーの寸法，押

し込み力及び押し込み長さについて別途考慮すること

ができる旨を規定した。

（2）鋼船規則検査要領 C編 C3.7.2において，舵頭材の押

し込みによりカップリング部の摩擦による舵トルクの

伝達ができる場合とは，舵トルクの 50％をカップリ

ング部の摩擦により伝達する場合であることを規定す

30. 鋼船規則C編及びCS編並びに関連検査要領における改正点の解説

（舵頭材と舵心材との接合部）



るとともに，そのような場合については，キーのせん

断面積及び接触面積について，すべての舵トルクをキ

ーで受け持つこととして求めたキーのせん断面積及び

接触面積の半分とすることができるよう改めた。

（3）付録C1の 1.1において，舵頭材の押し込みによりカッ

プリング部の摩擦による舵トルクの 50％を伝達する場

合における舵頭材の押し込み力及び押し込み量を規定

した。具体的には，付録C1では，コーンカップリング

による舵頭材と舵心材の結合に関して，押込み力及び

押込み量の標準が示されているが，その中で，スリッ

プに対する安全係数 fS1について，キーレスの場合は

3.0，キーを用いる場合は 1.5を用いることとしている。

本改正では，キーを用いる場合で，安全係数 fS1を 1.5

とした場合をキー及びカップリング部の摩擦がそれぞ

れ舵トルクの 50％を伝達する場合に対応するものとし

た。それに伴い，安全係数 fS1の取扱いも一部改め，キ

ーにより舵トルクをすべて伝達する場合に対応するも

のとして，安全係数 fS1を 0.5とする場合を新たに設け

た。安全係数 fS1の取扱いを表1に示す。

4．試計算結果

今回改正したキー寸法の妥当性を示す例として，現行規

定と改正案，CSR-B編及び他船級協会との比較検証を行っ

た。なお，CSR-B編のキー付きコーンカップリングの要件

では，コーンカップリングの摩擦のみにより設計許容モー

メントの 50％を伝達することを確保しなければならないと

規定されており，今回の改正における舵頭材の押し込みに

よりカップリング部の摩擦による舵トルクの 50％を伝達す

る場合に相当する要件となる。

ケープバルク（Wet-fit）での試計算結果を表2に，ハン

ディマックスバルク（Dry-fit）での試計算結果を表3に示

す。

NKの要求値のうち，キーにより舵トルクをすべて伝達

する場合のせん断面積及び接触面積（上段の値）は，同様

の考えに基づき規定されているABS，DNV及び LRの値と

ほぼ同じであることがわかる。

一方，カップリング部の摩擦により舵トルクの 50％を伝

達する場合に対応して算出したせん断面積及び接触面積

（下段の値）は，同様の考え方に基づき規定されている

CSR-Bの値とほぼ同じ値であることがわかる。
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表1 安全係数 fS1の取扱い

fS1

0.5

1.5

3.0

考慮する状態

キーにより，舵トルクのすべてを伝達す

る場合

キー及びカップリングの摩擦により，舵

トルクをそれぞれ 50％ずつ伝達する場合
カープリングの摩擦により，舵トルクの

すべてを伝達する場合（キーレス）

表2 他船級比較（1）
（対象船: L×B×D = abt. 290× 45×24.5 m，

Cape BC, Wet-Fit）

せん断面積（mm2） 接触面積（mm2）

NK
66,505 22,169
33,253（1） 11,085（1）

DNV - - - 20,276
ABS 64,522 - - -
LR 67,177 - - -

CSR-B 34,953（2） 9,960（2）

（1）NK: 本改正案に基づき，キーの寸法を要求値
（上段）の半分とした場合

（2）CSR-B: カップリングの摩擦により舵トルクの 50％
を伝達することを前提とした値

表3 他船級比較（2）
（対象船: L×B×D = abt. 180× 32.2× 18.5 m，

Handmax BC, Dry-Fit）

せん断面積（mm2） 接触面積（mm2）

NK
54,199 19,379
27,100（1） 9,690（1）

DNV - - - 17,982
ABS 52,473 - - -
LR 54,728 - - -

CSR-B 28,993（2） 10,932（2）

（1）NK: 本改正案に基づき，キーの寸法を要求値
（上段）の半分とした場合

（2）CSR-B: カップリングの摩擦により舵トルクの 50％
を伝達することを前提とした値



1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則C編及びCS編並びに関連検査要領中，ばら積貨物船，

鉱石運搬船及び兼用船以外の船舶の貨物用倉口に関する事

項について，その内容を解説する。なお，本改正は，2012

年 7月 1日以降に建造契約が行われる船舶に適用される。

2．改正の背景

IACSでは，貨物用倉口に関する統一規則として，IACS

統一規則（UR）S21を制定している。本URはUR Z11に

定義されるばら積貨物船，鉱石運搬船及び兼用船の貨物

用倉口が対象であり，満載喫水線条約において規定される

倉口蓋の構造要件及び波浪荷重を考慮の上，バルクキャリ

アセーフティーの一環として行われた，IACSとしての倉

口蓋の安全性に関する検討結果が取入れられている。

一方で，UR S21が適用とならない船舶，例えばコンテ

ナ運搬船や一般貨物船等，の貨物用倉口に関する統一規則

はこれまで規定されておらず，また，倉口蓋上に貨物を積

載する場合についての取扱いについても統一的な規定がな

かったことから，これらの船舶に対する貨物用倉口に関す

る要件については各船級協会の規則により規定されてきた。

NKにおいても，UR S21が適用とならない船舶に対する貨

物用倉口の要件として，例えば倉口蓋上に貨物を積載する

場合に対する貨物荷重等を独自に規定することで対応して

きた。

しかしながら，IACSでは，UR S21が適用とならない船

舶の貨物用倉口に関する要件についても IACS間で統一的

な取扱いとするために，UR S21が適用とならない船舶（ば

ら積貨物船，鉱石運搬船及び兼用船以外の船舶）の貨物用

倉口の要件に関する検討を行い，新たにUR S21Aを制定

した。

そのため，ばら積貨物船，鉱石運搬船及び兼用船以外の

船舶の貨物用倉口に関する IACS統一規則 S21Aに基づき，

関連規定を改めた。

なお，従前 IACS統一規則 S21が適用となっているばら

積貨物船，鉱石運搬船及び兼用船並びに鋼船規則検査要領

C編 C31.1.1-1.を適用してばら積貨物船として登録を受け

ようとする船舶の貨物用倉口及び閉鎖装置については，本

改正に伴い，今後はCSR-B編の関連規定を適用することと

なる。

3．IACS統一規則S21Aの概要

3.1 適用
UR S21Aは，2012年 7月 1日以降に建造契約が行われ

る，ばら積貨物船，鉱石運搬船及び兼用船（UR Z11の定

義による）以外の船舶の貨物用倉口及び閉鎖装置に適用す

る。

3.2 設計荷重
（1）垂直波浪荷重は，UR S21と同じく満載喫水線条約に

基づき規定している。

（2）水平波浪荷重については，UR S21に規定される荷重

が主にばら積貨物船を対象としたものであり，その数

値はバルクキャリアセーフティーの一環としてかなり

安全側なものとなっていることから，ばら積貨物船以

外の船舶にそのまま適用すると過大な値となる場合が

考えられる。そこで，UR S21AではUR S3（船楼端隔

壁）に基づく水平波浪荷重をベースに，波に関する係

数を一部修正して適用することとしている。結果，

NK規則においては，従来すべての船舶で 220kN/m2

（最前端貨物倉は 290kN/m2）を考慮していたものが

（乾舷の大きい船舶等は斟酌可能），船の主要パラメタ

を考慮した荷重を設定することとなり，UR S21による

値よりも小さな値を考慮することとなる。

（3）貨物を倉口蓋上に積載する場合の貨物荷重についての

規定が明記された。貨物の静的及び動的加速度の組合

せを考慮した貨物荷重を考慮することとなる。

3.3 許容応力
許容等価応力は，満載喫水線条約第 16規則に基づき，

使用する材料の降伏応力の 80％としている。ただし，満載

喫水線条約に基づく垂直波浪荷重以外の設計荷重による検

討を有限要素法により行う場合については，許容応力を使

用する材料の降伏応力の 90％としている。これは，通常有

限要素法により得られる応力は，ポアソン効果の影響によ

り梁解析又は骨組解析により得られる応力よりも高いこと

を考慮したものである。なお，垂直波浪荷重については満

載喫水線条約との整合を図るためにポアソン効果の影響を

考慮できないものとしている。

3.4 局部寸法
（1）倉口蓋

倉口蓋頂板，桁部材及び二次防撓材の局部寸法を与える

規定として，板部材に対しては塑性曲げ理論，骨部材に対

しては単純梁理論に基づく規定を定めるとともに，倉口蓋

頂板，桁部材及び二次防撓材に対する座屈強度評価として，

CSRにも規定されるDIN-standard 18800に基づく座屈強度

基準を規定している。
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31. 鋼船規則C編及びCS編並びに関連検査要領における改正点の解説

（ばら積貨物船，鉱石運搬船及び兼用船以外の船舶の貨物用倉口）



（2）倉口縁材

倉口縁材及び二次防撓材に対して，UR S3に基づく水平

波浪荷重を考慮した寸法算式を規定している。二次防撓材

の規定は，単純梁理論に基づく規定であり，また，倉口縁

材については船の長さに基づく最小板厚も規定している。

（3）倉口縁材ステイ

倉口縁材ステイは，当該部材を通して荷重伝達が十分に

行われる構造とし，また，許容応力を満足する必要がある

旨規定している。なお，高さが 1.6m未満の倉口縁材ステ

イについては，UR S21と同様に，片持ち梁理論に基づく

断面係数及びステイ基部における板厚を規定している。一

方，高さが 1.6m以上となる場合には，原則直接強度計算

により寸法を決定する必要がある。

3.5 直接強度計算
倉口蓋の強度計算については，梁理論，骨組解析又は有

限要素法解析により強度計算を行うことができる。なお，

モデル化にはいかなる場合もネット寸法を用いなければな

らない。現行NK規則では，倉口蓋上に貨物を積載する場

合について直接強度計算による評価を行う場合には，モデ

ルはグロス寸法を用いることとなっており，取扱いが変更

となることに注意が必要となる。

また，評価する応力が直応力から等価応力に，許容値に

ついては，垂直波浪荷重と考慮する場合を除き，0.8σFか

ら 0.9σFに変更となっている。

3.6 締付装置
締付装置に関する要件は，従来のC編と同様の規定に加

え，締付装置を設計する際に考慮すべき水平方向の質量力

や倉口蓋支持部材に対する公称表面圧力などの要件が規定

されている。

また，倉口蓋上に積載するコンテナにより生じる倉口蓋

の浮き上がり防止装置については，IACS勧告No.14の 5.6

の規定（検査要領に同規定を明記）を満足することを条件

に省略が可能な取扱いとしている。

3.7 規則要件の比較
現行規則（UR S21ベース）と改正規則（UR S21Aベー

ス）の各要件の比較を表4に示す。

相違点として，まず許容値が上げられる。現行規則では直

応力及びせん断応力に対してそれぞれ許容値を設けている

のに対し，改正規則では等価応力に対して許容値を設けて

いる。

また，貨物荷重については，UR S21Aで新たに動的成分

も考慮したものが規定されている。
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4．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則C編 20.2及び鋼船規則検査要領C編C20.2に

おいて，倉口の要件を IACS統一規則 S21Aに基づき全

面的に改めた。

（2）鋼船規則 C S 編 1 9 . 2 及び鋼船規則検査要領 C S 編

CS19.2において，倉口の要件を IACS統一規則 S21A

に基づき全面的に改めた。

表4 現行規則（UR S21ベース）と改正規則（UR S21Aベース）の比較

（1）直接計算による場合，別途，動的成分を考慮する強度検討指針あり。同指針に基づき検討を行う
場合にはほぼ同等となる。

項　　目 S21（現行規則） S21A（改正規則） 備考 

倉口蓋の設計波浪荷重 満載喫水線条約 満載喫水線条約 同等 

倉口蓋縁部材及び倉口縁材 
の設計波浪荷重 

最前端： 290kN/m2

その他： 220kN/m2 UR S3：船楼端隔壁 軽減 

貨物荷重 計画最大貨物積載重量（1） 
計画最大貨物積載重量 
＋動的成分 

強化（1） 

局部寸法算式 
塑性曲げ理論（板部材） 
単純梁理論（骨部材） 

塑性曲げ理論（板部材） 
単純梁理論（骨部材） 

同等 

波浪荷重 
直応力： 0.8
せん断応力： 0.46

等価応力： 0.8 強化 

許容応力 

貨物荷重 
曲げ応力： 0.5
せん断応力： 0.33

FEM： 0.9
それ以外： 0.8

－ 

モデル 
ネット寸法（波浪荷重） 
グロス寸法（貨物荷重） 

ネット寸法 
同等 
強化 

座屈 弾性座屈ベース 最終強度ベース 軽減 

Fσ

Fσ Fσ

Fησ

Fησ
Fσ

Fσ



1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則 C編及びCS編並びに関連検査要領中，コンテナ運搬

船規則の見直しに関する事項について，その内容を解説す

る。なお，本改正は，2012年 5月 1日以降に建造契約が

行われる船舶に適用される。ただし，船舶の所有者から申

込みがあれば，施行日前に建造契約が行われた船舶に適用

することができる。

2．改正の背景

コンテナ貨物は，物流量の急速な増加に伴い，1960年代

後半頃からコンテナ専用船で運送されるようになった。以

後，数多くのコンテナ運搬船が建造されており，これまで

に十分な運航実績を積み上げている。また，近年では，昨

今の海上輸送量の増加に伴い，経済的かつ効率的にコンテ

ナ貨物を運送するため，コンテナ運搬船の大型化が進んで

いる。（図6参照）

本会では，コンテナ運搬船特有の船体構造（船型がやせ

ており，甲板部に大倉口を有している等）に対する特別要

件として，1983年に鋼船規則C編 32章としてコンテナ運

搬船の専用規則を整備している。その後，コンテナ運搬船

の損傷のフィードバックとして，バウフレア部の構造等に

対して，適宜規則改正を行ってきている。

しかしながら，その他の一般規定については，専用規則

が制定されて以来，特に大きな見直しは行われていないこ

とから，この度，コンテナ運搬船に対する腐食，損傷実績

を調査し，さらに他船級規則との比較も行い，より合理的

な規則とすべく，コンテナ運搬船に関する構造要件を改め

た。

3．改正の内容

主な改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則 C編 1.1.7-2.において，高張力鋼の材料係数

に関し，特別な考慮を払った場合には本会の承認を得

て異なる値とすることができるよう改めた。

（2）鋼船規則 C編 1.1.13-7.及び鋼船規則 CS編 1.3.2-5.とし

て，防撓材に対して CSRにて採用されているグルー

ピングの概念を採用し，防撓材の寸法については，連

続して配置された等しい寸法である防撓材をグループ

として，当該グループの寸法は次のうち大きい方の値

とすることができる旨規定した。ただし，本規定は疲

労強度評価には適用してはならない。

（a）グループ内の個々の防撓材に要求される寸法の平

均値

（b）グループ内の個々の防撓材に要求される寸法の最

大値の 90％

（3）鋼船規則 C編 32章において，コンテナ運搬船の二重

底及び二重船側部の構造部材に関する規則算式につい

て，腐食予備厚，安全率及び荷重を改めた。詳細につ

いては，付録 3に示す。

（4）鋼船規則検査要領 C編附属書 C1.1.7-1.「高張力鋼を

使用する場合の船体構造に関する検査要領」に関し，

鋼船規則 C編 32章に規定するコンテナ運搬船の部材

寸法に関する算式については，直接規則上で適用でき

るよう改めた。本改正に伴い，同附属書から，コンテ

ナ運搬船に関する規定である 1.2.2-11.並びに表 1.2-11.

（1）及び（2）を削除した。

（5）鋼船規則検査要領 C編附属書 C1.1.23-1.「縦通防撓材

の疲労強度評価に関する検査要領」において，コンテ

ナ運搬船についても，タンカー及びばら積貨物船と同

様に，船底縦通肋骨及び船側縦通肋骨に対する疲労強

度評価に関する要件を規定した。詳細については，付

録 4に示す。

付録1．コンテナ運搬船の腐食

コンテナ運搬船の腐食予備厚について，213隻のコンテ

ナ運搬船，約 21万点の板厚計測データを基に，CSRと同

様の手法を用いて各部材に対する腐食評価を行った。その

結果を図7から図14に示す。
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32. 鋼船規則C編及びCS編並びに関連検査要領における改正点の解説

（コンテナ運搬船規則の見直し）
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図 6 NK船におけるコンテナ運搬船の建造隻数及びTEU
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図 7 船側外板

図8 船底外板

図9 縦通壁

図10 内底板
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図 11 船側縦通肋骨
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図 12 船底縦通肋骨

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 5 10 15 20 25 30

D
im
in
ut
io
n 
(m
m
)

Ship's Age (year)

50% 55%
60% 65%
70% 75%
80% 85%
90% 95%
98% average
gauged

図 13 縦通壁付縦通防撓材
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図 14 内底縦通肋骨



腐食量の経過年数及び累積確率レベルは，CSRと同様に

それぞれ 25年及び 95％を採用すると，各部材に対する腐

食量は表5のとおり推定される。

付録2．コンテナ運搬船の損傷

付録2.1 コンテナ運搬船の損傷箇所（二重船殻部）
コンテナ運搬船の貨物区域における損傷について，図15

に示す二重船殻部の板及び骨部材において発生した亀裂損

傷の割合を調査した。結果を図16及び図17に示す。

調査の結果，船側縦通肋骨の亀裂損傷が最も多く，全体

の約 78％を占めており，次いで船底縦通肋骨の亀裂損傷で

約 9％であった。その他の構造部材については，ほとんど

損傷は発生していなかった。なお，図16でいう損傷件数と

は，1隻の船舶に同時期に発生した同種の損傷を 1件とし

て数えている。例えば，ある検査において，船側縦通肋骨

に 5ヶ所，船底縦通肋骨に 2ヶ所の亀裂が発見された場合，

損傷件数は 2件とする。

付録2.2 損傷船の建造年度による傾向
付録 2.1で用いた損傷データを，その船の建造年度別に

整理した。（図18及び図19参照）この結果から，以下の

ことがわかった。

（1）損傷が多く発生しているコンテナ運搬船は，1990年代

に建造されたものが多い。

（2）船側縦通肋骨の亀裂は，1990年から 1995年に建造さ

れたコンテナ運搬船に特に多い。

（3）船底縦通肋骨の亀裂は，1998年に建造された船舶のみ

に発生している。なお，これらの損傷について調査し

た結果，これらは特定の同型船に発生していることが

わかった。
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表5 評価結果による推定腐食量（mm）

板部材 腐食量 骨部材 腐食量

船側外板 1.8 船側縦通肋骨 1.8

船底外板 1.8 船底縦通肋骨 1.8

縦通壁 1.8 縦通壁付縦通防撓材 1.8

内底板 2.4 内底縦通肋骨 1.8

Side Shell Plate 
Side Longl. 
L.BHD 
L.BHD Longl 
Inner Bottom Plate
Inner Bottom Longl.
Bottom Shell Plate
Bottom Longl. 

図 15 コンテナ運搬船の二重船殻部
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図 16 損傷件数
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⑧ 
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① Side Shell Plateの亀裂（1.3%） 

② Side Longl.の亀裂（78.5%） 

③ 

④ 

L.BHDの亀裂（0%） 

L.BHD Longl.の亀裂（0%） 

⑤ Inner Bottom Plateの亀裂（3.8%） 

⑥ Inner Bottom Longl.の亀裂（3.8%） 

⑦ Bottom Shell Plateの亀裂（3.8%） 

⑧ Bottom Longl.の亀裂（8.9%） 

の亀裂（78.5%） 

図 17 損傷割合
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図 19 損傷船の建造年度の割合



付録2.3 損傷時の船齢による傾向
次に，付録 2.1で用いた損傷データを，損傷時の船齢別

に整理した。（図20）この結果から，船側縦通肋骨の亀裂

は，船齢 10年未満では比較的少ないが，10年以上になる

と増加していく傾向にあることがわかる。

付録3．コンテナ運搬船の二重船殻部の構造部
材に関する規則算式の改正の概要

付録3.1 腐食予備厚の見直し
付録 1の腐食評価結果及び付録２の損傷調査結果に基づ

き，二重底及び二重船側部の構造部材における腐食予備厚

を見直した。

（1）板部材

付録 1の腐食評価結果から腐食予備厚の値を以下のとお

り改めた。

（a）船側外板及び縦通壁

評価結果による腐食量を考慮し，旧規則よりそれ

ぞれ 0.5mm及び 1mm減少させた。

（b）内底板

評価結果による腐食量は 2.4mmあること，また，

試計算による他船級規則のグロス要求値との比較

も考慮して，現行規則のままとした。

（c）船底外板

今回，波浪荷重の見直しも行っていること，また，

他船級規則のグロス要求値との比較も考慮して，

現行規則のままとした。

（d）二重底及び二重船側構造内の区画が，空所，燃料

油タンク等，海水を積載しない区画を構成する板

部材については腐食量が少ないと考えられること

から，規則要求値よりさらに 0.5mm減じてよいこ

ととした。

上記をまとめたものを表6に示す。ここで，二重底及び

二重船側構造内の区画は，バラストタンクと仮定している。

なお，バラストタンクについては，今後，PSPC（IMO

塗装性能基準）の適用により，さらに腐食量は減少すると

考えられることからも，本改正による腐食予備厚は十分に

安全側の値と考えられる。

（2）骨部材

旧規則において，縦通防撓材の腐食に対する考慮は，要

求断面係数に対して，腐食予備係数として一律 1.2として

規定していた。

今回，縦通防撓材についても，付録 1の腐食評価結果に

基づき，コンテナ運搬船に対する腐食予備係数の見直しを

行った。腐食予備係数の見直しにあたっては，腐食が防撓

材の強度に及ぼす影響について，下式のように，オリジナ

ル寸法の断面係数（Zoriginal）とオリジナル寸法から評価結

果による腐食量を差し引いた後の断面係数（Zaftercorr）との

比を取ることによりCcorrを求め，大型船から小型船までの

各部材の代表的な寸法に対する Ccorrの平均を取るととも

に，前述のとおり，バラストタンクについては，今後

PSPCの適用により，さらに腐食量は減少すると考えられ

ることから，一律 1.1とした。（表7参照）

付録3.2 深水タンクにおける縦通防撓材に対する
安全率の見直し

付録 2の損傷調査結果より，二重底及び二重船側部の縦

通防撓材については，船側縦通肋骨及び一部の船底縦通肋
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図 20 損傷船の建造年度の割合

表6 板部材の腐食予備厚

部材 評価結果（mm） 改正腐食予備厚（mm）
（旧規則との差）

船側外板

船底外板

縦通壁

内底板

1.8

1.8

1.8

2.4

2.0
（-0.5）

2.5
（0）

2.0
（-1.0）

3.0
（0）

��

����

��
��

σσ
������

���==

表7 骨部材の腐食予備係数

部材 評価結果
（mm）

船側
縦通肋骨
船底
縦通肋骨
縦通

壁付縦通防
内底
縦通肋骨

1.8

1.8

1.8

1.8

Ccorr
（平均値）

1.14

1.12

1.15

1.13

改正腐食
予備係数

1.1

���������

���	�
��

����
�

�
 =



骨を除き，これまでに大きな損傷は発生していない。この

実績に基づき，今回，二重底及び二重船側構造の内部が深

水タンクとして使用される場合の縦通防撓材に対する安全

率を見直すこととした。

旧規則において，深水タンクにおける縦通防撓材は，そ

の端部の固着条件に応じた固着度を持つ梁と考え，この梁

の最大モーメントに対して，腐食予備係数 1.2，荷重に対

する安全率を 1.25として規定していた。

今回，損傷実績及び他船級規則との比較計算を行い，荷

重に対する安全率を 1.25から 1.1に改めた。また，付録

3.1の腐食予備係数の見直しにより，腐食予備係数が 1.2

から 1.1に改められ，これらの見直しにより改正算式が導

かれる。

また，旧規則の鋼船規則 C編 32.4.3（2）にて考慮してい

た船の長さに応じた安全率の修正係数である係数C1につい

ては，深水タンクにある骨部材に対しては船の長さによる

影響は小さいと考えられることから，削除することとした。

付録3.3 水平曲げ応力の見直し
旧規則において，縦通部材の局部強度については，船体

縦曲げ及び水平曲げによる軸力の影響を考慮していた。水

平曲げ応力について，旧規則では，船の長さに応じて，船

の長さが 230m以下のときは 6kg/mm2，400m以上のとき

は 10.5kg/mm2，その間は補間法で求めるよう規定してい

たが，実際に作用する水平曲げ応力は，船の断面性能等に

より様々であることから，今回，現行鋼船規則検査要領C

編 32章に規定している水平曲げ応力の算式を参考に，水平

曲げモーメント及び船体水平曲げに対する断面係数により

求めるよう改めた。

付録3.4 波浪荷重の見直し
（1）船底に対する波浪荷重の見直し

旧規則において，船底に対する波浪荷重は，不規則波中

の波浪変動圧の長期予測より，発現確率 10-8レベル程度の

変動圧を用い，外板に対して「0.035L’」と規定していた。

また，縦通肋骨の縦通肋骨等の骨部材に対しては，弾性解

析を前提としていることから，発現確率 10-6レベル程度の

値として「0.026L’」を与えていた。

これらの荷重について，本会発行の「コンテナ運搬船の

構造強度に関するガイドライン」（以下，ガイドラインとい

う）による波浪変動圧（向い波）の算式による値と比較し

た結果を図21に示す。ここで，本ガイドラインにおける設

計荷重は発現確率 10-8レベルの長期予測値により規定した

算式である。また，破線は，発現確率 10-6レベル程度の値

に修正して算定した値である。

旧規則では，ビルジ部付近の波浪変動圧を代表させて，

幅方向に一様に与えていることから，図21を参照すると，

船体中心線付近では若干厳しい値を与えていることがわか

る。よって，本改正では，船底に作用する波浪荷重を，実

際に作用している荷重と同様に，船の幅方向に変化させて

与えることした。（図22参照）。

（2）船首部域に対する波浪荷重の見直し

一般に，船体中央部の波浪変動圧と比較して，船の中央

部より前方では，ピッチング等の影響により波浪変動圧が

上昇する。旧規則においては，船底外板及び船側外板に対

しては，この船首部域の波浪変動圧の上昇の影響を考慮し

ているが，船底縦通肋骨及び船側縦通肋骨に対しては考慮

されていなかった。

また，コンテナ運搬船の船首部域における損傷（バウフ

レア部を除く）を調査した結果，船側縦通肋骨等に降伏又

は座屈強度に起因すると考えられる損傷が何件か報告され

ている。

よって，今回，船底縦通肋骨及び船側縦通肋骨に対して

も，船首部域の波浪変動圧の上昇に関する要件を適用し，

船の中央部より前方の船側縦通肋骨等の構造寸法要件を見

直した。

旧規則及びガイドラインにおける波浪変動圧の船首方向

への上昇分の分布を図23に示す。なお，図中，ガイドライ

ンによる値は，L’=230m, y=B/2（船の中央部における舷側）,
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1 . 0 

2 . 0 

3 . 0 

4 . 0 

5 . 0 

6 . 0 

7 . 0 

8 . 0 

9 . 0 

0  100 200 300 400
L ( m ) 

P
/ρ
g(
m
)

0.035L’（旧規則） 
ガイドラインP（C/L） 
 ガイドラインP（ビルジ） 
 0.0175L’（新規則） 
 0.026L’（旧規則） 
 ガイドラインP’（C/L） 
ガイドラインP’（ビルジ） 
 0.013L’（新規則） 

図 21 船底に対する波労荷重

0.0175L’ 
(0.013L’) 

0.035L’ 
(0.026L’) 

図22 船底に対する波労荷重



Cb=0.6における値としている。

図23に示すように，現行規則における船首部域の波浪

変動圧の上昇の影響を考慮した算式 h1は二次曲線で与えら

れているため，0.7Lから 0.9L間で垂れ下がった分布となっ

ている。しかしながら，ガイドラインによる曲線が示すよ

うに，実際に波浪変動圧は船体中央部からすぐに立ち上が

り始め，特にコンテナ運搬船のようなやせた船型の船舶で

は，肥大船と比較して上昇量が大きい。また，前述のよう

に，コンテナ運搬船では船の中央部より前方において数は

少ないものの損傷が報告されていることから，今回の規則

改正後も，船の中央部より前方にある船側縦通肋骨等に対

しては，旧規則と同程度の要求値を維持するよう次のとお

り h1を規定した。

船尾から 0.9Lの位置での値を，旧規則による h1と同じ

値とし，0.7Lから 0.9L間では，波浪変動圧の上昇の立ち上

がりの影響を簡便に表すため，以下のように線形で与える

こととした。なお，本算式は，規則の整合性を考慮して，

外板にも適用することとしているが寸法への影響はほとん

どない。

ここで，

X：船首端から当該箇所までの距離（m）。ただし，Xが

0.1L未満のときは，0.1Lとし，また，0.3Lを超え

るときは 0.3Lとする。

付録3.5 船側外板
旧規則において，船側外板に作用する荷重は，ビルジ上

端部の荷重を代表させて，その値を船側外板全体に適用す

るよう規定していた。ここで，静水圧の算定においては，

計算の簡易化を考慮し，ビルジ上端部の高さを 0.125Dと近

似している。

船側外板に作用する荷重：

しかしながら，一般に，コンテナ運搬船のビルジ Rは

0.125Dよりも大きい場合が多いことから，上記規則算式の

技術的背景に基づき，実際のビルジ上端部の高さを直接と

ることとした。ここで，ビルジ上端部の高さとは，船体中

央部におけるビルジ部上端の板の曲がりが終わる点をい

う。

付録3.6 最小板厚
現行鋼船規則C編 16.3.1に規定する最小板厚は，水圧又

は波浪外力以外に船が航行中に生じる浮遊物等との接触に

対し，必要な強度を持たせるという条件で以下の算式を規

定している。

本規定は，船の長さに伴って想定される浮遊物の大きさ，

速度が増大するという前提で要求板厚が増大するが，想定

する浮遊物の大きさ等にも限度があり，大型船に対しては

浮遊物の影響は比較的少ないと考えられることから，今回，

鋼船規則C編 32章において，船の長さに制限を設けること

とした。

付録3.7 まとめ
以上の改正について，旧規則における規則算式の考え方

を部材毎に比較したものを，表8にまとめて示す。
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ガイドライン 
新規則h1
旧規則h1

図 23 波浪変動圧の船首方向での上昇分の分布
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新規則 （ C 編 32.4.5-2.）  旧規則 （ C 編 16.3.2）  

荷 重 (m) 

1'05.0' hLzd ++−
z'：船体中央部における竜骨上面からビル ジ 
部上端までの垂直距離 （ m） 

( )( )xCh b −−= 1'2017
2
3

1

1'05.0125.0 hLDd ++−

( )( )2
1 1'2017

4
9

xCh b −−=

腐食予備厚 (mm) 2.0 2.5

表8 新規則と旧規則の比較
（1）船側外板

�
���������� ���� ++−

静水圧成分 船首部における波浪変
の上昇の考慮 

波浪変動圧 
成分 

静水圧成分 波浪変動圧
成分

船首部における波浪変動圧
の上昇の考慮

�� =
���
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船体水平曲げに よ 
る軸応 力 (kg/mm2)

510
81.9
1 ×H

H

H y
I

M  
L が 230 m 以下のとき ： 6.0  
L が 400 m 以上のとき ： 10.5  
L がその間は補間法によ る  

横 式  0.205.0' 121 ++′+−= hLzdSCCt  5.205.0125.0 121 ++′+−= hLDdSCCt  規 則  
算 式  縦 式  0.205.0' 121 ++′+−= hLzdSCCt  5.205.0125.0 121 ++′+−= hLDdSCCt

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
   

   

 

 

 
  

 

 
 

 

   

 

   

 
  

新規則 （ C 編 32.4.5-3.）  旧規則 （ C 編 16.3.1）     

最小板 厚  
'KLt =  

L '：船の長さ。ただし ， L が 330m を超え る 
ときは ， 330m とする 。  

KLt =  

   

 
 

 

   

 
   

   

 

 

 
  

 

 
 

 

   

 

   

 
  

新規則 （ C 編 32.3.5-1.）  旧規則 （ C 編 16.3.4）  

   

 
 

 

   

荷 重 (m)  
11

2
0175.0 hy

B
Ld ++′+  

( )( )xCh b −−= 1'2017
2
3

1  

1035.0 hLd +′+  

( )( )2
1 1'2017

4
9

xCh b −−=  

横 式  5.21
2

0175.0 121 +++′+= hy
B

LdSCCt  5.2035.0 121 ++′+= hLdSCCt  
規 則  
算 式  

縦 式  5.21
2

0175.0 121 +++′+= hy
B

LdSCCt  5.2035.0 121 ++′+= hLdSCCt  

最小板厚要件 ： (1)と同じ （ 32.3.5-2 .）  

   

 

 

 
  

 

 
 

 

   

 

   

 
  

（2）船底外板

最小板厚要件：（1）と同じ（32.3.5-2.）

新規則 （ C 編 32.4.3 ）  旧規則 （ C 編 32.4.3 ） 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
   

   

荷 重 (m)  

h1:タンク頂板からオーバーフロー管の上 端 
までの距離 の 1/2の点と当該隔壁板の下 縁 
との垂直距離 （ m）  

h2: )(85.0 1 hh ∆+  
h3:隔壁板の下縁からオーバーフロー管の 上 
端 上 2.0m までの垂直距離 に 0.7 を乗じ た 
値  

h1:タンク頂板からオーバーフロー管の上 端 
までの距離 の 1/2の点と当該隔壁板の下 縁 
との垂直距離 （ m）  

h2: )(85.0 1 hh ∆+  

腐食予備 厚 (mm)  
2.0  （ バラストタン ク ）  

1.5  （ バラストタンク以 外 ）  
3.0  （ バラストタン ク ）  

2.5（ バラストタンク以 外 ）  

船体縦曲げによ る 
軸応 力  

(kg/mm2)  

B
B

B zz
z
z

f ≤⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−15.15  

zz
Z

zz
f B

B
D <⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

−
'

5.15  

B
B

BH yy
y
y

Kf ≤⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−15.15  

yy
Y

yy
Kf B

B
DH <⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

−
'

5.15  

船体水平曲げに よ 
る軸応 力 (kg/mm2)  

510
81.9
1 ×H

H

H y
I

M
 

−
B
d

k 121  

k:  L が 230 m 以下のとき ： 6.0  
 L が 400 m 以上のとき ： 10.5  
 L がその間は補間法によ る  

横 式  22767

7.27

Kα−
 

2767

7.27

α−
 

C  

縦 式  
Kα−7.27

72.3  
α−7.27

72.3  

規則算 式  
0.26.3 += KhCSt （ バラストラン ク ）  

5.16.3 += KhCSt （ バラストランク以 外 ）  

0.36.3 += KhCSt （ バラストラン ク ）  

5.26.3 += KhCSt （ バラストランク以 外 ）  

（1） （1） 
（3）縦通壁

（4）内底板
深水タンク要件：（3）と同じ（C編 32.3.4-2.）
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新規則 （ C 編 32.4.6-1.） 旧規則 （ C 編 7.4.1 ） 

新規則 （ C 編 32.3.2-1.） 旧規則 （ C 編 32.3.2-1.） 

（6）　船底縦通肋骨 

新規則 （ C 編 32.4.6-2.） 

深水タンク要 件 

第 1 式 

旧規則 （ C 編 32.4.3 ） (2)

荷 重 (m)  1'038.0 hLd ++  ( )( )xCh b −−= 1'2017
2
3

1  d +0.038 L′  

腐食予備係 数   2.1 1.1

船体縦曲げによ る 
軸応 力  

(kg/mm2)  

B
B

B zz
z
z

f ≤⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−= 15.15α  

zz
Z

zz
f B

B
D <⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

−
=

'
5.15α  

−
s

B D
y

f 5.215.15  

船体水平曲げに よ 
る軸応 力  
(kg/mm2)  

510
81.9
1 ×H

H

H y
I

M
 6 

許容応 力  
K

K
α−24

,  min .
18
K

 
Kα−24

1  

規則算 式  290CShlZ =  2100CKShlZ =  

荷 重 (m)  

h1:タンク頂板からオーバーフロー管の上 端 
までの距離 の 1/2の点と当該隔壁板の下 縁 
との垂直距離 （ m）  

h2: )(85.0 1 hh ∆+  
h3:隔壁板の下縁からオーバーフロー管の 上 
端 上 2.0m までの垂直距離 に 0.7 を乗じ た 
値  

h1:タンク頂板からオーバーフロー管の上 端 
までの距離 の 1/2 の点と当該隔壁板の 下 
縁との垂直距離 （ m）  

h2: )(85.0 1 hh ∆+  

腐食予備係 数   2.1 1.1
安全 率   52.1 1.1

船体縦曲げによ る 
軸応 力  

(kg/mm2)  

B
B

B zz
z
z

f ≤⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−15.15  

zz
Z

zz
f B

B
D <⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

−
'

5.15  

B
B

BH yy
y
y

Kf ≤⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−15.15  

yy
Y

yy
Kf B

B
DH <⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

−
'

5.15  

船体水平曲げに よ 
る軸応 力 (kg/mm2) 

510
81.9
1 ×H

H

H y
I

M
 

−
B
d

k 121  

k:  L が 230 m 以下のとき ： 6.0  
 L が 400 m 以上のとき ： 10.5  
 L がその間は補間法によ る  

C  
K

K
C

α−
=

241 ,   min .
18
K

 
α−

=
242

K
C ,   min .

18
K

 

規則算 式  2
21100 ShlCCZ =  2

321125 ShlCCCZ =  

荷 重 (m)  
112013.0 hy

B
Ld ++′+  

( )( )xCh b −−= 1'2017
2
3

1  
Ld ′+ 026.0  

腐食予備係 数   2.1 1.1

規則算 式  2
175.012013.0

5.1524
90

Slhy
B

Ld
Kf

CK
Z

B

++′+
−

=  ( ) 2026.0
5.1524

100
SlLd

Kf
CK

Z
B

′+
−

=  

（5）船側縦通肋骨

（6）船底縦通肋骨

（7）縦通壁付縦通防撓材及び内底縦通肋骨
深水タンク要件：（5）と同じ（C編 32.4.3（2））

深水タンク要件



付録4．縦通肋骨に対する疲労強度

付録4.1 改正の背景
付録 2の損傷調査結果から，損傷が発生している船側縦

通肋骨及び船底縦通肋骨については，疲労による損傷と推

察されることから，今回，タンカー及びばら積貨物船と同

様に，疲労強度に関する要件を次のとおり規定した。

（1）疲労強度評価方法については，鋼船規則検査要領 C

編附属書 C1.1.23-1. 縦通防撓材の疲労強度評価に関す

る検査要領と同様の考え方でコンテナ運搬船にも適用

を拡大することとした。

（2）コンテナ運搬船への適用にあっては，同附属書中，波

浪荷重による応力，船体動揺加速度による応力及び疲

労被害度の算定に関する要件を「コンテナ運搬船の構

造強度に関するガイドライン」ベースで規定した。

（3）コンテナ運搬船では，満載状態，ノーマルバラスト状

態以外の中間喫水で航行することが考えられるため，

種々の喫水において，かつ，それぞれの喫水において

バラストタンクが満載及び空の両方の状態を考慮し，

種々の検討を行った。その結果，コンテナ運搬船の船

側縦通肋骨及び船底縦通肋骨の疲労強度評価を行う場

合，考慮すべき船舶の状態は満載状態とバラスト状態

の 2状態とし，どちらの状態においても，バラストタ

ンクにバラストを満載にした状態を考慮することで実

際の損傷傾向との対応が取れることから，これらの 2

状態を検討の対象とするよう規定した。

（4）許容疲労被害度については，損傷調査結果との比較か

らコンテナ運搬船に対してもタンカー及びばら積貨物

船と同様 0.6に設定した。

（5）ただし，バラストタンクの状態について，現実的には

25年間常にバラストを満載して航行するということは

ないため，前（3）の状態は，現実に船舶が遭遇する状

態よりも厳しいものとなっている。よって，今回，許

容疲労被害度を 0.6に設定した場合に実際の損傷傾向

と対応が取れるよう疲労被害度に対する補正係数を見

直している。

（6）コンテナ運搬船の船底縦通肋骨及び船側縦通肋骨につ

いて損傷を調査した結果，疲労強度に起因すると思わ

れる損傷のほとんどが船の中央部に発生している。

（図24参照）中央部以外の箇所でも損傷が多少見られ

るが，過去 20年間に建造された船舶ではほとんど損傷

が発生していないこと，また，付録 3.4（2）のとおり，

船の中央部より前方の箇所については，損傷を 2次的

に防止するため，規則算式において構造部材の寸法を

強化していることから，今回，コンテナ運搬船の縦通

肋骨に対する疲労強度評価は，船の中央部について行

う旨規定した。なお，船の中央部以外の箇所において

も，本会が必要と認める場合（例えば，部材の形状が

変わる箇所又は部材寸法が大きく変わる箇所等）には，

疲労強度評価を行う必要がある旨規定した。

（7）タンカー及びばら積貨物船については，現在そのほ

とんどが C S R を適用することとなり，同附属書

C1.1.23-1.の要件は，CSR適用船以外の船舶に適用さ

れる。タンカー及びばら積貨物船の船底縦通肋骨及び

船側縦通肋骨についても損傷を調査した結果，CSR非

適用船では疲労強度に起因すると思われる損傷のほと

んどが船の中央部で発生していることから，今回，タ

ンカー及びばら積貨物船についてもコンテナ運搬船と

同様に，本会が必要と認める場合を除き，縦通肋骨に

対する疲労強度評価は船の中央部について行うことと

した。

付録4.2 試計算結果
付録 4.1の疲労強度評価法に基づき，コンテナ運搬船 29

隻を対象として，船底縦通肋骨及び船側縦通肋骨の疲労強

度評価を行った。結果を図25に示す。ここで，図中の赤線

は許容疲労被害度を示しており，横軸は船齢が古い順に並

んでいる。
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図 24 コンテナ運搬船の疲労損傷発生箇所の
船長方向分布
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図 25 コンテナ運搬船の縦通防撓材に対する疲労被害度
の検討結果（赤：損傷部材，青：非損傷部材）



この結果より，疲労による損傷は船齢の古い船舶で発生

しており，一部の船舶において許容値よりも小さい疲労被

害度で損傷が発生しているケースは見られるものの，概ね

損傷傾向との対応が取れている。

また，損傷が発生している船舶のうち代表的な船舶（図

25における Ship No.2，3及び 6）について，損傷発生箇

所及びその詳細等を調査した。結果をそれぞれ図26（a）か

ら（c）に示す。

図26（a）：船側部上側のタンクにおいて，タンク下部で損

傷が発生しており，試計算による疲労被害度の判定結果と

概ね一致している。一方，船側部下側のタンクにおいては，

疲労被害度が許容値を超えているが損傷は発生していない。

本タンクは FOタンクであるが，試計算では常に燃料を満

載にした状態を考慮している。しかしながら，実際の FO

タンクでは航海中燃料の消費に伴い内圧も減少するため，

傾向が一致しないものと考える。このように今回規定した

疲労強度評価で考慮すべき状態が実際の状態と異なること

により疲労被害度が厳しくなると考えられるタンクについ

ては，附属書C1.1.23-1.の 1.1.3-3.の規定により実際に想定

される積付頻度を考慮して検討して差し支えないこととし

た。

図26（b）：船側部タンクの下部で損傷が発生しており，試

計算による疲労被害度の判定結果と概ね一致している。

図26（c）：船側部タンクの下部で損傷が発生しており，1

部材において疲労被害度が許容値よりも小さい箇所で損傷

が発生しているものの，試計算による疲労被害度の判定結

果と概ね一致している。

付録5．部材寸法の試計算結果

本改正による規則算式の妥当性を検証するため，

1,000TEUから 10,000TEUの 10隻のコンテナ運搬船を対

象として，船体中央部及び中央部 0.4L間より前方部の 2

断面における二重船殻構造部材の要求寸法について，旧規

則との比較を行った。結果を表9に示す。

船側外板については，腐食予備厚の減少分に加え，ビル

ジ高さの修正又は水平曲げの影響等の見直しに伴い，旧規

則と同等から最大で 1.5mm程度の軽減となっている。

船底外板については，腐食予備厚は旧規則のままとした

が，波浪荷重の見直しに伴い，最大で 1.0mm程度の軽減

となっている。

縦通壁については，腐食予備厚の減少分により，1.0mm

程度の軽減となっている。

内底板については，今回，特段改正は行っていないため，

─ 35 ─

35 2012年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説

図26（a）損傷船に対する疲労強度検討結果（Ship No.2）

図26（b）損傷船に対する疲労強度検討結果（Ship No.3）

図26（c）損傷船に対する疲労強度検討結果（Ship No.6）



旧規則と同等である。

骨部材については，腐食予備係数の見直し，深水タンク

に対する安全率の見直し等により，基本的には 5％～最大

で 25％程度の軽減となっている。ただし，船側縦通肋骨に

ついては，今回追加した疲労強度要件に基づき，10％～

15％程度の強化が必要となる場合がある。なお，船底縦通

肋骨については，疲労強度評価の結果，すべての試計算対

象船において疲労強度を満足する結果であった。
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表9 新規則と旧規則の比較

部材
旧規則からの増減

中央部
船側外板
船底外板
内底板
縦通壁

船側縦通肋骨
船底縦通肋骨
内底縦通肋骨

縦通壁付縦通防撓材

-1.5～-0.5mm
-1.0～ 0mm

0mm
-1.0mm

-15～ +15％
-20～-5％
-20～-10％
-25～-10％

前方部
-1.5～ 0mm
-1.0～ 0mm

0mm
-1.0mm

-20～ +10％
-10～-5％
-20～-10％
-20～-10％

板
部
材

骨
部
材

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則 C編及び CS編並びに関連検査要領中，チェーンロッ

カに設けられる交通口の蓋に関する事項について，その内

容を解説する。なお，本改正は，2012年 1月 1日以降に建

造契約が行われる船舶に適用されている。

2．改正の背景

チェーンロッカに設けられる交通口の蓋は，IACS統一

規則 L4において密に配置されたボルトにより締め付ける

ことが要求されているが，このボルトの間隔が具体的に規

定されていなかった。このことから，IACSは統一規則 L4

を見直し，当該交通口の蓋及びその締付装置は，水密マン

ホールに関する ISO，JIS等の規格によるもの又はこれと同

等なものとすることを要件として加え，また，この締付装

置にバタフライナット及びヒンジボルトの使用を禁止する

統一規則 L4（Rev.3）を 2011年 3月に採択した。

このため，IACS統一規則 L4（Rev.3）に基づき，関連規定

を改めた。

3．改正の内容

（1）規則 C編 27.1及び CS編 23.1のチェーンロッカに関

する規定において，チェーンロッカの交通口の蓋及び

その締付装置は本会が適当と認めるものとするよう規

定した。

（2）検査要領 C編 C27.1のチェーンロッカに関する規定に

おいて，前（1）の「本会が適当と認めるもの」とは JIS

F 2304，JIS F 2329もしくは ISO 5894:1999によるも

の又はこれと同等のものである旨規定した。また，検

査要領 CS編においては，前（1）の「本会が適当と認

めるもの」については，付録 1「検査要領C編の準用」

において，検査要領 C編 27.1の規定を準用するよう

規定した。

33. 鋼船規則C編及びCS編並びに関連検査要領における改正点の解説

（チェーンロッカに設けられる交通口の蓋）

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則 C編，CS編及びCSR-B編並びに関連検査要領中，ブ

ルワークステイ基部の構造に関する事項について，その内

容を解説する。本改正は，2011年 12月 30日以降に建造

契約が行われる船舶に適用されている。

2．改正の背景

上甲板に木材を積載することが計画されたばら積貨物船，

一般貨物船等には，ブルワークが上甲板に備えられており，

ブルワークを支持するステイ基部において船体縦曲げによ

る応力の流入が原因と考えられる亀裂損傷が散見されてい

た。

ブルワークステイの構造様式としては，一般的に，ブラ

ケットタイプ及びガセットタイプの 2種類があるが，損傷

調査を実施した結果，亀裂損傷の大部分が，ガセットタイ

34. 鋼船規則C編，CS編及びCSR-B編並びに関連検査要領における改正点の解説

（ブルワークステイ基部の構造）



プで発生しており，ブラケットタイプのステイを採用した

ブルワークにおいては，亀裂損傷がほとんど発生していな

いことがわかった。

ブルワークステイ基部における亀裂損傷の発生を防止す

べく，当該損傷に関する損傷実績及び調査検討結果に基づ

いて関連規定を改めた。

3．損傷傾向

損傷の傾向を把握するために 1980年以降に建造された

ブルワークを備えるばら積貨物船及び一般貨物船に対して

損傷調査を実施した。図31にブルワークステイ基部廻り

に損傷が発生した船舶の割合を示す。また，図32にステイ

基部のタイプ別損傷割合を示す。

上図より，損傷のほぼすべてがガセットタイプにおいて

発生していることがわかる。なお，損傷の大半は，エクス

パンションジョイント近傍のブルワークステイにおいて発

生している。

4．損傷原因

4.1 損傷原因の推定
船体縦曲げによって上甲板には引張/圧縮変位が生じる。

ガセットタイプのブルワークでは，ガセットプレートによ

って上甲板と接合していることから，縦曲げによる上甲板

の変位に追従する。

一般に，ブルワークに流入する船体縦曲げ応力を緩和す

ることを目的として図33に示すエクスパンションジョイン

トが設けられているが，エクスパンションジョイント近傍

のブルワークステイ基部には，図34に示すとおり，ブルワ

ークを変形させる大きな荷重が働くこととなり，ガセット

プレート端部には高応力が生じる。
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図27 ブルワーク

図29 ブラケットタイプの
ステイ

図30 ガセットタイプの
ステイ
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図28 ブルワークステイ基部における損傷
（ガセットタイプ）
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図31 損傷船の割合 図32 ステイのタイプ別損傷割合
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図 33 エクスパンションジョイント
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ブルワークに生じる変形ブルワークに生じる変形 

縦曲げによる上甲板の変位縦曲げによる上甲板の変位 

図 34 ブルワークに生じる変形



前述のとおり，損傷の大半は，ブルワークステイ基部が

ガセットタイプである場合に発生している。ガセットタイ

プのブルワークステイは，ブラケットタイプに比べ船長方

向に対し剛構造であることから，船体縦曲げによる影響を

強く受け，ガセットプレートと上甲板の取り合い部に生じ

た高応力によって損傷に至るものと考えられる。なお，エ

クスパンションジョイントを設けない場合，船体縦曲げに

よる変形によって生じる応力がブルワークに流入し，ブル

ワークプレート等ブルワーク本体において亀裂損傷が生じ

る場合がある。

4.2 損傷解析
4.1の損傷原因を確認すべく，（1）の解析モデルを作成し，

損傷解析を実施した。

（1）解析モデル

ガセット及びブラケットタイプのブルワーク（1エクス

パンションジョイント間，1/2対称）をシェル要素（メッ

シュサイズは 50mm）で図35及び図36のとおりモデル化

し，境界条件及び荷重条件を以下とした。

【境界条件】

（a）1/2対称モデルとするため，モデル後端部を対称条件

とした。（Tx=0，Ry=0，Rz=0）

（b）デッキプレートの船側側の節点の y方向変位を拘束し

た。（Ty=0）

【荷重条件】

上甲板の許容応力に基づく強制変位を上甲板に与える。

（2）解析結果

FEMによる構造解析を実施した結果を図37から図42

に示す。

ガセットタイプでは，船体縦曲げによって上甲板に生じ

た変位にブルワークが追従することにより，上甲板に生じ

た応力がガセットプレートを介してブルワークに流入し，

ブルワークには比較的高い応力が生じている。また，エク

スパンションジョイント近傍のガセットプレート程高い応

力が生じており，エクスパンションジョイント近傍以外の

ガセットプレートにおいて生じる応力は比較的小さくなる

ことがわかる。

一方，ブラケットタイプでは，ブルワークへの応力流入

量が小さくなることから，特段，高応力が生じている箇所

は見受けられない。

これらの解析結果は，ガセットタイプのブルワークステ

イ基部廻りにおいて損傷が発生するという実際の損傷傾向

と合致している。
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エクスパンションジョイント 

赤色：境界条件(a) 

黄色：境界条件(b) 
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エクスパンションジョイント 

図35 ガセットタイプモデル全体図

ブルワーク 
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黄色：境界条件(b) 
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図36 ブラケットタイプモデル全体図

一部縦曲一部縦曲げ応力が流入流入している。 

エクスパンションジョイント近傍近傍 

では，高応高応力が発生発生する。 

エクスパンションジョイント 

ガセットタイプと比べ，高応力が発生 

する箇所は見られない。 

図37 ガセットタイプでの応力

一部縦曲げ応力が流入している。 

エクスパンションジョイント近傍 

では，高応力が発生する。 

エクスパンションジョイント 

ガセットタイプと比べ，高応高応力が発生発生 

する箇所箇所は見られない。 

図38 ブラケットタイプでの応力



5．損傷防止対策

5.1 ブルワークステイのタイプ
損傷傾向及び解析結果より，ブルワークステイのタイプ

をブラケットタイプとすることは，有効な損傷防止対策で

あると考えられる。

5.2 ブルワークの長さ
ブルワークの長さを短くすると，ブルワークへの縦曲げ

による応力流入を減少させることができると考えられる。

図43に，ブルワークの長さを変化させた場合のブラケッ

トタイプにおけるブルワーク本体に流入する応力（σ b）

及びブルワークステイの面材とブルワークトップレールと

の取り合い部での応力（ブルワーク本体における最大応力

σ bmax）並びにガセットタイプにおけるブルワーク本体

に流入する応力（σ g），ガセットプレート R部での応力

（最大応力 σ max）及びガセットプレート下端部での応力

（σ toe）を示す。なお，それぞれの応力は，ブルワークを

最も長くした場合（約 90m）の応力で無次元化している。

ブラケットタイプでは，ブルワークの長さを短くすると，

ブルワーク本体に流入する応力及びブルワーク本体におい

て最大応力が生じるブルワークステイの面材とブルワーク

トップレールとの取り合い部での応力は減少していくこと

がわかる。また，ガセットタイプでは，ブルワークの長さ

を 50m以上とした場合，ブルワークに流入する応力等に変

化は見られないが，ブルワークの長さを短くしていくと，

ブルワーク本体に流入する応力及びガセットプレート各部

に生じる応力は減少していくことがわかる。

従って，ブラケットタイプ，ガセットタイプのいずれで

あっても，ブルワークにエクスパンションジョイントを設

け，ブルワークの長さをある程度の長さに抑えることは，

ブルワークに流入する応力の低減に繋がることから，有効

な損傷対策であると考えられる。

ただし，ブルワークの長さを決める際は，木材積載によ

る面外荷重を考慮し，ある程度のブルワークの連続性を確

保する必要がある。
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図39 ガセットタイプのブルワークステイ下端部

図40 ブラケットタイプのブルワークステイ下端部

図41 ガセットタイプでの変形

図42 ブラケットタイプでの変形
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図 44 

図 45

図 46 

図 47

図43 ブルワークの長さによる応力比



5.3 ガセットタイプでの取扱い
損傷対策上，ブルワークステイの基部構造をブラケット

タイプとすることが望ましいが，ガセットタイプのブルワ

ークが必ずしも損傷しているわけではないこと，ブルワー

クの目的である木材を堅固に支持するという観点からは，

一般的にガセットタイプの方が有効であること設計に自由

度を持たせることを目的として，以下のガセットタイプに

おける損傷防止対策について検討を行った。

（1）上甲板/ガセットプレートの材料

（2）ブルワークステイのガセットプレートのせん断エリア

（3）ブルワークステイのガセットプレートの端部形状

（4）ガセットプレート下のパッドプレート

（1）上甲板/ガセットプレートの材料
エクスパンションジョイント近傍のガセットプレートに

は，解析結果からわかるように，上甲板よりも高い応力が

生じている。つまり，上甲板に高張力鋼を使用し，ガセッ

トプレートに軟鋼を使用している場合，ガセットプレート

では，降伏レベルの応力が生じる場合があると考えられる。

また，図48に示すガセットプレートを取付ける上甲板とガ

セットプレートの材料の組合せ別損傷率より，上甲板に高

張力鋼を使用し，ガセットプレートに軟鋼を使用した場合，

損傷率が高くなり，ガセットプレートに上甲板と同程度以

上の降伏強度を有する材料を用いると損傷率は低くなるこ

とがわかる。

従って，ガセットプレートにガセットプレートを取付け

る上甲板と同じ降伏強度を有する材料を用いることは，有

効な損傷防止対策であると考えられる。
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ブ プ ブ

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

図44 ブラケットタイプにおけるブルワークへの
応力流入状況（ブルワーク長さ：約10m）

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

図45 ブラケットタイプにおけるブルワークへの
応力流入状況（ブルワーク長さ：約90m）

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

図46 ガセットタイプにおけるブルワークへの
応力流入状況（ブルワーク長さ：約10m）

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

エクスパンションジョイント 

図47 ガセットタイプにおけるブルワークへの
応力流入状況（ブルワーク長さ：約90m）



（2）ブルワークステイのガセットプレートのせん断
エリア

船体縦曲げによる応力は，主にエクスパンションジョイ

ント近傍のガセットプレートを介して流入すると考えられ

ることから，当該ガセットプレートのせん断エリアが小さ

いと相対的にガセットプレートに生じる応力は高くなると

考えられる。

ガセットプレートの幅を変化させ，せん断エリアの影響

について検討を行った。結果を図49，図50及び表10に示

す。

表10より，せん断エリアを大きくするとガセットプレー

トに生じる応力は低減されるが，船体縦曲げによる応力が

ブルワークに流入し易くなり，ブルワークでは，上甲板と

同レベルの応力が生じることから，ブルワークプレート等

ブルワーク本体における損傷を考慮すると，必ずしも有効

な損傷防止対策とはいえないものと考えられる。

図49 ガセットプレートでの応力

（3）ブルワークステイのガセットプレートの端部形
状

損傷傾向として，ガセットプレート下端部（トウ部）か

ら亀裂損傷が生じる場合があることから，トウ部に生じる

応力を低減することを目的として，トウの長さを図51の 2

倍にして解析を行った。解析結果を図52及び表11に示す。

表11より，ガセットプレートのR部での応力には，特段

大きな変化が見られないが，トウ部では，生じる応力が

75％程度減少していることがわかる。

従って，ガセットプレート下端部より生じる亀裂損傷に

対して，ガセットプレートの端部をソフトな形状とするこ

とは，有効な損傷防止対策であると考えられる。
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図  48   材料の組合せ別損傷率   図 48 材料の組合せ別損傷率
（上甲板/ガセットプレート）

図49 ガセットプレートでの応力

図50 ガセットプレートでの応力
（1エクスパンションジョイント間張り詰め）

表10 ガセットプレートのせん断エリアの影響

σtoe

（トウ部の応力）

オリジナル（図 49）
ガセットの幅（図 50）
（1 Exp間張り詰め）
ガセットの幅

（2 Exp間張り詰め）

1.0

0.68

0.65

σmax

（R部の応力）

1.0

0.57

0.54

図51 ガセットプレートでの応力



（4）ガセットプレート下のパッドプレート
ガセットプレートにおける亀裂損傷は，高応力が生じる

ガセットの R部又はガセットのトウ部から生じることが多

く，生じた亀裂損傷は，上甲板に進展するおそれがあるこ

とから，ガセットプレート下には，パッドプレートを設け，

上甲板への亀裂の進展を防ぐことが重要であると考えられ

る。なお，パッドプレートには，ガセットプレートからの

上下方向の力が働くことから，パッドプレートの幅を出来

る限り狭くして，パッドプレートと上甲板との溶接部にお

けるモーメントを抑える必要がある。また，パッドプレー

トにも上甲板と同様の応力が生じることから，パッドプレ

ートについても取付ける上甲板と同じ降伏強度を有する材

料を用いる必要があると考えられる。

6．規則改正の概要

・損傷実績及び解析結果より，ブルワークステイ基部をブ

ラケットタイプとすることが損傷防止に有効であると考

えられることから，ブルワークステイ基部をブラケット

タイプとすることを推奨する旨規則に規定した。（鋼船規

則C編 23.1.3-4.）

・ブルワークステイ基部をブラケットタイプとする場合，

ステイの座屈を防止することを目的として，防撓材を設

ける等，座屈に対して，適切に支持しなければならない

旨併せて規定した。（鋼船規則C編 23.1.3-5.）

・ブルワークの長さを短くすることで船体縦曲げ応力の流

入を緩和させることができるが，木材積載による面外荷

重を考慮すると，ブルワークにはある程度の連続性を持

たせる必要があることから，ブルワークの具体的な長さ

について規定することは行わず，ブルワークには適切な

間隔でエクスパンションジョイントを設けなければなら

ない旨規則に規定した。（鋼船規則C編 23.1.3-6.）

・CSR適用船であってもブルワークを備える船舶にあって

は，上記の要件を適用する旨 CSR-B編に明記した。（鋼

船規則CSR-B編 10章 2節 2.1.5）

・ブルワークステイ基部をガセットタイプとする場合の取

扱いとして，損傷防止に有効であると考えられる次の 3

点を検査要領に規定した。（鋼船規則検査要領 C 編

C23.1.3）

（1）ガセットプレートには，ガセットプレートを取付ける

上甲板と同じ降伏強度を有する材料を用いること。

（2）ガセットプレートの端部は，ソフトな形状とすること。

（3）ガセットプレートの下部には，パッドプレートを設け

ること。なお，設けるパッドプレートは，幅をできる

限り狭くするとともに，パッドプレートを取付ける上

甲板と同じ降伏強度を有する材料を用いること。
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図52 ガセットプレートでの応力
（トウの長さ2倍）

表11 ガセットプレートの下端形状の影響

σtoe

（トウ部の応力）
オリジナル
（図 51）

トウの長さ 2倍
（図 52）

1.0

0.25

σmax

（R部の応力）

1.0

1.0

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領C編中，IMO塗装性能基準のショッププライ

マーに関する事項について，その内容を解説する。なお，

本改正は，2011年 7月 1日以降に建造契約が行われる船舶

に適用されている。

2．改正の背景

IMO塗装性能基準では，一次表面処理におけるショップ

プライマーとして，「防錆材を含まないジンクシリケートベ

ース又は同等物とすること」と規定している。プライマー

剤には，ジンク（亜鉛）を含有していないシリケート（ケ

イ酸塩）をベースとするもの，あるいはジンクを含有する

がシリケートをベースとしていないものがあることから，

IACSはこれらのプライマー剤をショッププライマーに使用

する場合の取扱いについて検討を行った。

その結果，これらのプライマー剤をショッププライマー

に使用する塗装システムは，IMO塗装性能基準が定める代

替システムに該当するとの合意に至り，IACS統一解釈

SC223（Rev.1）として 2010年 7月に採択した。

35. 鋼船規則検査要領C編における改正点の解説

（IMO塗装性能基準のショッププライマー）



このため，IACS統一解釈 SC223（Rev.1）に基づき，関連

規定を改めた。

3．改正の内容

鋼船規則検査要領 C編付録 C4中，PSP（1次表面処理）

に関する統一解釈において，ジンクを含有していないシリ

ケートをベースとするプライマー剤，あるいはジンクを含

有するがシリケートをベースとしていないプライマー剤を

ショッププライマーに使用する塗装システムは，IMO塗装

性能基準が定める代替システムに該当する旨を規定した。
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領 C編中，IMO塗装性能基準及び同統一解釈

に関する事項について，その内容を解説する。なお，本改

正は，2011年 11月 1日から適用されている。

2．改正の背景

（1）IMO塗装性能基準（決議MSC.215（82））においては，

塗装の下地処理の際に要求される塩分濃度の測定につ

いて，ISO 8502-9に従い注射器等を用いた計測方法と

することが規定されている。この計測方法に関し，よ

り効率的な自動塩分濃度計測器の使用について，IMO

において議論が行われてきた。

その結果，2010年 11月に開催された IMO第 88回

海上安全委員会（MSC88）において，自動塩分濃度

計測器を用いた計測方法（NACE SP0508-2010）が

ISO 8502-9と同等であることが合意され，同計測方

法を塩分濃度の測定方法として追加する改正が

MSC.1/Circ.1381として承認された。

このため，MSC.1/Circ.1381に基づき，関連規定を

改めた。

（2）IMO塗装性能基準に対する IACS統一解釈 SC223につ

いて，IMOで審議が行われたところ，統一解釈中で使

用される「補助検査員」の呼称が不適切であるとの意

見があったことから，「塗装検査員補助員」に修正さ

れた上で，MSC88においてMSC.1/Circ.1378として

承認された。

このため，MSC.1/Circ.1378に基づき，関連規定を

改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則検査要領 C 編付録 C 4 において，N A C E

SP0508-2010に基づく自動塩分濃度計測器を用いた計

測方法を，有効な塩分濃度の計測方法として追記した。

（2）鋼船規則検査要領 C編付録 C4において，「補助検査

員」を「塗装検査員補助員」に改めた。

36. 鋼船規則検査要領C編における改正点の解説

（IMO塗装性能基準及び同統一解釈）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領W編中，船橋ウイングからの視界に関する

事項について，その内容を解説する。なお，本改正は，日

本籍船舶に対しては，2012年 7月 1日以降に起工又は同等

段階にある船舶に適用される。また，外国籍船舶に対して

は，2011年 11月 1日以降に建造契約が行われる船舶に適

用されている。

2．改正の背景

2010年 5月に開催された IMO第 87回海上安全委員会

（MSC87）において，SOLAS条約 第 V章第 22.1.6規則に

規定される船橋ウイングからの船側の視認に関する統一解

釈が承認され，MSC.1/Circ.1350として回章されている。

また，IACSは 2011年 1月に同内容を取込んだ IACS統一

解釈 SC235を採択した。これら統一解釈は，当該 SOLAS

条約において規定される船橋ウイングからの視界について

具体的に明文化したものである。

このため，MSC.1/Circ.1350及び IACS統一解釈 SC235

に基づき，関連規定を改めた。

37. 鋼船規則検査要領W編における改正点の解説

（船橋ウイングからの視界）



3．改正の内容

鋼船規則検査要領W編W2.1.4として，船橋ウイングか

らの船側の視認に関する要件を新たに規定した。

航海者が船橋ウイングから身を乗り出した状態で船の最

大幅における船側の視認（ただし，船橋ウイングから船の

最大幅における船側までの距離は 400mmを超えてはなら

ない。）又は船橋ウイングより船の最大幅から 500mm以遠

（他船又は海洋構造物に近接して作業に従事する船にあっ

ては，1,500mm）の海面の視認が可能であれば，船橋ウイ

ングは必ずしも船側まで張り出す必要はない。
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則D編及び関連検査要領中，ワイヤレスデータ通信に関

する事項について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2012年 1月 1日以降に建造契約が行われた船舶に搭載され

る装置に適用されている。

2．改正の背景

近年，データ通信の利便性向上のため，ワイヤレスデー

タ通信の船舶への有効利用の検討が進められている。これ

に伴い，IACSもワイヤレスデータ通信装置に関する安全性

及び信頼性の評価を行っていた。この程，ワイヤレスデー

タ通信の総合的な機能要件の整備及びコンピュータ等を利

用した新技術に対して迅速に対応できるよう要件の見直し

を行い，IACS統一規則UR E22（Rev.1）として採択した。

このため，IACS統一規則UR E22（Rev.1）に基づき関連

規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）コンピュータを使用した機器及び関連システムの設計

は，技術の進歩に伴い最新の技術を採用するケース

が多くなってきている。これらに対応すべく規則 D

編 18.2.7-1.にただし書きを追記し，新技術を採用した

代替設計及び配置の承認のため，規則で要求される

セキュリティや装置の安全性を満足する技術的根拠，

欠陥や危険に関するリスクアセスメント等を含む工学

的解析を IEC，IEEE規格等の国際規格や国家規格に

従って行い，本会の承認を得る旨鋼船規則検査要領

D編D18.2.7-3.に明記した。また，当該解析に関する

承認のための資料を本会に提出する旨検査要領

D18.1.3（6）に明記した。

（2）有線のデータ通信リンクを用いてデータ通信を行う場

合の追加の要件として，“フェイルセーフ”の考え方

に従った自己監視機能を有する設計となるよう要件

を規則D編 18.2.7-3.（4）に追記した。また，膨大な情

報の通信やデータ収集の際に，過負荷を避けて設定

時間内に通信ができるよう規則D編 18.2.7-3.（5）に明

記した。

（3）ワイヤレスデータ通信リンクを船舶に採用した場合の

典型的な模式図を図53に示す。規則D編表D18.1に

おける分類 II及び分類 IIIのデータの通信について，

ワイヤレスデータ通信リンクを用いて行う場合の要件

を規則 D編 18.2.7-4.として新たに規定した。（表 12

参照）基本的には分類 IIのデータを扱うことを前提

としているが，分類 IIIのデータにあっては，国際規

格や国家規格に従って工学的解析を行い，本会の承

認を得ることを条件にワイヤレスデータ通信リンクの

使用が認められる旨検査要領D18.2.7-9.に明記した。

具体的な解析内容としては，同要領D18.2.7-3.と同様

である。

（4）ワイヤレスデータ通信リンクを使用して重要用途の機

器に関するデータ通信を行う場合，冗長性確保の観

点から，規則D編 18.2.7-4.（1）にて代替の制御手段を

要求した。これは，ワイヤレス通信装置のデータエラ

ー，装置故障等の不具合による機関停止等の重大事

故を防止するためであり，許容時間内に重要用途の

機器の制御が可能となる無線（異なる周波数帯の使

用が好ましい）又は有線による同等の制御（通信）

手段を設ける必要がある。

（5）規則D編 18.2.7-4.（2）において要求される国際的なワ

イヤレス通信規約とは，Bluetooth及び IEEE802-11

シリーズ（Wi-Fi）が採用可能な規約となっている。

これ以外の規約に関しては個々に対応が必要となる。

また，暗号化の方法としては，WEP，WPA-PSK，

WPA2-PSK等一般的な暗号化手法に従い，データの

暗号化処理を施す必要がある。

（6）ワイヤレスデータ通信装置は，通信時に電波を利用

することから当該装置の使用の際，国際電気通信連

合（ITU）で規定されたもの及び寄港地や停泊地で規

定された条例等に従い，周波数や電力出力について

38. 鋼船規則D編及び関連検査要領における改正点の解説

（ワイヤレスデータ通信）



十分注意を払う必要がある旨規則D編 18.2.7-4.（3）及

び同要領D18.2.7-10.に明記した。

（7）船上でのワイヤレスデータ通信装置の作動確認のた

め，（i）当該装置の他の機器への影響，（ii）電磁波障

害による当該機器への影響に関しそれぞれ試験方案

を提出するよう検査要領 18.1.3（10）に明記した。実

際の確認方法としては，海上試運転中に他の機器及

びワイヤレスデータ通信装置に誤作動等が起こらない

ことを確認することになる。
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則D編及び関連検査要領（外国籍船舶用）中，航路を制

限される船舶及び小型の船舶に施設される機関の特例に関

する事項について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2011年 11月 1日から適用されている。

2．改正の背景

鋼船規則D編において定める規定の一部は，SOLAS条

約の要件を取入れたものであるが，日本籍船舶においては，

国内法に従い，航路，大きさ及び用途を考慮した軽減規定

を設けており，その具体的内容については 22章に定めてい

る。外国籍船舶に対しても，船籍国主管庁より承認を得ら

れた場合には，同様の取扱いが可能であることから，船籍

国主管庁の承認を条件に軽減措置を適用する旨関連規定を

改めた。

3．改正の内容

外国籍船舶における要件の適用について，船舶の航路，

大きさ及び用途を考慮し，旗国主管庁より承認が得られた

場合は，船籍国国内法又は他の適当な規則を準用した軽減

措置を認める旨規則及び検査要領 1.1.1を改めた。

39. 鋼船規則D編及び関連検査要領における改正点の解説

（航路を制限される船舶及び小型の船舶に施設される機関の特例）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則D編及び事業所承認規則並びに関連検査要領中，過給

機の製造工場等における試験に関する事項について，その

内容を解説する。なお，本改正は 2011年 11月 1日以降に

申込みのある過給機の検査に適用されている。

2．改正の背景

過給機の試験に関しては，量産製造事業所として承認を

取得している製造工場においては，IACS統一規則M23の

規定に基づく事業所承認規則に，また，量産承認を取得し

ていない製造工場においては，鋼船規則D編に，それぞれ

必要な試験項目を規定している。

しかしながら，事業所承認規則と鋼船規則D編において

は，過給機の製造工場での試験要件に一部相違があること

から，製造工場における試験要件の整合を図るべく，関連

規定を改めた。

40. 鋼船規則D編及び事業所承認規則並びに関連検査要領における改正点の解説

（過給機の製造工場等における試験）

図53 船舶への採用例

表12 データの重要度における分類



3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）規則D編 2.6.1-3.において，過給機のインペラ及びイン

デューサについては過速度試験を行わなければならな

い旨規定した。また，規則D編 2.6.1-4.において，過給

機は運転試験を行わなければならない旨規定した。

（2）検査要領D編D2.6.1-1.（1）において，規則D編 2.6.1-3.

で規定する過速度試験は，室温で最高許容回転数の

120％の回転数で 3分間実施するか又は作動温度にお

いて最高使用回転数の 110％の回転数で 3分間実施し

なければならない旨規定した。

（3）検査要領D編D2.6.1-1.（2）において，インペラ及びイ

ンデューサが鍛造製のもので，かつ，本会が適当と認

める非破壊試験方法により品質管理が実施されている

ものについては，規則D編 2.6.1-3.で規定する過速度試

験を省略して差し支えない旨規定した。

（4）検査要領D編D2.6.1-2.（1）において，新型式の過給機

又は使用実績のない過給機の初号機については，最高

使用回転数において最高使用温度のもとで 1時間運転

試験を行わなければならない旨規定した。

（5）検査要領 D編 D2.6.1-2.（2）において，初号機以降の

過給機については，最高使用回転数で 20分間運転試

験を行わなければならない旨規定した。なお，当該試

験時間については，運転実績等を考慮して，本会が

適当と認める時間まで軽減することができる旨規定

した。

（6）検査要領D編D2.6.1-2.（3）において，初号機以降の過

給機については，良好な品質管理及び十分な運転試験

の実績に基づき本会が適当と認める場合は，検査要領

D編D2.6.1-2.（2）の試験は抜取りによる試験として差

し支えない旨規定した。

（7）検査要領D編D2.6.1-2.（4）において，初号機以降の過

給機であって，過給機を内燃機関に装備して，機関と

ともに試験を行う設備を有する製造工場等にあっては，

過給機を内燃機関に装備した状態で，機関の連続最大

出力の 10％過負荷の条件下で 20分継続して行う運転

試験に代えることができる旨規定した。また，事業所

承認規則 2編 4.6.3（5）（c）においても，運転試験に関す

る上記取扱いと同様である旨規定した。

（8）検査要領D編D1.1.4（1）（b）ii）において，出力 100kW

以上 375kW未満の原動機の過給機にあっては，回転

部分の不釣合を起因とした重大な損傷は報告されてい

ないことから，過給機の動的釣合試験に加え，過速度

試験及び運転試験についても製造者が行う試験の成績

書の提出を条件に検査員の立会を省略できる旨規定し

た。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領D編中，操舵制御システムの独立及び故障に

対する措置に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2011年 7月 1日以降に建造契約が行われ

る船舶に適用されている。

2．改正の背景

航行中の船舶において，電気システムの故障により操舵

ができず，事故やニアミスが発生した事例が報告されてい

ることから，IACSは操舵装置の安全性強化の検討を行っ

ていた。この程，IACSは SOLASに規定されている主操

舵装置の操舵制御システムの設計要件の解釈として，安全

性確保の観点から当該制御システムの独立，故障監視及

び故障時の対応についての取扱いを明確にした統一解釈

SC94（Rev.1）を採択した。このため，IACS統一解釈 SC94

（Rev.1）に基づき関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

3.1 操舵制御システムの独立
（1）IACS統一解釈 SC94（Rev.1）では，ノンフォローアッ

プ方式を含む制御システムについても，安全性に関

する設備要件を規定している。このため，旧検査要

領D15.3.1-2.において従来から要求していたフォロー

アップ方式とする制御システムの要件を削除した。

なお，一般的に制御システムにはフォローアップ方

式が採用されており，安全性の観点から今後もノン

フォローアップ方式のみの制御システムの採用はな

いものと判断した。

（2）検査要領D15.3.1-3.（1）では，制御システムに二重に

設けられる各種部品の配置について，十分な距離を

もって配置する旨明記した。ここでいう「十分な距

離」については，具体的な数値基準を示していない

が，機器，ケーブル等の故障・損傷によりもう一方

に影響を及ぼさない程度の距離を想定している。必

41. 鋼船規則検査要領D編における改正点の解説

（操舵制御システムの独立及び故障に対する措置）



要であれば難燃板を使用しても差し支えない。同要

領D15.3.1-3.（3）においても，同様の考え方である。

（3）制御システムで使用されるすべての電気部品は，二

重化して設ける旨検査要領D15.3.1-3（2）に明記した。

これは，2組の電気的に独立した制御システムとなる

ことを意図しており，各々の制御システムに使用さ

れている各電気部品を二重化することまでは要求し

ない。

（4）制御システムの要件を満足するよう設計する場合，

フォローアップ制御装置及びノンフォローアップ制

御装置の組合せがいくつか考えられることから，原

理図式例を図 D15.3.1-1.から図 D15.3.1-3.として例示

した。この中で，フォローアップ制御装置及びノン

フォローアップ制御装置の両方を装備する図

D15.3.1-3.では，ノンフォローアップ制御装置は 2組

必要となるが，フォローアップ制御装置の増幅器に

ついては，2組の系統を選択することによる保護を行

うことにより増幅器を 1台とすることができる。（図

54参照）また，操舵レバーや自動操舵装置等の追加

で設けられる装置の制御回路については，それらの

故障によって制御システムに影響を与えることを避

けるため，当該装置を故障時にすべて切り離すこと

ができる設計とする旨検査要領D15.3.1-3.（5）に明記

した。

（5）電磁弁等の操舵装置の動力系統を制御する油圧系統

の部品についても，二重化するよう検査要領

D15.3.1-3.（7）に明記した。なお，2つの油圧動力源

及び分離された配管系統を持つ装置の場合，規定を満

足するものとみなすことができる旨併せて明記した。

3.2 操舵制御システムの故障に対する措置
（1）検査要領D15.3.1-4.（1）では，制御システムの故障検知

機能として，最も起こりやすいと考えられる a.電源喪

失，b.ループの故障（閉ループの場合）c.通信エラー及

びコンピュータの故障，d.ハイドロロックを少なくと

も検知し船橋に可視可聴警報を発するよう明記した。

これにより，制御システムの電気的な故障による，操

船不能を未然に防ぐことが可能となる。

（2）舵の特性により，検査要領D15.3.1-4.（1）（b）及び（c）

を検知することができない場合の代替措置を検査要領

D15.3.1-4.（2）に明記した。

（3）電源喪失やループの故障等が発生する確率の高い故障

によって引き起こされる 2次的な危険を最小にするよ

う検査要領 D15.3.1-5.に明記した。これについては，

a.現在の舵の位置を固定する，b.舵をニュートラルの

位置に戻す又は，決められた位置に戻す，c.操船者の

判断を待つの 3つの対応を想定している。
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47 2012年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領D編中，1類管及び 2類管の管取付け物に関

する事項について，その内容を解説する。なお，本改正は

2011年 6月 30日から適用されている。

2．改正の背景

検査要領D編において，1類管及び 2類管に用いられる

管取付け物のうち，呼び径 100A未満のものに限り，JIS規

格に適合したものの使用を認めていた。

これに対し，関連業界からは管フランジについて，呼び

径に関わらず JIS等の国家規格品の使用を認めることがで

きないかとの要望を受けており，昨今の製造技術の進歩に

伴う材料の信頼性の向上及び他船級協会の使用実績等を勘

案し，1類管及び 2類管に用いられる管取付け物のうち，

呼び径 100A以上の管フランジについても，JIS等の国家規

格に適合したものの使用を認めることができるよう，関連

規定を改めた。

3．改正の内容

日本籍船舶用検査要領D編D1.1.3（6）（d）及び外国籍船

舶用検査要領D編D1.1.3（7）（d）において，1類管及び 2類

管に用いられる管取付け物のうち，管フランジについては，

JIS等の国家規格に適合したものの使用を認めるよう規定

した。

42. 鋼船規則検査要領D編における改正点の解説

（1類管及び2類管の管取付け物）

図54 操舵制御システムの原理図式例
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領D編中，特殊な推進装置に対する SOLAS条

約の適用に関する事項について，その内容を解説する。な

お，本改正は，2012年 1月 1日以降に建造契約が行われ

る船舶に搭載される装置又は同日以降に承認申込みのある

装置に適用されている。

2．改正の背景

従来，SOLAS条約 II-1章第 29規則に定められる操舵装

置の要件において，ラダーストックの径が 230mmを超え

るものに対し代替動力源を設ける旨規定されているが，ラ

ダーストック及びラダーを装備せず，その代替となる，操

舵性能を併せ持つアジマス推進器やウォータージェット推

進器等の特殊な推進装置に対しては，当該要件の適用が不

明瞭であった。安全性確保の観点から，特殊な推進装置に

おいても同等の条件下において代替動力源を要求すべきと

考えられることから，IACSは，特殊な推進装置に対する

同条約要件の適用について検討し，IACS統一解釈 SC242

を採択した。

このため，ウォータージェット推進装置及び旋回式推進

装置の要件に関し，IACS統一解釈 SC242に基づき関連規

定を改めた。

3．改正の内容

検査要領D編附属書D1.1.3-1.及び-3.における主な改正

点は以下のとおりである。

（1）旋回装置について，指定された操舵角度範囲を毎秒

2.3度の速度を下回らない平均速度で転舵できる能力

が要求される旨改めた。

（2）装置への給電について，推進装置 1台あたりにおける

駆動原動機の出力が 2,500kWを超える場合は，代替

動力源を設ける旨規定した。代替動力源は，少なくと

も 1の旋回装置（制御装置を含む）に電源喪失から 45

秒以内に給電できるよう設備され，規則 A編 2.1.8に

定める速力の 1/2又は 7ktのうちの大きい方の速力で

前進中，毎秒 0.5度以上の平均速度の旋回能力を与え

られる容量が必要となる。加えて，この代替動力源は

総トン数 10,000トン以上の船舶では 30分間以上，そ

の他の船舶では 10分間以上，旋回能力を保持できる

容量とする旨規定している。ただし，推進機能を維持

するための代替動力源は要求されない。また，出力が

2,500kW以下であっても，非常発電機を有する場合

は，従来どおり旋回装置への給電が必要となるが上記

給電容量に関する要件は適用されない。

43. 鋼船規則検査要領D編における改正点の解説

（特殊な推進装置に対するSOLAS条約の適用）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領 D編中，クランク軸すみ肉部の応力集中係

数に関する事項について，その内容を解説する。なお，本

改正は，2012年 1月 1日以降に承認申込みのあるクランク

軸に適用されている。

2．改正の背景

鋼船規則検査要領D編 2章では，クランク軸の腕の寸法

が規則D編 2.3.1-2.（1）又は（2）に適合しない場合の対応の

一部として，附属書D2.3.1-2.（2）「クランク軸応力の計算

に関する検査要領 2」に従い計算を行う旨規定している。

当該計算過程において，内燃機関のクランク軸すみ肉部に

おける応力集中係数を IACS統一規則M53 に定められた

近似式を用いるよう定めているが，形状の多様化が進む近

年の機関においては，一部，現行の近似式が適用範囲を外

れる可能性があった。具体的な懸念事項として，元来

M53の応力集中係数の計算手法は，FVV（Forschungs-

vereinigung Verbrennungs-kraftmaschinen）のひずみ計

測が元になっているが，形状が異なる一部の機関には安全

過ぎると考えられることへ対応する必要があったのであ

る。これに対応するため，IACSは代替計算手法として，

CIMAC（国際内燃機関連合）WGにおいて検討及び策定

された FEM（有限要素解析）を用いた応力集中係数の計

算手法を IACS統一規則M53の附属書 IIIとして採択した。

このため，IACS統一規則M53の附属書 IIIに基づき関

連規定を改めた。

44. 鋼船規則検査要領D編における改正点の解説

（クランク軸すみ肉部の応力集中係数）



3．改正の内容

要領D編附属書D2.3.1-2.（2）「クランク軸応力の計算に関

する検査要領 2」の 1.4.4項として，有限要素法計算による

応力集中係数を追加規定した。具体的に次の 4項目につい

てそれぞれ規定している。

（1）有限要素モデル

クランク軸すみ肉部近辺において使用する要素タイプ

について定め，すみ肉部周方向，半径方向，腕厚さ方

向についてそれぞれ要素寸法を規定した。

（2）材料定数

FEM解析に用いる縦弾性係数及びポアソン比を定義

した。

（3）要素精度

上記（1）で定めた要素モデルが満足すべき精度条件を

示し，適合しない場合は再度計算を行う旨規定した。

（4）荷重条件

ねじり，純曲げ，せん断力を伴う曲げの 3通りの条件

において，クランク軸上の力の作用点及び各断面の境

界条件を示し，応力集中係数及び呼称応力を導くため

の計算式を規定した。

なお，CIMACでの検討においては，将来的に完全に

FEMでの設計を繋げる道筋を付ける狙いもあったが，現

時点では FEMの採用は，クランク軸の形状が近似式の適

用範囲を外れる場合にのみ適用とする。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領D編（日本籍船舶及び外国籍船舶用）及びK

編（外国籍船舶用）中，ボイラ及び圧力容器の非破壊検査

に関する事項について，その内容を解説する。なお，本改

正は，2011年 12月 30日から適用されている。

2．改正の背景

これまでボイラ及び圧力容器に対する磁粉探傷試験に関

する要件は，JIS G0565「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び

磁粉模様の分類」に基づいて規定していた。

しかしながら，当該 JISは関連する ISO規格の内容を取

込み，JIS Z2320-1から-3「非破壊試験－磁粉探傷試験」と

して新たに制定されたことから，ボイラ及び圧力容器に対

する磁粉探傷試験を JIS Z2320シリーズに基づき実施でき

るよう関連規定を改めた。

3．改正の内容

磁粉探傷試験について，参照する規格を JIS G0565から

JIS Z2320に改めた。これに伴い，旧規格中に記載されてい

た欠陥の等級分類の判定基準を規則中に明記した。

なお，外国籍船舶用規則については，これまで JIS G0565

の内容を英訳して記載していたが，JISは上記改正により関

連する ISO規格を含む内容となっていることから，日本籍

船舶用規則と同様の記載とした。

45. 鋼船規則検査要領D編及びK編における改正点の解説

（ボイラ及び圧力容器の非破壊検査）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領D編及び K編中，かさ歯車の歯面内部強さ

に関する事項について，その内容を解説する。なお，本改

正は 2011年 11月 1日以降に建造契約が行われる船舶に適

用されている。

2．改正の背景

鋼船規則D編においては，舶用歯車において想定される

歯の損傷形態である歯面のピッチング及び歯根元部におけ

る折損を防止するために，歯面の面圧強さ及び歯の曲げ強

さに関する強度要件を規定している。

しかしながら，最近，表面硬化処理を施した大型のかさ

歯車において，図55のように歯面内部においてき裂が発生

し，歯の欠損に至ったという損傷事例が報告されている。

このような損傷形態は，歯平面の強さだけでは評価できな

いものであり，これまでに本会船級船において発生した事

46. 鋼船規則検査要領D編及びK編における改正点の解説

（かさ歯車の歯面内部強さ）



例はないことから，本会技術研究所により原因調査を行い，

その対策を検討した。

本会技術研究所による調査結果に基づき，同様のき裂損

傷の発生を未然に防止すべく，かさ歯車の歯面内部強さに

関する強度要件を新たに規定した。併せて，舶用歯車の強

度に関する規定をより明確にすべく関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）検査要領D編D5.3.1（1）において，かさ歯車の歯の曲

げ強さ及び歯面の面圧強さについては，AGMA規格又

は本会が適当と認める規格によって評価しなければな

らない旨規定した。

（2）検査要領D編D5.3.1（2）において，本会技術研究所が

実施した損傷調査及び検証結果に基づき，図55のよ

うなき裂損傷の発生を未然に防止すべく，かさ歯車の

歯面内部強さの規定として，かさ歯車の歯面内部のビ

ッカース硬さの要件を新たに規定した。（後述の 4.4参

照）

（3）検査要領D編D5.3.1（2）に規定するかさ歯車の歯面内

部のビッカース硬さの要件（後述の 4.4参照）に従い，

実際に製造されているか確認するため，検査要領K編

K6.1.15-4.において，かさ歯車の歯面内部のビッカー

ス硬さHV=400及びHV=550における硬化層深さを実

際に測定し，その実測値が，検査要領D編D5.3.1（2）

に規定するビッカース硬さの式（後述の 4.4参照）よ

り算出される当該硬化層深さの値以上となることを確

認しなければならない旨規定した。

4．改正内容の補足（損傷調査及び検証結果）

4.1 損傷状況
表面硬化処理を施した大型のかさ歯車において，図55

のように歯面内部における硬化層と母材の境界付近でき裂

が発生し，歯の欠損に至ったと考えられる事例が報告され

た。

4.2 損傷のメカニズム
4.2.1 歯面の面圧モデル
歯噛み合い時に発生する面圧は通常，図56に示すように

円筒接触のモデルを用いてヘルツ接触理論で求めることが

でき，鋼船規則D編に規定する歯表面における面圧強さの

要件についても同理論に基づき規定している。なお，同理

論で求まる接触面圧は，接触幅に沿って楕円分布を有する。

4.2.2 損傷場所における応力評価
本き裂損傷は，歯面内部における硬化層と母材の境界付

近で発生しており，当該場所に作用する歯面内部応力につ

いて以下のとおり評価した。

4.2.2.1 ヘルツ接触理論に基づく歯面内部応力の
評価

歯面内部における強度を評価するためには，歯噛み合い

時に発生する面圧によって歯面内部に生じる内部応力を求

める必要がある。歯面内部応力は，以下に示すヘルツ接触

応力作用下での半無限平板内の応力を求める理論的手法を

用いた近似により求めた。

（1）2つの円筒が接触する場合におけるヘルツ接触応力の

理論式は以下のとおりである。
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非荷重面側 荷重面側 

硬化層 

母材 

き裂 

図55 かさ歯車の歯面内部のき裂損傷の一例

接触面圧 

図 56 歯面面圧の計算モデル



上記のとおり，ヘルツ接触幅 2wにおける最大ヘルツ接

触応力 Pmaxが求まる。

（2）ヘルツ接触応力作用下での半無限平板モデルを図57

に示す。このモデルにおける半無限平板内部の応力分

布は以下の式で表される。

（3）主せん断応力は，ヘルツ接触幅の中心直下で表面に対

して 45度の方向で発生する。その大きさは 0.5（σy－σz）

である。従って，上記理論式より，ヘルツ接触応力作

用下での半無限平板内における主せん断応力の算式は

以下のとおりとなる。

4.2.2.2 ヘルツ接触理論に基づく歯面内部応力の
理論式と FEMによる解析結果の検証

ヘルツ接触応力作用下での半無限平板モデルにおける応

力の理論式が歯面内部応力の評価に利用可能かどうかにつ

いて確認するため，FEMによる解析を行い，上記理論式

と FEMによる解析結果の比較を行った。比較結果の一例

は図58及び図59のとおり。

図58及び図59を比較すると，τyzの応力分布が同じで

あることが判る。また，その他の応力成分についても，理

論式と FEMによる解析結果はほぼ一致したことから，ヘ

ルツ接触応力作用下での半無限平板モデルにおける応力の

理論式が歯面内部応力の評価に利用可能であることが確認

された。

4.2.3 歯面内部材料強さの評価
歯面内部における材料のせん断疲労強度は，ビッカース

硬さに比例しており，歯面内部の各深さにおけるビッカー

ス硬さからせん断疲労強度を求める算式は以下のとおりで

ある。
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図57 半無限平板モデル
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なお，材料のビッカース硬さからせん断疲労強度を導出

する方法は以下のとおり。

・　引張り強さ≒ 3.2HV（ASM Handbook Volume 11

p981参照）

・ 疲労限度≒ 0.5引張り強さ（機械工学便覧 A4-117参

照）

・　せん断疲労強度≒ 0 . 5 7 疲労限度（M A R K S '

STANDARD HANDBOOK FOR MECHANICAL

ENGINEERS, FATIGUE 5-9参照）

・　応力比 R=0，サイズ及び金属組織等の影響を考慮す

ると，許容せん断応力レンジτwr=0.29引張り強さ

（Journal of Heat Treating, Volume 1, Number 1,

1979, p54参照）となる。

4.3 損傷メカニズムの検証
4.3.1 歯面内部における疲労損傷の実証試験
これまでに歯面内部における損傷メカニズム，主せん断

応力及びせん断の推定について述べてきた。これらを確か

めるために疲労試験を実施した。以下試験について説明す

る。

4.3.1.1 試験装置及び試験仕様
試験装置を図60に示す。図60に示すように試験は一般

的な疲労試験機に特殊な治具を使用して行った。歯面を模

擬する試験片は治具によって試験機に固定される。表面硬

化処理を施した試験片表面に圧子を油圧シリンダで押し当

て，所定のヘルツ面圧と接触幅を得る。さらに圧子を疲労

試験機のアクチュエータで上下に動かし，試験片表面上で

の転動を実現した。

試験片は，Cr-Ni-Mo合金鋼を材料として使用し，厚さ

8mmの 50× 30長方形の形状で，表面硬さとしては 1.0mm

程度の有効硬化層深さを有するものとした。また，圧子の

半径は 30mmで，十分な表面硬化処理を施している。

圧子を動かすアクチュエータは，2.5mmの変位と 3Hzの

周波数で上下に作動する。油圧シリンダによる圧子への負

荷は所定値になるようにロードセルで制御されている。本

試験ではヘルツ面圧が 1500MPa，接触幅 1.6mmとなるよ

うに負荷を掛けた。

4.3.1.2 実証試験結果
合計 4本の試験片に対して試験を行った。十分な荷重の

負荷を掛けていたため，4本の試験片とも予測通りのき裂

発生が確認された。図61にその一例を示す。

1.0mmの有効硬化層深さを有する試験片については 106

回程度の負荷でき裂の発生が確認されているが，図61に

示す一例では試験時間を短縮するため表面を 0.3mm削っ

て有効硬化層深さを 0.7mmに減じた。そのため，き裂確認

までの負荷繰り返し数は 105程度であった。
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図 60 歯面内部疲労実証試験装置
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図61 試験片に発生したき裂の一例



図61より，き裂は表面から約 1.0mm程度の深さ前後の

位置で概ね表面に平行する方向で発生していることがわか

る。本実証試験により，表面に作用する面圧から歯面内部

にて疲労き裂が発生し，き裂が伸展する損傷メカニズムが

確認された。

4.4 検証結果
歯面内部におけるき裂は，歯面内部における主せん断応

力τが歯面内部におけるせん断疲労限τwrを超過したため

に発生することから（ASM, Handbook, Failure Analysis

and Prevention，p725参照），歯面内部における主せん断

応力τに安全係数 SHをかけた値が歯面内部におけるせん

断疲労限τwr以下の値とするよう，次のような歯面内部強

さの算式を新たに規定した。

よって

なお，安全係数 SHについては，検査要領D編の規定を

準用し，主推進歯車の場合は 1.20，補機歯車の場合は 1.15

とする。
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領D編及びR編中，油タンカーのタンク通気装

置開口端周辺の危険場所に関する事項について，その内容

を解説する。なお，本改正は，2012年 1月 1日以降に建造

契約が行われる船舶に適用されている。

2．改正の背景

IACS統一解釈 SC70においては，油タンカーにおける貨

物タンクの通気装置開口端周辺の危険場所の範囲は示され

ているが，危険場所内の区分けについては明確にされてい

ない。同様に IACS統一規則 F44においては，油タンカー

における船首部バラストタンク通気装置開口端周辺の危険

場所の範囲は示されているが，危険場所内の区分けについ

ては明確に規定されていない。

一方，関連 IEC規格では，当該開口端からの距離に応じ

て，上記危険場所は 1種危険場所及び 2種危険場所に区分

けされている。

この程，IACSは上記 IACS統一解釈 SC70及び統一規則

F44において，通気装置開口端周辺の危険場所内の区分け

の定義を明確にすべく，関連 IEC規格を参考に見直しを行

い，2010年 10月に IACS統一解釈 SC70（Rev.3）及び統一

規則 F44（Rev.2）として採択した。

このため，IACS統一解釈 SC70（Rev.3）及び統一規則

F44（Rev.2）を参考に，関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則検査要領D編D14.3.2（3）（b）において，船首

部バラストタンクのバラスト管装置を他の貨物油タン

クに隣接するバラストタンクのバラスト管装置に導く

場合，当該船首部バラストタンクの空気管開口から

1.5m以内の範囲を鋼船規則H編 4.3.1（2）（i）で規定さ

れる 1種危険場所とし，さらにその外側 1.5m以内の

範囲を同（3）（a）で規定される 2種危険場所となる旨明

確にした。（図62参照）

（2）鋼船規則検査要領 R編 R4.5.3-5.において，荷役及び

バラスト張排水のための通気の排気管開口から 6m以

内の上部が円筒形の範囲を鋼船規則H編 4.3.1（2）（h）

で規定される 1種危険場所とし，さらにその外側 4m

以内の範囲を同 4（3）（b）で規定される 2種危険場所と

なる旨明確にした。（図63参照）

（3）鋼船規則検査要領 R編 R11.6.2において，温度変化に

よって生じる圧力を逃がすための開口から 3m以内の

範囲を鋼船規則H編 4.3.1（2）（g）で規定される 1種危険

場所とし，さらにその外側 2m以内の範囲を同（3）（a）

に規定される危険場所となる旨明確にした。（図64参

照）なお，鋼船規則H編 4.3.1（3）（a）においては，1種

危険場所の外側 1.5m以内の範囲を 2種危険場所と規

定しているが，鋼船規則 R編 11.6.2に規定される「少

なくとも 5m」の要件との整合を図るため，IACS統一

解釈 SC70（Rev.3）を参考に 1.5mを 2mとして取扱う

旨併せて明記した。

47. 鋼船規則検査要領D編及びR編における改正点の解説

（油タンカーのタンク通気装置開口端周辺の危険場所）
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    図 62 図63 図64

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領D編並びに船用材料・機器等の承認及び認定

要領中，船上で使用するプラスチック管の性能基準に関す

る事項について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2011年 11月 1日から適用されている。

2．改正の背景

船上で使用するプラスチック管については，プラスチッ

ク管の性能基準及び耐火試験等に関する指針（IMO決議

A.753（18））に基づき承認されている。この指針に関し，プ

ラスチックの代替として合成ゴムを使用することについて，

IMOにおいて議論が行われてきた。

その結果，2010年 11月に開催された IMO第 88回海上

安全委員会（MSC88）において，合成ゴム製の管もプラス

チック管と同様に使用することが認められた。また，プラ

スチック管の性能等級として新たに２つの性能等級が加え

られるとともに，用途に応じて要求される性能等級の変更

が行われ，当該指針の改正が IMO決議MSC.313（88）とし

て採択された。

このため，IMO決議MSC.313（88）に基づき，関連規定

を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則検査要領附属書D12.1.6-2. 1.1-2.において，プラ

スチック管の適用対象を改めた。また，鋼船規則検査要

領附属書D12.1.6-2. 1.2（1）並びに船用材料・機器等の承

認及び認定要領第 6編 6.1.2（1）において，合成ゴム及び

同等の熱的／機械的性質を有する材料はプラスチックと

して扱う旨規定した。

（2）鋼船規則検査要領附属書D12.1.6-2. 表 1の備考並びに船

用材料・機器等の承認及び認定要領第 6編表 6.6におい

て，プラスチック管の性能等級として，L1W及び L2W

を加えた。

（3）鋼船規則検査要領附属書D12.1.6-2. 表 1において，泡消

火装置，スプリンクラ装置，バラスト，冷却水，甲板ド

レン（内部）及び補助低圧蒸気に使用するプラスチック

管に要求される性能等級の一部を改めた。

48. 鋼船規則検査要領D編並びに船用材料・機器等の承認及び認定要領における改正点の解説

（船上で使用するプラスチック管の性能基準

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則H編中，タンカー等の 1種危険場所の電気設備に関す

る事項について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2011年 6月 30日より適用されている。

2．改正の背景

現在，陸上においては，1種危険場所での安全増防爆構

造等の電気機器の使用が IEC規格や JIS規格で認められて

おり，当該電気機器が数多く採用されている。同様に同規

格では，タンカー等の 1種危険場所における安全増防爆構

造等の電気機器の設置を認めている。これに関連し IACS

統一解釈においても，自動車運搬船の車両区域及びロール

49. 鋼船規則H編における改正点の解説

（タンカー等の1種危険場所の電気設備）



オン・ロールオフ区域（1種危険場所に相当する区域）へ

の安全増防爆構造等の電気機器の設置が認められており，

本会規則にも取入れている。上記より，本会規則において

もタンカー等の 1種危険場所での安全増防爆構造等の電気

機器の使用を認めても差し支えないものと考えられること

から，関連業界の要望も踏まえ，IEC及び JIS規格を参考

に関連規定を改めた。

3．改正の内容

主な改正内容としては，IEC60092-502（1999）及び JIS

F8074（2003）を参考にタンカー，液化ガスばら積船及び危険

化学品ばら積船の 1種危険場所に設置可能な電気機器の種

類を拡大し，規則H編 4.2.4-1.（2）及び（3）を改めた。これに

より従来認められていた本質安全防爆構造，耐圧防爆構造

及び内圧防爆構造に加え，新たに安全増防爆型構造，樹脂

充填防爆構造，粉体充填防爆構造又は油入防爆構造を持つ

電気機器がタンカー，液化ガスばら積船及び危険化学品ば

ら積船の 1種危険場所での使用が認められることとなる。

（1）安全増防爆構造（図65参照）

正常な使用中にはアーク又は火花を発生することのな

い電気機器に適用する防爆構造であって，過度な温度

の可能性並びに異常なアーク及び火花の発生の可能性

に対して安全性を増加する手段が講じられた電気機器

の防爆構造。

（2）樹脂充填防爆構造

正常動作時に着火源を有しない電気機器に対し，着火

源となりうる部分を石英粉やガラスの粒子などの充て

ん物で完全に覆うことにより着火を防止する手段が講

じられた電気機器の防爆構造。

（3）粉体充填防爆構造

着火源となりうる部分を絶縁性のコンパウンドで包み

込み，ガス・蒸気と隔離する手段が講じられた電気機

器の防爆構造。

（4）油入防爆構造（図66参照）

電気機器及び電気機器の部分が，油の上又は容器の外

部に存在する爆発性雰囲気に点火することがないよう

な方法で，これらを油に浸す電気機器の防爆構造。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則H編（日本籍船舶用），安全設備規則及び関連検査要

領中，船橋航海当直警報装置に関する事項について，その

内容を解説する。なお，本改正は，2011年７月 1日より適

用されている。

2．改正の背景

居眠り等の当直航海士の行動障害による衝突や座礁等の

海難事故を回避するため，IMOでは，2006年 5月に開催

された第 81回海上安全委員会（MSC81）より当直航海士

の船橋での活動を監視する船橋航海当直警報装置

（BNWAS: Bridge Navigational Watch Alarm System）の

搭載義務化が検討されていた。その後，2009年 6月に開催

された第 8 6 回海上安全委員会（M S C 8 6）において，

BNWASの導入のための SOLAS条約第 V章の改正が決議

MSC.282（86）として採択され，2011年 7月 1日から順次

適用していくこととなった。

このため，決議MSC.282（86）に基づき関連規定を改めた。

3．改正の内容

BNWASとは，航海中の当直航海士の船橋活動を監視し

て，海難事故につながる当直航海士の居眠り等の行動障害

の検知を目的としており，当直航海士の作業を監視して，

当直航海士が職務を遂行できない場合，自動的に船長又は

他の資格のある航海士に警報を発する装置である。

新たに定めたBNWASに関する搭載要件及び性能要件は

50. 鋼船規則H編及び安全設備規則並びに関連検査要領における改正点の解説

（船橋航海当直警報装置（BNWAS））

図65 安全増防爆構造の例

図66 油入防爆構造の例



決議MSC.282（86）及び決議MSC.128（75）の関連要件を参

照しており，概要は次に示すとおりである。なお，改正箇

所の多くは和文版規則（日本籍船舶用）のみであるが，英

文版規則（外国籍船舶用）については，従来 SOLAS条約

の条文を直接引用している関係上，現行の記載表現を変更

することなく該当する SOLAS条約の改正部分を自動的に

取入れられることとなっている。

（1）対象船舶

BNWASを搭載しなければならない船舶として，決議

MSC.282（86）ANNEX 1より，総トン数 150トン以上

の船舶である旨安全設備規則 4編 2章 2.1.32-1.に追記

した。

（2）搭載要件

BNWASの搭載は，決議MSC.282（86）ANNEX 1に従

って，2011年 7月 1日以降に建造開始段階にある船舶

（新造船）に義務付けられることになるが，同日より前

に建造開始段階にあった船舶（既存船）については搭

載猶予期間が設けられており，その期間については，

安全設備規則検査要領 2編 1章 1.1.3-2.（1），1.1.3-3.

（日本籍船舶用）及び同要領 2.1.2-1.（1），2.1.2-3.（外

国籍船舶用）に明記した。

搭載期限については，船舶の種類，建造開始段階の時

期及び総トン数によって異なることから，一覧表とし

て表13にまとめる。

（3）性能要件

BNWASが有すべき機能については，決議MSC.128

（75）の要件を参考に，安全設備規則 4 編附属書 4-

2.1.32に追記した。なお，2011年 7月 1日前に船舶に

搭載されているBNWASの性能要件の免除規定を安全

設備規則 4編 2章 2.1.32-2.に明記している。また，給

電の要件として非常電源からBNWASに給電する旨鋼

船規則H編 3章 3.3.2-2.（4）（c）（日本籍船舶用）に追記

した。これら要件の各国取扱いについては，適宜弊会

Webサイトで情報公開している。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則H編及び高速船規則並びに関連検査要領中，ケーブル

の直線接続に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2011年 6月 30日より適用されている。

2．改正の背景

本会規則においてケーブルを接続する場合，接続部の健

全性確保のため，原則，端子による接続を要求している。

しかしながら，改造に伴う作業上の制約やケーブルが多数

集中する箇所における設置場所の制約により，端子による

ケーブル接続が困難な場合がある。このような場合の接続

方法として IEC60092-352では，端子を使用せずにケーブル

を接続する方法である直線接続が規定されており，当該規

定に従う直線接続は，端子による接続と同等とみなしても

差し支えないと考える。

このため，当該 IEC規格を参考にケーブル接続に関する

規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）ケーブルの接続は，原則として端子を用いて接続する

こととなっているが，本会が適当と認める場合は

IEC60092-352を参考に端子を用いず接続する方法で

あるケーブルの直線接続を認める旨鋼船規則 H 編

2.9.20-1.にただし書きを追記した。（図67参照）また，

高速船規則においても同様に，同規則 10編 2.7.3-1.に

51. 鋼船規則H編及び高速船規則並びに関連検査要領における改正点の解説

（ケーブルの直線接続）

表13 BNWASの搭載期限

対象船舶 適用日

2011年 7月 1日
以降建造開始段階

全ての旅客船

150GT以上の貨物船
引渡し日

注）最初の検査については IMOサーキュラーMSC.1/Circ.1290を参照

新
造
船

2011年 7月 1日
前に建造開始段階

全ての旅客船
3,000GT以上の貨物船

500GT以上 3,000GT未満の貨物船

150GT以上 500GT未満の貨物船

2012年 7月 1日以降の
最初の検査の日

2013年 7月 1日以降の
最初の検査の日

2014年 7月 1日以降の
最初の検査の日

既
存
船



ただし書きを追記した。なお，ケーブルの直線接続を

行う場合は，鋼船規則 H編 1.1.6（1）より本会への関

連図面の提出が必要となる。

（2）鋼船規則検査要領H編H2.9.20-1.では，ケーブルの直

線接続の使用条件を明記している。基本的には，端

子による接続が困難な場合となっている。同要領（4）

について，IECではケーブルの直線接続の危険場所で

の使用を認めていないが，規則H編 4.2.4-6.（7）との

整合をとるためただし書きを追記した。また，IECの

規定以外の様々なケースにおいても考慮する必要が

あることから，条件項目にその他を追記している。高

速船規則検査要領においても同様に，同検査要領 10

編 2.7.3-1.に記載している。

（3）鋼船規則検査要領 H編 H2.9.20-2.では，IEC60092-

352附属書D（D.1）を参考に実際にケーブルの直線

接続を行う場合の具体的な要件を記載している。高

速船規則検査要領においても同様に，同検査要領 10

編 2.7.3-2.に記載している。なお，直線接続を行うケ

ーブルに難燃性や耐火性が要求される場合，直線接

続材料にも同様の性能が要求されることとなるため，

公的機関が発行した試験成績書等を要求することが

あるので留意して頂きたい。
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57 2012年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則K編及び関連検査要領中，鋼板の厚さの計測方法に関

する事項について，その内容を解説する。本改正は，2011

年 11月 1日から適用されている。

2．改正の背景

鋼船規則K編 3章 3.1.8及び 3.8.8では，船体用圧延鋼材

及び構造用調質高張力圧延鋼材の表面検査及び寸法許容差

について規定している。当該規定には，鋼板の厚さの負の

許容差及びその厚さの計測方法等が含まれており，IACS

統一規則W13に基づいて鋼板の平均厚さは呼び厚さ以上

とすることが規定されている。しかしながら，計測対象と

なる鋼板がスラブ又は鋼塊から直接圧延された鋼板である

のか，圧延後に製品として切り分けられた鋼板であるのか

が明確でなかったため，計測対象を明確にするよう関連規

定を改めた。

また，鋼船規則 K編 3章 3.1.8-3.において，鋼板の厚さ

の計測手順及び計測記録を，必要に応じ，検査員へ提示又

は提出しなければならない旨を規定しているが，ISO7452

におけるClass Cの要件に適合する場合においては，これ

らを提示又は提出しなくても差し支えないため，その旨を

明確化するよう改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則検査要領K編K3.1.8（4）（外国籍船舶用におい

てはK3.1.8（1））において，鋼板の厚さの測定は，スラ

ブ又は鋼塊から直接圧延された鋼板ごととして差し支

えない旨を規定した。

（2）鋼船規則K編 3章 3.1.8-5.において，ISO7452における

Class Cの要件に適合する場合においては，計測手順及

び計測記録を検査員へ提示又は提出しなくても差し支

えない旨改めた。

52. 鋼船規則K編及び関連検査要領における改正点の解説

（鋼板の厚さの計測方法）

図67 直線接続の施工要領例
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則K編，L編及び関連検査要領並びに船用材料・機器等

の承認及び認定要領中，海洋構造物用チェーンに関する事

項について，その内容を解説する。なお，本改正は，2011

年 7月 1日以降に承認申込みのある海洋構造物用チェーン

及び海洋構造物用チェーン部品であって，2011年 7月 1日

以降に建造契約が行われる海洋構造物及び一点係留設備に

使用するものに適用されている。

2．改正の背景

IACSは，従来より規定されている海洋構造物用チェー

ンよりも高強度な海洋構造物用チェーンに対応する規定作

成の要望を業界から受けていたことから，統一規則W22

を改正し，より高強度な海洋構造物用チェーン（第 R4S種

及び第 R5種）に関する規定を加えた。またこの改正に併

せてこれまで規定していた等級の海洋構造物用チェーン

（第 R3種，第 R3S種及び第 R4種）に対しても試験要件及

び提出資料等に関する要件を整備した。

このため，IACS統一規則W22（Rev.5）に基づき関連規

定を改めた。なお，当該統一規則にて新たに加えられた第

R4S種チェーン及び第 R5種チェーンの寸法及び機械的試

験等の規格値については，2009年 4月 15日付一部改正に

て本会規則に取入れ済みである。

3．改正の内容

主な改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則 K編 3章，4章及び 5章において，海洋構造

物用チェーンに使用する各種鋼材について，結晶粒度，

脱ガス処理等に関する要件を規定した。

（2）鋼船規則K編 3章，4章及び 5章において，第 R4S種

及び第 R5種のチェーン及びチェーン用部品の鋼材に

ついては，鋼材の製造者から海洋構造物用チェーン又

はチェーン用部品の製造者に溶鋼ごとに母材の性質に

関する資料を提供しなければならない旨を規定した。

（3）鋼船規則 K編 3章，4章及び 5章において，海洋構造

物用チェーン及びチェーン用部品の鋼材に対する非破

壊検査試験について，試験手順及び判定基準を本会に

提出しなければならない旨を規定した。また，当該試

験に従事するものに対する資格を規定した。

（4）鋼船規則 L編 3.2.13-2.において，海洋構造物用チェー

ン用部品に対する機械的試験について，試験片の採取

位置に関する要件を改めた。

（5）鋼船規則 L編 3.2.14において，海洋構造物用チェーン

及びチェーン用部品に対する非破壊検査について，す

べてのリンクに対し目視検査，10％のリンクについて

磁粉探傷試験を実施しなければならない旨を規定した。

（6）船用材料・機器等の承認及び認定要領第 2編表 2.2-1.

及び表 2.2-3.において，海洋構造物用チェーン及び海

洋構造物用チェーン用部品の製造方法の承認を受ける

際に実施されるCTOD試験について，試験片の採取及

び試験基準等を規定した。

（7）船用材料・機器等の承認及び認定要領第 2編表 2.3-1.

備考（5）において，海洋構造物用チェーン用部品につ

いては製造方法の承認の際にCTOD試験を実施する旨

を明記した。

53. 鋼船規則K編，L編及び関連検査要領並びに

船用材料・機器等の承認及び認定要領における改正点の解説

（海洋構造物用チェーン）

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則 K編及びM編並びに関連検査要領中，二相ステンレ

スに関する事項について，その内容を解説する。なお，本

改正は，2011年 6月 30日から適用されている。

2．改正の背景

オーステナイト系ステンレス鋼が有する良好な延性及び

靭性とフェライト系ステンレス鋼が有する応力腐食割れに

対する優れた耐性を兼ね備えた二相ステンレス鋼（オース

テナイト・フェライト系ステンレス鋼）は，欧州地区で建

造されるケミカルタンカーの貨物タンクに使用される等，

実用化が進んでいる。

また，国内においても，近年二相ステンレス鋼に関する

54. 鋼船規則K編及びM編並びに関連検査要領における改正点の解説

（二相ステンレス）



材料，溶接等の JIS規格の整備が進み，鋼材メーカーによ

る生産設備の拡張が進められ，二相ステンレス鋼の利用拡

大が見込まれている。

このため，二相ステンレス鋼に関する要件を整備すべく，

関連規定を改めた。

３．改正の内容

（1）JIS G4304, G4305及び G3459（ステンレス鋼素材関

連）に基づき，圧延鋼材及び鋼管の化学成分及び機械

的性質の規定を加えた。

（2）二相ステンレス鋼に対する突合せ溶接継手試験に関す

る規定を加えた。

（3）JIS Z3221, Z3321及び Z3323（ステンレス鋼用溶接材

料関連）に基づき，溶接材料に関する規定を加えた。
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領 L編中，アンカーの非破壊検査に関する事項

について，その内容を解説する。なお，本改正は，2012年

5月 1日から適用される。

2．改正の背景

鋼船規則Ｌ編では，アンカーに対して製造中に非破壊検

査を行なう旨規定している。しかしながら，同規則におい

ては実施する非破壊試験の種類及び検査対象範囲は規定し

ているが，試験方法及び合否判定基準については明記して

おらず，個別に事前審査された試験方案に基づき合否の判

定を行なっていた。

このため，アンカーに対して実施する非破壊試験の試験

方法及び合否判定基準を明確にすべく関連規定を改めた。

3．改正の内容

鋼船規則検査要領K編附属書K5.1.9（1）「船体用鋳鋼品

の超音波探傷検査及び表面検査に関する検査要領」及び同

M編附属書M1.4.2-2.「船体構造の溶接部の表面欠陥に対す

る非破壊検査に関する検査要領」の規定を参考に，超音波

探傷試験，磁粉探傷試験及び浸透探傷試験の試験方法及び

合否判定基準を規定した。

磁粉探傷試験及び浸透探傷試験については，それぞれ対

応する JIS及び ISO規格による試験を行うこととし，合否

判定基準は，メーカーの製造実績を調査し十分クリアでき

るものと考えられたことから，上記附属書に準じて船体構

造並の基準とした。超音波探傷試験については，パルス反

射型探傷器を用いることとし，合否判定基準は，きずの形

状，位置及び向きなどにより一概に規定できないため，き

ずの連続性等から総合的に判断し，補修の要否を決定する

こととした。

なお，上記の附属書K5.1.9（1）は日本鋳鍛鋼協会制定の

JCSS I 1，附属書 M1.4.2-2.は IACS Recommendation

No.20（Rev.1）を基に規定している。

55. 鋼船規則検査要領L編における改正点の解説

（アンカーの非破壊検査）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則M編中，完全溶込みT継手の溶接施工方法に関する事

項について，その内容を解説する。なお，本改正は，2012

年 5月 1日以降に承認申込みのある溶接施工方法に適用さ

れる。

2．改正の背景

鋼船規則M編 4章においては，代表的な溶接継手とし

て，突合せ溶接継手及びすみ肉溶接継手に対して，溶接施

工方法及びその施工要領を承認するための試験要件が規定

されている。

一方，これらの溶接継手と同様に代表的な溶接継手であ

る完全溶込み T継手に対しては，具体的な試験要件が規定

されていないことから，ISO規格を参考に関連規定を改め

56. 鋼船規則M編における改正点の解説

（完全溶込みT継手の溶接施工方法）



た。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則M編 4.1.3-1.，4.1.3-5.，4.4，図M4.8及び図

M4.9において，完全溶込みT継手の溶接施工方法及び

その施工要領を承認するための試験要件を規定した。試

験の種類については，ISO 15614-1のTable1に基づき外

観検査，マクロ試験，硬さ試験及び非破壊検査とした。

（2）鋼船規則M編 4.1.4-1.（1）において，突合せ溶接継手試

験の承認範囲に，当該突合せ溶接の姿勢に相当する完

全溶込みT継手が含まれる旨を規定した。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領M編中，自動溶接における半自動溶接用溶接

材料の使用に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2011年 6月 30日から適用されている。

2．改正の背景

自動溶接（操作者が常時操作しなくても連続的に溶接が

進行する装置を用いて行う溶接）の溶接材料として，半自

動溶接（溶接ワイヤのみが自動的に送られ，溶接作業は手

作業で行う溶接）用溶接材料を使用することは技術的に問

題もなく，また，十分な実績を有している。しかしながら，

現行規則では自動溶接に半自動溶接用溶接材料を使用する

ことの可否について明示していなかった。このため，自動

溶接の溶接材料として，半自動溶接用溶接材料が使用可能

であることを明確化するべく関連規定を改めた。

3．改正の内容

（1）検査要領M編M.2.4.1-1.において，溶接材料の選択を

規則M編 2.4.1に従って行う際に，半自動溶接用溶接

材料を自動溶接の溶接材料として選定して差し支えな

い旨規定した。

57. 鋼船規則検査要領M編における改正点の解説

（自動溶接における半自動溶接用溶接材料の使用）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領 N編中，液化ガスばら積船の貨物及びプロ

セス用管装置の承認試験に関する事項について，その内容

を解説する。なお，本改正は，2012年 1月 1日以降に検査

申込みのあるもの，又は 2012年 1月 1日以降に建造契約

が行われる船舶に搭載されるものに適用されている。

2．改正の背景

IACSにおいて，液化ガスばら積船の貨物及びプロセス

用管装置に用いられる弁及び貨物ポンプに関し，承認試験

の要件を明確にするための関連規定の見直しが行われ，

2008年 12月に IACS統一規則G3（Rev.3）として採択され

た。本統一規則については 2009年 10月 30日付一部改正に

て既に本会規則へ取入れている。

この程 IACSにおいて，更に，同装置に用いられる貨物

ポンプのタイプテスト及び製品検査に関する規定の見直し

が行われ，2011年 3月に IACS統一規則G3（Rev.4）として

採択されため，IACS統一規則G3（Rev.4）を参考に，関連

規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）検査要領 N編附属書 1の 3.6.1-2.において，IACS UR

G3.6.3.1に基づき，貨物ポンプのタイプテストについ

ては，本会が適当と認める場合，製造者が行う試験・

検査に代えることができる旨規定した。

（2）検査要領N編附属書 1の 3.6.1-2.（3）において，IACS

UR G3.6.3.1に基づき，貨物ポンプのタイプテストにお

ける作動試験については，電動サブマージドポンプの

場合，設計上の使用液体又は最低使用温度以下で本会

が適当と認める液体を用いて作動試験を行わなければ

ならない旨規定した。また，ディープウェルポンプの

58. 鋼船規則検査要領N編における改正点の解説

（液化ガスばら積船の貨物及びプロセス用管装置の承認試験）



場合は，実際の貨物として使用される LPGや LNG等

を使用すると危険性を伴い，実用上非現実的であるこ

とから，水を用いて作動試験を実施して差し支えない

旨規定した。ただし，水を用いた作動試験を実施する

場合は，同試験に加え，少なくとも 1つの軸受及び軸

封装置を含む十分な長さの軸系にわたって，最低設計

温度でスピンテスト（無負荷運転）を行い，軸受すき

間，磨耗リング，軸封装置に異常のないことを確認し

なければならない旨規定した。

（3）検査要領N編附属書 1の 3.6.2-1.（3）において，IACS

UR G3.6.3.2に基づき，貨物ポンプの製品検査における

作動試験については，電動サブマージドポンプの場合，

設計上の使用液体又は最低使用温度以下で本会が適当

と認める液体を用いて作動試験を行わなければならな

い旨規定した。また，ディープウェルポンプの場合に

あっては，水を用いて作動試験を行って差し支えない

旨規定した。
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領 S編中，危険化学品ばら積船に使用するライ

ニングの定義に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2012年 1月 1日以降に建造契約が行われ

る船舶に適用されている。

2．改正の背景

酸を運送する危険化学品ばら積船においては，本会が認

めた場合，タンク及び管装置の耐食処理として，耐食性を

有するライニングを使用することができる。このライニン

グの使用に関し，コーティングはライニングの代替とはな

らない旨を明確にするために，IACSはライニングの定義を

規定する統一解釈CC6を 2011年 4月に採択した。

このため，IACS統一解釈CC6に基づき関連規定を改め

た。

3．改正の内容

鋼船規則検査要領 S15.11.2-1.において，ライニングの定

義として「ライニングとは，貨物タンク又は管装置に対し，

適当な弾性特性を有する固体の状態で施工される耐酸性の

材料をいう」旨規定した。

59. 鋼船規則検査要領S編における改正点の解説

（危険化学品ばら積船に使用するライニングの定義）

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則 I編中，極地氷海船の船体構造に関する事項について，

その内容を解説する。なお，本改正は，2012年 1月 1日以

降に建造契約が行われる船舶に適用されている。

2．改正の背景

鋼船規則 I編では，北極海のような年間を通して結氷し

ている水域を航行する船舶（極地氷海船）の船体構造に関

する規則として，IACS統一規則 I2を取入れている。

この IACS統一規則 I2に関し，IACSは，これまで不明確

であった規定の明確化及び誤植の修正を行い，IACS統一規

則 I2（Rev.2）として採択した。

このため，IACS統一規則 I2（Rev.2）に基づき，関連規定

を改めた。

3．改正の内容

IACS統一規則 I2（Rev.2）に基づき，これまで不明確であ

った規定の明確化及び誤植を修正した。主な改正点は以下

のとおりとなっている。

（1）材料の使用区分に関し，デッキロンジ及びその他の甲

板付部材にも表 I2.2を適用させるよう改めた。

（2）表 I2.6の外板の予備厚に関し，上 3列の分類ですべて

の船体区域をカバーしていることから，「その他の区

域」の列を削除した。

（3）船の長さの定義について，IACS統一規則 S2.1と整合

するよう改めた。

（4）図 I3.1の船体角度の定義を修正した。

60. 鋼船規則 I編における改正点の解説

（極地氷海船の船体構造）



1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船規

則 I編及び関連検査要領中，耐氷船の船体構造に関する事

項について，その内容を解説する。なお，本改正は，2012

年 1月 1日以降に建造契約が行われる船舶に適用されてい

る。

2．改正の背景

鋼船規則 I編では，北バルト海のような冬季に結氷する

水域での航行に耐える船舶（耐氷船）を対象とする規則と

して，Finnish-Swedish Ice Class Rules（以下，FSICRと

いう）を取入れている。

この FSICRに関し，Finnish Transport Safe Agency（前

Finnish Maritime Administration）及び Swedish Maritime

Administrationは，耐氷船の船体構造及び船体艤装に関す

る規定を改正し，FSICR2010として公表した。また，同規

則の適用に関する指針（Guidelines for the application of

the Finnish-Swedish Ice Class Rules）についても，併せて

改正された。

このため，FSICR2010及び上記指針を参考に，関連規定

を改めた。

3．改正の内容

主な改正点は以下のとおりとなっている。

（1）船体区域の分類に関する用語を改めた。

（2）鋼船規則 I編 5.2.1における設計氷圧に関する要件につ

いて，設計氷圧の算定式に使用される係数 Caを改め

た。

本パラメータCaは荷重長さに関する係数であり，荷重

長さが増大する場合に設計氷圧を減少させることを考

慮したものである。これは，船側構造に作用する実際

の氷荷重は，氷の厚さに比べて非常に狭い面積に集中

していることが判明していることから，荷重長さが増

大すると，当該部材に作用する荷重は相対的に減少す

るということを考慮したものである。改正前の係数Ca

は荷重長さが長い場合に，特に安全側の要求となって

いたことから，Finnish Swedishによる実船データに基

づき係数Caが改められた。（図68参照）

（3）肋骨の心距及び支点間距離の定義について，それぞれ

の距離の測り方を明確にするとともに，図 I5.2として

曲縁部材における肋骨の支点間距離及び心距の図を加

えた。

（4）耐氷帯の上下方向範囲及び肋骨の補強範囲に関し，

Finnish Swedishによる近年の損傷データより，耐氷帯

下方の損傷が多いことから，耐氷帯範囲及び肋骨の補

強範囲を下方へ拡大した。

（5）上記（2）の設計氷圧の見直しに伴い，外板（縦肋骨方

式），横肋骨，縦通肋骨，耐氷縦桁及び特設肋骨に関

する寸法算式をそれぞれ改めた。その他，横肋骨に対

する有効せん断面積要件の新規追加，特設肋骨に対す

る直接強度計算の評価法等について改めた。

（6）船首材，船尾材，曳航装置，ビルジキール，舵及び操

舵装置に関する要件を改めた。船尾材（トランサム型

船尾），曳航装置，ビルジキールに関する要件について

は，FSICRの適用に関する指針に移設されたことから，

本会鋼船規則においても，詳細要件については同指針

に基づき鋼船規則検査要領に規定することとし，鋼船

規則には精神規定のみを規定した。

（7）鋼船規則検査要領 I5.1.1-1.（1）における操船上の注意事

項に関する規定を，FSICRの適用に関する指針を参考

に改めた。

本規定は，旧 FSICR（FSICR1985）に記載があり，船

級規則にはなり得ないが耐氷構造を施した船舶が氷海

域を航行する際に重要と考えられる操船上の注意事項

を記載しているものである。最新の FSICRにおいて，

操船上の注意事項については上記指針に記載されてい

ることから，最新の指針に記載されている内容と整合

するよう本規定を見直した。
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61. 鋼船規則 I編及び関連検査要領における改正点の解説

（耐氷船の船体構造）

FSICR Ca（改正後） 

��

FSICR Ca（改正前） 

図68 FSICRによるCaと実船データによる荷重長さの比較



1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により制定されている鋼船

規則 O編及び同検査要領並びに当該一部改正により改正

されている鋼船規則 A編，B編，C編，CS編，U編，P編

及び L編中，作業船に関する事項について，その内容を解

説する。なお，本改正は，2011年 12月 30日以降に建造

契約が行われる船舶に適用されている。ただし，船舶の所

有者から申込みがあれば，施行日前に建造契約が行われた

船舶に適用することができる。

2．改正の背景

近年，海上における石油・ガス等の資源開発が活発に行

われており，海洋構造物や生産・貯蔵・積み出し設備を搭

載した浮体式海洋石油・ガス生産，貯蔵，積出設備

（FPSO）のような浮体施設等だけではなく，これらへの物

資輸送や現地での施設搭載，浮体の係留，設置工事等の作

業に従事する作業船に対する需要が増加している。

作業船に関する技術要件等は，従前から，鋼船規則各編

に部分的に規定されていたが，作業船特有の要件は少なか

った。その後，作業船に対する注目度の高まりから 2009

年 12月 22日付一部改正（日本籍船舶用）及び 10月 30日

付一部改正（外国籍船舶用）により，消防船，洋上補給

船，揚錨船等に関する要件が，主に鋼船規則 P編（海洋構

造物及び作業船等）に規定された（会誌No.290, 2010（I）

参照）。しかしながら，鋼船規則 P編は，主に海洋構造物

を対象とした規則であることから，業界より作業船に特化

した規則の制定が求められていた。

作業船に特化した規則に対する業界からの要望を受けて，

鋼船規則 P編及び関連各編に定められていた作業船に関す

る要件を取りまとめ，鋼船規則O編「作業船」を新規制定

するとともに関連規則の改正を行った。

3．改正の内容

3.1 O編の章立て及び各章の構成
以下に鋼船規則O編の章立てを示す。

1章 通則

2章 浚渫船

3章 クレーン船

4章 曳航作業に従事する船

（引船及びオーシャンタグ）

5章 押船

6章 消防船

7章 洋上補給船

8章 揚錨船

9章 海底敷設作業に従事する船舶

10章 油回収船

また，各章には，船体構造，艤装，機関，作業船の用途

に応じた設備に関する要件等を船種毎に取りまとめた。各

章（1章を除く）の構成を以下に示す。

1. 一般

2. 復原性

3. 船体構造

4. 船体艤装

5. 機関

6. 電気設備

7. 防火構造，脱出設備及び消火設備

なお，復原性，船体構造，機関等の要件のうち，通常の

貨物船の要件を適用可能なものについては，関連規則（船

体構造であれば，C編，CS編）を準用することとしてお

り，O編各章には，作業船の船種に応じた特有の要件を規

定している。

前述のとおり，鋼船規則O編は，これまでに関連規則各

編に規定されていた要件を取りまとめ，船種毎に特有の要

件を明示した編であることから，原則として，これまでの

取扱いと変わりはない。

表14及び表15に鋼船規則O編に規定される要件の引用

元となった要件を示す。

3.2 鋼船規則O編の適用を受ける船舶に対する付記
符号

O編の規定を満足する船舶にあっては，その用途に応じ

た付記を付する旨の原則を鋼船規則O編 1.2.4に規定し，

作業船の船級符号への付記を鋼船規則検査要領O編 1.2.4

に規定した。

また，作業船の船種によっては，自動船位保持設備を有

するものがある。自動船位保持設備は鋼船規則 P編 10章に

規定される要件によることが，一般的であることから，鋼

船規則 P編 10章の規定を満足する自動船位保持設備を有

する船舶にあっては，自動船位保持設備の形式に応じて，

船級符号へ付記を行うこととした。

3.3 作業船の検査要件
作業船に関する検査要件は，鋼船規則 B編 12章に規定

されていたが，B編 12章は，主に海洋構造物に関する検査

要件が規定されていたため，B編 12章に規定されていた作

業船に関する検査要件を取りまとめ，鋼船規則 B編 15章

として，1章加えた。従って，原則として，今回の改正に
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より，検査に関する取扱いに変更はない。

船体構造等通常の貨物船に対する要件を適用可能なもの

については，貨物船に対する要件を適用することとし，B

編 15章には，作業用機器に関する要件等作業船特有の要件

を明示した。
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表14 鋼船規則O編（規則）に規定される要件の引用元一覧

鋼鋼船船規規則則O編編 引引用用元元のの要要件件（（2010年年版版鋼鋼船船規規則則））及及びび備備考考
1章章
通通則則

2章章
浚浚渫渫船船

3章章
ククレレーーンン船船

1.1  適用及び同等効力
1.1.1  適用 -3.（航路を制限する条件で登
録を受ける船舶の取扱い）
1.1.2  本編の規定により難い船舶の構造等
1.1.3  同等効力
1.2  一般
1.2.1  安定性能
1.2.2  入渠
1.2.3  工事
1.2.4  船級符号への付記
1.2.5  材料，艤装，溶接，構造等に関する
通則

1.2.6  満載喫水線

1.2.7  氷で覆われた水域（氷水域）
1.2.8  引火又は爆発等の危険がある作業に
従事する船舶（1）～（6）

1.3  定義
1.3.2  作業船
1.3.4  危険場所
2.2  復原性
2.2.1  一般
2.2.2  復原性要件の計算
2.3  船体構造
2.3.1  一般
2.3.2  ラダーウェル周囲の構造
2.4  船体艤装
2.4.1  一般
2.4.2  浚渫用機器台
2.5  機関
2.5.1  一般
2.5.2  試験
2.6  電気設備
2.6.1  一般
2.6.2  試験
2.7  防火構造，脱出設備及び消火設備
2.7.1  一般
3.2  復原性
3.2.1  一般
3.2.2  復原性要件の計算
3.3  船体構造
3.3.1  一般
3.3.2  縦強度
3.4  船体艤装
3.4.1  一般
3.5  機関
3.5.1  一般
3.5.2  試験
3.6  電気設備
3.6.1  一般

貨物船と同様の取扱いとすることとし，C編 1.1.1-2.
に準拠して規定

P編 1.1.2-1.
P編 1.1.3
C編 1.1.6及びCS編 1.2.2

C編 1.1.18及びCS編 1.2.5
C編 1.1.17
P編 1.1.5
材料，艤装，溶接，構造等に関する通則に関し，適
用をC編及びCS編同様にし，船の長さが 90m以上の
船舶に対しては C編によることとし，90m未満の船
舶に対しては，CS編によることとする。
P編 8.1.1-4. 通常の貨物船と同様，満載喫水線につい
ては V編によることとする。
P編 6.5-2.
（1）P編 12.4.1-2. （2）P編 13.2.3
（3）P編 13.3.4 （4）P編 13.4.4
（5）P編 14.4 （6）P編 15.4

P編 1.2.3（2）

P編 1.2.16
復原性については，U編及びC編 4章による。
U編 2.1.1-4.
U編 2.1.2（3）
船体構造については，原則，関連各編による。
P編 5.1.1-1., 6.1.1-3.及び 7.1.1-2.
P編 7.7.1
船体艤装については，原則，関連各編による。
P編 9.4.1-1.及び-2.
P編 9.4.3
機関については，原則，D編による。

P編 11.1.3-1., -2.及び-4.
電気設備については，原則，H編による。

P編 12.1.3-5., -6.及び-8.
防火構造等については，原則，R編による。
P編 14.1.1-3.及び 15.1.1-3.
復原性については，U編及びC編 4章による。
U編 2.1.1-4.
U編 2.1.2-3.
船体構造については，原則，関連各編による。
P編 5.1.1-1., 6.1.1-3.及び 7.1.1-2.
P編 7.7.2
船体艤装については，原則，関連各編による。
P編 9.4.1-1.及び-2.
機関については，原則，D編による。

P編 11.1.3-1., -2.及び-4.
電気設備については，原則，H編による。

規規則則
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鋼鋼船船規規則則O編編 引引用用元元のの要要件件（（2010年年版版鋼鋼船船規規則則））及及びび備備考考規規則則

4章章
曳曳航航作作業業にに
従従事事すするる船船
舶舶

5章章
押押船船

6章章
消消防防船船

3.6.2  試験
3.7  防火構造，脱出設備及び消火設備

4.2  復原性
4.2.1  一般
4.2.2  復原性要件の計算
4.3  船体構造
4.3.1  一般
4.3.2  船尾材
4.3.3  舵頭材
4.3.4  他船との接触部の強度
4.3.5  曳航設備の支持構造
4.4  船体艤装
4.4.1  一般
4.4.2  曳航設備
4.4.3  フェンダー
4.5  機関
4.5.1  一般
4.5.2  試験
4.6  電気設備
4.6.1  一般
4.6.2  試験
4.7  防火構造，脱出設備及び消火設備
4.7.1  一般
4.7.2  曳航作業に従事する船舶に対する追
加設備
5.1  復原性
5.2.1  一般
5.2.2  復原性要件の計算
5.3  船体構造
5.3.1  一般
5.3.2  他船との接触部の構造
5.3.3  連結装置周りの構造
5.4  船体艤装
5.4.1  一般
5.4.2  フェンダー
5.5  機関
5.5.1  一般
5.5.2  試験
5.6  電気設備
5.6.1  一般
5.6.2  試験
5.7  防火構造，脱出設備及び消火設備
5.7.1  一般
6.2  復原性
6.2.1  一般
6.2.2  復原性要件の計算
6.3  船体構造
6.3.1  一般
6.3.2  消火用モニターの支持構造
6.4  船体艤装
6.4.1  一般
6.4.2  他船消火設備
6.5  機関
6.5.1  一般
6.5.2  試験
6.5.3  推進装置
6.5.4  補機及び管艤装
6.5.5  消火用海水吸入口

P編 12.1.3-5., -6.及び-8.
防火構造等については，原則，R編による。
P編 14.1.1-3.及び 15.1.1-3.
復原性については，U編及びC編 4章による。
U編 2.1.1-4.
U編 2.1.2-3.
船体構造については，原則，関連各編による。
P編 5.1.1-1., 6.1.1-3.及び 7.1.1-2.
C編及びCS編 2.2.2-4.
C編及びCS編 3.1.3-1.
P編 7.7.3-1.
P編 7.7.4
船体艤装については，原則，関連各編による。
P編 9.4.1-1.及び-2.
P編 9.4.7
P編 9.3.1-4.
機関については，原則，D編による。

P編 11.1.3-1., -2.及び-4.
電気設備については，原則，H編による。

P編 12.1.3-5., -6.及び-8.
防火構造等については，原則，R編による。
P編 14.1.1-3.及び 15.1.1-3.
P編 14.7.2

復原性については，U編及びC編 4章による。
U編 2.1.1-4.
U編 2.1.2-3.
船体構造については，原則，関連各編による。
P編 5.1.1-1., 6.1.1-3.及び 7.1.1-2.
P編 7.7.3-1.
P編 7.7.3-2.
船体艤装については，原則，関連各編による。

P編 9.3.1-4.
機関については，原則，D編による。

P編 11.1.3-1., -2.及び-4.
電気設備については，原則，H編による。

P編 12.1.3-5., -6.及び-8.
防火構造等については，原則，R編による。
P編 14.1.1-3.及び 15.1.1-3.
復原性については，U編及びC編 4章による。
U編 2.1.1-4.
U編 2.1.2-3.
船体構造については，原則，関連各編による。
P編 5.1.1-1., 6.1.1-3.及び 7.1.1-2.
P編 7.7.5
船体艤装については，原則，関連各編による。

P編 9.4.4
機関については，原則，D編による。

P編 11.1.3-1., -2.及び-4.
P編 11.4.2
P編 11.4.3
P編 11.4.4
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鋼鋼船船規規則則O編編 引引用用元元のの要要件件（（2010年年版版鋼鋼船船規規則則））及及びび備備考考規規則則

7章章
洋洋上上補補給給船船

8章章
揚揚錨錨船船

9章章
海海底底敷敷設設作作
業業にに従従事事すす
るる船船舶舶

6.6  電気設備
6.6.1  一般
6.6.2  試験
6.7  防火構造，脱出設備及び消火設備
6.7.1  一般
6.7.2  防火構造
6.7.3  窓
6.7.4  水噴霧装置
7.2  復原性
7.2.1  一般
7.2.2  復原性要件の計算
7.3  船体構造
7.3.1  一般
7.3.2  出入口
7.3.3  船体強度
7.3.4  貨物の積載
7.3.5  甲板室等
7.3.6  貨物タンク
7.3.7  隔壁

7.4  船体艤装
7.4.1  一般
7.4.2  フェンダー
7.4.3  甲板の保護
7.4.4  貨物積載設備
7.5  機関
7.5.1  一般
7.5.2  試験
7.6  電気設備
7.6.1  一般
7.6.2  試験
7.7  防火構造，脱出設備及び消火設備
7.7.1  一般
8.2  復原性
8.2.1  一般
8.2.2  復原性要件の計算
8.3  船体構造
8.3.1  一般
8.3.2  揚錨設備の支持構造
8.3.3  揚錨作業に適した構造
8.4  船体艤装
8.4.1  一般
8.4.2  甲板の保護
8.4.3  安全装置
8.5  機関
8.5.1  一般
8.5.2  試験
8.6  電気設備
8.6.1  一般
8.6.2  試験
8.7  防火構造，脱出設備及び消火設備
8.7.1  一般
9.2  復原性
9.2.1  一般
9.2.2  復原性の要件
9.3  船体構造
9.3.1  一般
9.3.2  船体強度

電気設備については，原則，H編による。

P編 12.1.3-5., -6.及び-8.
防火構造等については，原則，R編による。
P編 14.1.1-3.及び 15.1.1-3.
P編 14.7.1-1.及び-2.
P編 14.7.1-3.
P編 14.7.1-4.
復原性については，U編及びC編 4章による。
U編 2.1.1-4.
U編 2.1.2-3.
船体構造については，原則，関連各編による。
P編 5.1.1-1., 6.1.1-3.及び 7.1.1-2.
P編 5.2.5
P編 7.7.6-1.
P編 7.7.6-2.及び-3.
P編 7.7.6-4.
P編 7.7.6-5.及び-6.
Res.MSC.235（82）”Adoption of the Guidelines for
the Design and Construction of Offshore Supply
Vessels, 2006” 3.5.1及び 3.5.4を参考に規定
船体艤装については，原則，関連各編による。
P編 9.4.1-1.及び-2.
P編 9.4.5-1.
P編 9.4.5-2.
P編 9.4.5-3.
機関については，原則，D編による。

P編 11.1.3-1., -2.及び-4.
電気設備については，原則，H編による。

P編 12.1.3-5., -6.及び-8.
防火構造等については，原則，R編による。
P編 14.1.1-3.及び 15.1.1-3.
復原性については，U編及びC編 4章による。
U編 2.1.1-4.
U編 2.1.2-3.
船体構造については，原則，関連各編による。
P編 5.1.1-1., 6.1.1-3.及び 7.1.1-2.
P編 7.7.7-1.
P編 7.7.7-2.及び-3.
船体艤装については，原則，関連各編による。
P編 9.4.1-1.及び-2.
P編 9.4.6-1.
P編 9.4.6-2.
機関については，原則，D編による。

P編 11.1.3-1., -2.及び-4.
電気設備については，原則，H編による。

P編 12.1.3-5., -6.及び-8.
防火構造等については，原則，R編による。
P編 14.1.1-3.及び 15.1.1-3.
復原性については，U編及びC編 4章による。
U編 2.1.1-4.
U編 2.1.2-3.
船体構造については，原則，関連各編による。
P編 5.1.1-1., 6.1.1-3.及び 7.1.1-2.
P編 7.7.8
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鋼鋼船船規規則則O編編 引引用用元元のの要要件件（（2010年年版版鋼鋼船船規規則則））及及びび備備考考規規則則

10章章
油油回回収収船船

9.4  船体艤装
9.4.1  一般
9.4.2 安全装置
9.5  機関
9.5.1  一般
9.5.2  試験
9.6  電気設備
9.6.1  一般
9.6.2  試験
9.7  防火構造，脱出設備及び消火設備
9.7.1  一般
10.1  一般
10.1.2  危険場所
10.2  復原性
10.2.1  一般
10.2.2  復原性要件の計算
10.3  船体構造
10.3.1  一般
10.4  船体艤装
10.4.1  一般
10.5  機関
10.5.1  一般
10.5.2  試験
10.6  危険場所の機関
10.6.1  一般
10.7  電気設備
10.7.1  一般
10.7.2  試験
10.8  危険場所の電気設備
10.8.1  一般
10.9  防火構造，脱出設備及び消火設備
10.9.1  一般
10.9.2  危険場所の通風装置

船体艤装については，原則，関連各編による。
P編 9.4.1-1.及び-2.
P編 9.4.8
機関については，原則，D編による。

P編 11.1.3-1., -2.及び-4.
電気設備については，原則，H編による。

P編 12.1.3-5., -6.及び-8.
防火構造等については，原則，R編による。
P編 14.1.1-3.及び 15.1.1-3.

検査要領 P編 P13.1.3
復原性については，U編及びC編 4章による。
U編 2.1.1-4.
U編 2.1.2-3.
船体構造については，原則，関連各編による。
P編 5.1.1-1., 6.1.1-3.及び 7.1.1-2.
船体艤装については，原則，関連各編による。

機関については，原則，D編による。

P編 11.1.3-1., -2.及び-4.
検査要領 P編 P13.3.4

電気設備については，原則，H編による。

P編 12.1.3-5., -6.及び-8.
検査要領 P編 P13.4.4

防火構造等については，原則，R編による。
P編 14.1.1-3.及び 15.1.1-3.
検査要領 P編 P13.2.3
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鋼鋼船船規規則則検検査査要要領領O編編 引引用用元元のの要要件件（（2010年年版版鋼鋼船船規規則則））及及びび備備考考検検査査要要領領
O1
通通則則

O2
浚浚渫渫船船
O3
ククレレーーンン船船
O4
曳曳航航作作業業にに
従従事事すするる船船
舶舶

O5
押押船船

O6
消消防防船船

O7
洋洋上上補補給給船船

O8
揚揚錨錨船船

O9
海海底底敷敷設設作作
業業にに従従事事すす
るる船船舶舶
O10
油油回回収収船船

O1.1  適用及び同等効力
O1.1.1  適用（航路を制限する条件で登録を
受ける船舶の取扱い）
O1.2  一般
O1.2.4  船級符号への付記
O1.3  定義
O1.3.2  作業船
O2.2  復原性
O2.2.1  一般
O3.2  復原性
O3.2.1  一般
O4.2  復原性
O4.2.1  一般
図O4.2.1  ボラードプルによる傾斜偶力
表O4.2.1  ボラード細大曳引力
O4.4  船体艤装
O4.4.2  曳航設備
O5.1  一般
O5.2  復原性
O5.2.1  一般
O6.2  復原性
O6.2.1  一般
図O6.2.1  消火作業用モニター及び推進装
置による傾斜偶力
O6.4  船体艤装
O6.4.2  他船消火設備
O6.5.5  消火用海水吸入口
O6.7  防火構造，脱出設備及び消火設備
O6.7.4  水噴霧装置
O7.2  復原性
O7.2.1  一般 -1.
-2.
-3.
O7.3  船体構造
O7.3.5  甲板室等
O7.4  船体艤装
O7.4.2  フェンダー
O7.4.3  甲板の保護
O7.4.4  貨物積載設備
O8.2  復原性
O8.2.1  一般
O8.4  船体艤装
O8.4.2  甲板の保護
O9.2  復原性
O9.2.1  一般

O10.2  復原性
O10.2.1  一般
O10.9  防火構造，脱出設備及び消火設備
O10.9.2  危険場所の通風設備

貨物船と同様の取扱いとすることとし，検査要
領C編C1.1.1-2.に準拠して規定

検査要領 P編 P1.1.5-1.（2）

検査要領 P編 P1.2.3-2.

検査要領U編U2.2.1-6.

検査要領U編U2.2.1-6.

検査要領U編U2.2.1-3.
検査要領U編図U2.2.1-3.
検査要領U編表U2.2.1

検査要領 P編 P9.4.7
検査要領 P編 P1.1.1

検査要領U編U2.2.1-6.

検査要領U編U2.2.1-5.
検査要領U編図U2.2.1-5.

検査要領 P編 P9.4.4
検査要領 P編 P11.4.4

検査要領 P編 P14.7.1

検査要領U編U1.1.2-3.
検査要領C編C4.1.1（2）
検査要領U編附属書U1.2.1 1.3.9

検査要領 P編 P7.7.6

検査要領 P編 P9.3.1
検査要領 P編 P9.4.5
検査要領 P編 P9.4.5

検査要領U編U2.2.1-6.

検査要領 P編 P9.4.6

検査要領U編U2.2.1-6.

検査要領U編 2.2.1-6.

検査要領 P編 P13.2.3（1）（b）

表15 鋼船規則検査要領O編に規定される要件の引用元一覧



1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則 R編中，非常脱出用呼吸具の火災制御図への表示に関

する事項について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2011年 6月 30日以降に起工又は同等段階にある船舶に適

用されている。

2．改正の背景

非常脱出用呼吸具の火災制御図への表示について，「機関

区域からの脱出設備」として要求される非常脱出用呼吸具

については鋼船規則 R編 13.4.4に規定されている。一方，

「制御場所，居住区域及び業務区域からの脱出設備」として

要求される非常脱出用呼吸具については明確に規定されて

いないため，機関区域と同様，火災制御図に表示するよう

に関連規定を改めた。

3．改正の内容

鋼船規則 R編 13.3.3-3.として，制御場所，居住区域及び業

務区域に設置される非常脱出用呼吸具に対しても，火災制

御図へ表示するように規定した。
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63. 鋼船規則R編における改正点の解説

（非常脱出用呼吸具の火災制御図への表示）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則 R編及び関連検査要領中，タンカーにおける可搬式酸

素濃度計測器搭載の義務化に関する事項について，その内

容を解説する。なお，本改正は，2012年 1月 1日以降に，

タンカーに対し適用されている。

2．改正の背景

IMO防火小委員会において，タンカーの火災安全性に関

する SOLAS条約第 II-2章の検討が行われ，その結果，IMO

第 87回海上安全委員会（MSC87）において，タンカーへ

の可搬式酸素濃度計測器の搭載を義務化する SOLAS条約

第 II-2章第 4.5.7規則の改正が，決議MSC.291（87）として

採択された。

このため，決議MSC.291（87）に基づき，関連規定を改め

た。

3．改正の内容

（1）規則 R編 4.5.7（1）において，タンカーには，これまで

要求されていた可燃性蒸気の濃度を測定するための 2

個の可搬式計測器及び校正のための装置に加えて，酸

素の濃度を測定するための 2個の可搬式計測器及び校

正のための装置を備えるよう規定を改めた。

（2）検査要領 R編 R4.5.7-1.において，新たにタンカーに搭

載されることが要求される酸素の濃度を測定するため

の計測器については，規則 R 編 4 .5 .7（2）（a）及び

32.2.9-4.で要求される持運び式酸素濃度計測装置と兼

用して差し支えない旨規定した。

（3）検査要領 B編 B1.1.3において，2012年 1月 1日前に

建造開始段階にあったタンカーにあっては，2012年 1

月 1日以降の最初の検査の時期までに可搬式酸素濃度

計測器が機器の校正のための装置とともに備えられて

いることを確認する旨規定した。

64. 鋼船規則R編及び関連検査要領における改正点の解説

（タンカーにおける可搬式酸素濃度計測器搭載の義務化）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則 R編及び関連検査要領中，試料抽出式煙探知装置の仕

様変更に関する事項について，その内容を解説する。なお，

本改正は，2012年 1月 1日以降に起工又は同等段階にある

船舶に適用されている。

65. 鋼船規則R編及び関連検査要領における改正点の解説

（試料抽出式煙探知装置の仕様変更）



2．改正の背景

IMO防火小委員会において，消火装置等の基準を定めた

火災安全設備コード（FSSコード）の見直しが継続的に行

われ，試料抽出式煙探知装置の要件についても検討が行わ

れた。

その結果，IMO第 87回海上安全委員会（MSC87）にお

いて，試料抽出式煙探知装置に関する FSSコード第 10章

の改正が決議MSC.292（87）として採択された。

このため，決議MSC.292（87）に基づき，関連規定を改め

た。

3．改正の内容

（1）規則 R編 30.2.1-1.において，試料抽出式煙探知装置の

構成要素である吸煙口，試料抽出管，三方弁及び制御

盤の定義を規定した。

（2）規則 R編 30.2.2-2.において，試料抽出管の寸法及び試

料用送風機の吸込容量は，次の（8）に試験要件として

規定される検知時間の要件を満足するように設計され

たものとするよう規定した。

（3）規則 R編 30.2.2-6.において，制御盤は EN 54-2:1997，

EN 54-4:1997及び IEC 60092-504に従って試験された

ものとするよう新たに規定した。なお，日本籍船舶に

あっては本会が適当と認める場合には他の試験規格，

外国籍船舶にあっては主管庁が適当と認める場合には

他の試験規格によって良い旨規定した。

（4）規則 R編 30.2.3-1.において，吸煙口の設置位置及び数

量に関する要件を改めた。

（a）吸煙口の数

各抽出点につき設置する吸煙口の数の 4つ以下とする

従来の要件を削り，吸煙口の数は，次の（8）に試験要

件として規定される検知時間の要件を満足するような

数とするよう規定した。

（b）吸煙口の配置

排気に使用する各通風用ダクトに，フィルタ装置付の

吸煙口を 1つ以上配置するよう規定した。また，貨物

倉に気密でない二層甲板用のパネルが設置される場合

には，貨物倉の上部及び下部の両方に吸煙口を配置す

るよう規定した。

（5）規則 R編 30.2.4-1.（2）において，制御盤を船橋又は火

災制御場所に配置するよう規定し，制御盤が火災制御

場所に設置される場合にあっては，表示盤を船橋に配

置するよう規定した。また規則 R編 30.2.4-1.（1）におい

て，制御盤及び表示盤は煙又はその他の燃焼生成物を

探知した場合に可視可聴信号を発するものとしなけれ

ばならない旨規定した。

（6）規則 R編 30.2.4-1.（5）において，制御盤には，警報及

び故障を示す信号を手動で確認するための装置を備え

ること並びに制御盤は，通常の状態，警報状態，手動

で確認済みの警報状態，故障状態及び消音状態を明確

に識別できるものとすることを新たに規定した。なお，

制御盤及び表示盤の可聴警報装置は，手動で消音状態

にできるものとして差し支えない旨規定した。

（7）規則 R編 30.2.4-1.（6）において，試料抽出式煙探知装

置は，警報及び故障状態が解除された後に，通常の作

動状態に自動的に再設定されるように設計されたもの

とするよう規定した。

（8）規則 R編 30.2.4-2.（2）において，装置を設置した後に

行う試験の要件を新たに規定し，試料抽出式煙探知装

置の最も遠く離れた吸煙口に煙が吸入されてから，車

両甲板用の装置については 180秒以内，一般貨物倉及

びコンテナ運搬船の貨物倉用の装置については 300秒

以内に制御装置において警報が受信されるよう新たに

規定した。これに伴い，これまで検査要領 R編 R30.2.1

に規定していた検知時間に関する規定を削った。

（9）検査要領B編B.2.1.4において，前（8）の試験を火災探

知装置の検査として実施するよう規定した。

（10）旅客船規則検査要領付録 7-1の火災安全設備コードの

条文解釈に関する表中，IMOのサーキュラーに基づき

規定していた FSSコード 10.2.1.2及び FSSコード

10.2.2.2に対する解釈を削った。
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則 R編及び関連検査要領中，固定式炭化水素ガス検知装

置の設置等に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2012年 1月 1日以降に起工又は同等段階

にある船舶に適用されている。

2．改正の背景

（1）2010年 5月に開催された IMO第 87回海上安全委員

会（MSC87）において，SOLAS条約第 II-2章及び火

災設備安全コード（FSS Code）の一部改正が決議

MSC.291（87）及びMSC.292（87）として採択された。

本改正においては，火災リスクの迅速な把握を目的と

66. 鋼船規則R編及び関連検査要領における改正点の解説

（固定式炭化水素ガス検知装置の設置等）



して，油タンカーの貨物タンクに隣接する区画への固

定式炭化水素ガス検知装置の設置が要求されている。

このため，決議MSC.291（87）及びMSC.292（87）に基

づき，関連規定を改めた。

（2）現行の鋼船規則検査要領N編附属書 1の 14章及び 15

章に規定する酸素濃度計測装置及び湿度計測装置の要

件に関し，参照先に不明瞭な箇所があるため，現行規

則との整合を図るべく関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則 R編 4.5.7（3）として，20,000DWT以上の油タ

ンカーにおける二重船殻及び二重底区画に対して固定

式炭化水素ガス検知装置を設置しなければならない旨

新たに規定した。（図69参照）

なお，イナーティング装置を備えている対象区画及び

規則 R編 4.5.10の規定に従って炭化水素ガス濃度を連

続して表示・監視する装置が備えられている貨物ポン

プ室については，当該装置を設置する必要はない旨併

せて規定した。

（2）鋼船規則 R編 36章として，固定式炭化水素ガス検知

装置の仕様を新たに規定した。主な要件として以下の

事項が挙げられる。

（i）対象となる区画の上部（区画上面より 1m以内）

及び下部（少なくとも区画最下部から 0.5mで，

船底外板の梁の高さを超える位置）にガス採取管

を設置すること（図70参照）

（ii）30分を超えない間隔で対象区画の各採取管から試

料ガスを採取及び分析できること

（iii）炭化水素ガス濃度が設定値以上となった場合に，

少なくとも貨物制御室，船橋及びガス分析装置上

で可視可聴警報が作動すること。

なお，貨物制御室にガス分析装置を設置する場合

は，ガス分析装置上の可視可聴警報を貨物制御室

の可視可聴警報と兼用してもよい。さらに，当該

装置と規則 R編 4.5.10（3）によりタンカーの貨物

ポンプ室に設置が要求される装置が同等の性能を

有する必要があることから，関連規定を適用する

こととし，検査要領 R編 R36.2.2に規定した。

（3）固定式炭化水素ガス検知装置について，日本籍船舶に

あっては主管庁承認品，外国籍船舶にあっては主管庁

承認品又は本会の承認を受けたものとする旨検査要領

R編 R36.2.1に規定した。

（4）鋼船規則検査要領N編 附属書 1 14章及び 15章におい

て，参照先が不明瞭となっていたため，改めて規定を

設けた。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領 R編中，貨物油ポンプ室の照明装置に関する

事項について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2011年 6月 30日より適用されている。

2．改正の背景

現在，本会規則において，貨物油ポンプ室に設置される

照明装置は，酸欠等の人的被害防止の観点から当該ポンプ

室の通風装置とのインターロックを要求している。一方，

同規定では，非常照明装置については，これを省略するこ

とができる規定となっている。

現状，一般的な貨物油ポンプ室の照明装置の一部を非常

照明装置と兼用している船舶においては，当該照明装置を

主照明装置とみなしインターロックがとられている。しか

しながら，非常照明装置と兼用する照明装置のインターロ

ックを外した場合であっても，残りの主照明装置と通風装

置とのインターロックにより酸欠等の人的被害の防止が十

67. 鋼船規則検査要領R編における改正点の解説

（貨物油ポンプ室の照明装置）

： ： ： ： 貨物 タ ン ク 貨 物 タン ク 
： ： ： ： 対象 区 画 対 象 区 画 

図 69 対象区画の例
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図70 採取端の配置例



分可能であると考えられため，当該照明装置を非常照明装

置として取扱うこととした。

このため，貨物油ポンプ室における，非常照明装置と兼

用する照明装置の取扱いについて関連規定を改めた。

3．改正の内容

検査要領 R編 R4.5.10-1.を貨物油ポンプ室に設置される

非常照明装置と兼用している照明装置を非常用照明装置と

して取扱うことができる旨明記した。これにより，従来当

該照明装置にも要求していたポンプ室通風機とのインター

ロックが不要となる。なお，規則H編 2.2.7-4.及び 4.2.5-2.

より照明回路は 2組の回路（1組の回路は非常用回路でも

可）を設け，１回路に故障が生じても暗黒とならないよう

に証明装置を配置する必要があるので，貨物油ポンプ室の

照明装置をすべて非常用照明装置と兼用することができな

いので留意して頂きたい。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領 R編（外国籍船舶用）及び旅客船規則検査要

領（外国籍船舶用）中，手動発信器の設置場所に関する事

項について，その内容を解説する。本改正は，2011年 6月

30日から適用されている。

2．改正の背景

SOLAS条約第 II-2章第 7.7規則において，手動発信器を

居住区域，業務区域及び制御場所の全域に設けることが規

定されている。しかしながら，具体的な設置場所について

は明確に規定されていないため，解釈の相違が生じており，

条約が要求する場所に手動発信器が設置されていないとし

て PSCにより指摘を受ける事例がある。

そこで IACSは，手動発信器の設置場所を明確にするた

めの統一解釈 SC241を 2010年 11月に採択した。

このため，IACS統一解釈 SC241に基づき関連規定を改

めた。

3．改正の内容

鋼船規則検査要領 R編 R7.5.2において，手動発信器の設

置場所を以下のとおり明確に規定した。

（1）次の場所に手動発信器を備えること。

① 通路から開放甲板への出口

② 業務区域及び制御場所であって直接開放甲板へ通

じる出口のみを有する区画においては，当該出口

から道のりで 20mを越えない場所

（2）ただし，次の場所に手動発信器を備える必要はない。

① 空所及び炭酸ガス室等の火災の危険性がない又は

少ない場所

② 制御盤が設置されている船橋

また，旅客船規則検査要領付録 7-1表 7-1-A1において，

SOLAS条約第 II-2章 7.7規則の条文解釈として上述の鋼船

規則検査要領 R編 R7.5.2を参照するよう規定した。

68. 鋼船規則検査要領R編及び旅客船規則検査要領における改正点の解説

（手動発信器の設置場所）

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領 R編及び旅客船規則検査要領中，蓄電池室に

おける通風装置の閉鎖に関する事項について，その内容を

解説する。なお，本改正は，外国籍船舶に対して 2011年 7

月 1日以降に建造契約が行われる船舶に適用されている。

2．改正の背景

SOLAS条約第 II-2章第 5.2.1.1規則において，通風装置

の主吸気口及び主排気口は通風をする場所の外部から閉鎖

することができるものでなければならない旨が規定されて

いる。当該要件は火災の拡大を防止することが目的である

が，蓄電池室においては，蓄電池から発生する可燃性ガス

が通風装置の閉鎖により区画内に滞留し爆発を起こす危険

性があることから，IACSは当該区画の通風装置の閉鎖要

件について統一解釈を作成し，2010年 10月に IACS統一

69. 鋼船規則検査要領R編及び旅客船規則検査要領における改正点の解説

（蓄電池室における通風装置の閉鎖）



解釈 SC240として採択した。

このため，IACS統一解釈 SC240に基づき関連規定を改

めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則検査要領 R編 R5.2.1-1.（外国籍船舶用のみ）

として蓄電池室における通風装置について，以下の条

件を満足する場合，通風装置の閉鎖装置を省略して差

し支えない旨を規定した。

・蓄電池室の開口が他の区画に通じておらず，暴露甲

板にのみ直接通じていること。

・蓄電池室における通風装置の開口の甲板上面上の高

さが鋼船規則C編 20.1.2に規定される位置 Iにおい

て 4.5m以上，位置 IIにおいて 2.3m以上を満足して

いること。

・蓄電池室に固定式ガス消火装置が備えられていない

こと。

（2）鋼船規則検査要領 R編 R5.2.1-2.（外国籍船舶用のみ）

として蓄電池室の通風装置に閉鎖装置を設ける場合に

ついては，誤操作による閉鎖の可能性を低減するため，

閉鎖装置の近傍に「可燃性ガス：閉鎖装置は常時開放

し，火災及び他の緊急時のみ閉鎖する」旨の注意銘板

を備えなければならない旨を規定した。

（3）旅客船規則検査要領表 7-1-A1（外国籍船舶用のみ）に

おいて，蓄電池室における通風装置の閉鎖装置につい

て，上記（1）及び（2）に示す要件による旨を規定した。
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1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領 R編及び旅客船規則検査要領中，車両積載区

域の通風閉鎖装置へのアクセスに関する事項について，そ

の内容を解説する。なお，本改正は，2012年 1月 1日以降

に建造契約が行われる船舶に適用されている。

2．改正の背景

SOLAS条約第 II-2章 20.3.1.4.1規則において，車両積載

区域の通風装置は，気象及び海象を考慮して火災発生の際

に迅速に閉鎖できることが規定されているが，一方，手す

り等がなく悪天候の中容易に辿り着けない場所に通風閉鎖

装置が設置されている場合等があることが IACSメンバー

協会により指摘された。そこで IACSは，乗組員の安全を

考慮し通風閉鎖装置へのアクセスに関する要件を明確にす

べく審議を行い，IACS統一解釈 SC243を採択した。

このため，IACS統一解釈に基づき関連規定を改めた。

3．改正の内容

通風閉鎖装置への通路及び接近手段として以下の（1）か

ら（3）の要件を規定した。また，船橋又は火災制御場所か

らの遠隔閉鎖装置を備える場合には下記の通路及び接近手

段の要件に適合する必要はない旨規定した。

（1）障害物等により閉鎖装置への接近が阻害されないよう

通路の幅を規定した。

（2）荒天時にも閉鎖装置へ接近できるよう，暴露部の通路

については手すり等を設置する旨規定した。

（3）乗組員の手が届かないような高所に閉鎖装置が設置さ

れる場合には，梯子等の接近手段を備える旨規定した。

なお，上記 IACS統一解釈は，IMO第 56回防火小委員

会において審議され，IACS統一解釈の要件に加えて，上

記（1）の通路を明瞭に標示すること及び上記（3）について高

所を 1.8mと定義することを盛り込んだMSC Circular案が

作成された。同 Circular案は，2012年 5月に開催される

IMO第 90回海上安全委員会において採択される見込みで

あり，本会もこれを取入れる規則改正を行う予定である。

70. 鋼船規則検査要領R編及び旅客船規則検査要領における改正点の解説

（車両積載区域の通風閉鎖装置へのアクセス）

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている鋼船

規則検査要領 R編並びに船用材料・機器等の承認及び認定

要領中，防熱材の固定方法に関する事項について，その内

容を解説する。なお，本改正中，船用材料・機器等の承認

及び認定要領第 4編 1.8については，2011年 6月 30日から

適用されるとともに同要領第 4編 1.2.12（1）については，

2011年 7月 1日以降に認定申込みのある防火構造材料に適

用されている。また，鋼船規則検査要領R3.2.2については，

71. 鋼船規則検査要領R編並びに船用材料・機器等の承認及び認定要領における改正点の解説

（防熱材の固定方法）



2012年 1月 1日以降に建造契約が行われる船舶に適用され

ている。

2．改正の背景

A級仕切りに関して，認定試験時に用いた防熱材の固定

方法と実際に船上で施工する際の固定方法が異なった場合，

A級仕切りに要求されている所定の性能を発揮できない可

能性がある。IACSは A級仕切りに要求されている所定の

性能を船上において確保するために，船上で使用するA級

仕切りは認定試験時に用いた固定方法等の詳細と同一とす

ることを規定した統一解釈 SC239及び認定試験時の固定方

法等の詳細を試験成績書に記載することを規定した統一解

釈 FTP5を 2010年 6月に採択した。

このため，IACS統一解釈 SC239及びFTP5に基づき，関

連規定を改めた。

また，防火構造材料には本会の認定品である旨を表示す

る必要があるが，A級仕切りを構成する材料のうち，ピン

及びワッシャー等についてはその表示が困難であることか

ら，表示を省略して差し支えない旨，関連規定を改めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）鋼船規則検査要領R3.2.2において，船上で使用するA級

仕切りの詳細及び防熱材の固定方法は，防火構造材料認

定書で参照される構造詳細図と同一とする旨を規定した。

（2）船用材料・機器等の承認及び認定要領第 4編 1.2.12（1）

において，認定試験時の固定方法等の詳細を試験成績書

に記載する旨を規定した。

（3）船用材料・機器等の承認及び認定要領第 4編 1.8におい

て，防火構造材料の表示に関する規定を改めた。

─ 74 ─

日本海事協会会誌 No.298,  2012（Ⅰ） 74

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている海洋

汚染防止のための構造及び設備規則並びに関連検査要領

中，南極海域における重質油の使用及び運搬等に関する事

項について，その内容を解説する。なお，本改正は，2011

年 8月 1日から適用されている。

2．改正の背景

2010年 3月に開催された IMO第 60回海洋環境保護委員

会（MEPC60）において，MARPOL条約附属書 I及び VI

の改正が，決議MEPC.189（60）及びMEPC.190（60）として

採択された。同改正において，南極海域での重質油の使用

及び運搬に関する特別要件が新たに規定され，またアメリ

カ及びカナダ沿岸の 200海里を主とした海域（図71）が窒

素酸化物（NOx）及び硫黄酸化物（SOx）の放出規制海域

として指定された。

このため，海洋汚染防止のための設備に関して，

MEPC.189（60）及びMEPC.190（60）に基づき関連規定を改

めた。

3．改正の内容

改正点は以下のとおりとなっている。

（1）規則 3編 1.2.5において，南極海域では，特定の油の使

用及び運搬を禁止する旨規定した。

（2）規則 8編 1.1.2において，窒素酸化物及び硫黄酸化物

の放出規制海域として，北アメリカ海域を新たに追加

した。

72. 海洋汚染防止のための構造及び設備規則並びに関連検査要領における改正点の解説

（南極海域における重質油の使用及び運搬等）

図71 アメリカ及びカナダのNOx及びSOxの放出規制海域
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75 2012年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている安全

設備規則（日本籍船舶用）及び同検査要領（外国籍船舶用）

並びに船用材料・機器等の承認及び認定要領（外国籍船舶

用）中，膨張式及び固型救命いかだにおける搭乗者の平均

質量に関する事項について，その内容を解説する。なお，

本改正は，2012年 1月 1日以降に起工又は同等段階にある

船舶及び同日以降に新たに搭載される救命設備に適用され

ている。

2．改正の背景

IMO第 87回海上安全委員会（MSC87）において，国際

救命設備コード（LSA code）に規定される膨張式及び固型

救命いかだの要件のうち，搭乗者の平均質量に関する規定

の改正が行われ，決議MSC.293（87）として採択された。

このため，決議MSC.293（87）と整合すべく，関連規定を

改めた。

3．改正の内容

安全設備規則（日本籍船舶用）及び同検査要領（外国籍

船舶用）並びに船用材料・機器等の承認及び認定要領（外

国籍船舶用）において，膨張式及び固型救命いかだの搭乗

者 1人当たりの平均質量を 75kgから 82.5kgへと改めた。

73. 安全設備規則及び関連検査要領並びに

船用材料・機器等の承認及び認定要領における改正点の解説

（膨張式及び固型救命いかだにおける搭乗者の平均質量）

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている揚貨

設備規則及び関連検査要領（外国籍船舶用）中，揚貨設備

による人員乗降に関する事項について，その内容を解説す

る。なお，本改正は，2011年 6月 30日から適用されてい

る。

2．改正の背景

ターミナル等においてホースハンドリングクレーンを用

いて人員の乗降を行うケースがあり，近年，クレーン装置

による人員乗降に関する証明書を取得したい旨の業界要望

が増加していた。

しかしながら，従来の揚貨設備規則は主として貨物や物

品の荷役に使用する設備を対象としており，人員の乗降に

使用するための要件を規定していなかった。このため，こ

れらの要望に応えるべく新たに要件を定めた。

3．改正の内容

（1）人員乗降に使用するクレーン装置にあっては，揚貨設

備規則の関連要件に加えて，附属書 1.1.1-3.として新

たに定める追加用件に適合しなければならない旨規定

した。

（2）人員乗降のために追加する設備等について，提出図面

及び検査項目を規定した。

（3）オペレーション上の安全を増進すべく，オペレーショ

ンマニュアルを参考用提出書類として規定した。さら

にマニュアルに含むべき項目として以下の点を掲げた。

（a）クレーンの操作速度や気象条件等の安全性に関わ

る制限事項。

（b）作業従事者の役割や緊急時の対応方法等の作業従

事者及びオペレーションの手順に関する事項。

（c）人員乗降用のカゴの定員や保守整備の確認等の人

員乗降カゴに対する適切な運用に関する事項。

（4）人員乗降に使用する際には，荷役の場合に比べて高い

安全率を確保する必要があると考えられたことから，

制限荷重はクレーンの通常の用途の 50％以下と規定

し，併せて揚貨装具の安全率を規定した。

（5）揚貨装置の駆動システムについては，故障時に人員乗

降カゴの落下を防止するため，追加のブレーキ装置を

備えるよう規定し，さらに動力喪失時においても搭乗

者を回収できるよう人員乗降カゴを下す措置を備える

旨規定した。

（6）作業従事者間の円滑なコミュニケーションはオペレー

ションの安全上重要な要因となることから，作業責任

者及び作業従事者間の通信手段を備えるよう規定した。

74. 揚貨設備規則及び関連検査要領における改正点の解説

（揚貨設備による人員乗降）



（7）作業責任者に風速の情報を提供するため，風速を計測

する手段を備えるよう規定した。これには通常船橋に

設置されている風速計を用いて差し支えない。

なお，上記の規定は，クレーン装置を人員乗降に用いる

ことを本会が発行する制限荷重指定書に記載する旨申込み

のあった装置に対してのみ適用し，このような制限荷重指

定書を要しないクレーン装置に対する取扱いは従前のとお

りである。
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている自動

化設備規則及び関連検査要領中，M0船の浸水防止措置に

関する事項について，その内容を解説する。なお，本改正

は，2011年 6月 30日以降に建造契約が行われる船舶に適

用されている。

2．改正の背景

自動化設備規則では，SOLAS II-1章第 48規則に基づき，

無人化された機関室に設置される船体付弁及びビルジ吸引

系統に使用される操作弁は，浸水時に船員が当該装置まで

到達し操作するために要する時間を十分確保できる位置に

設置するよう規定していた。これに対し，ギリシャ，スペ

イン等ヨーロッパの PSCより，近年，船舶が当該規定に適

合することを証明する資料の提出を要求される場合がある

との報告を受けていた。このような状況に対応するため，

船体付弁及びビルジ吸引系統に使用される弁の位置に関し，

IACS勧告事項No.100を参考に，関連規定を改めた。

3．改正の内容

機関区域が定期的に無人の状態に置かれる船舶について

は，機関区域に浸入した海水が，対象となる弁の操作位置

まで到達する時間内に，船員が当該弁の操作を完了できる

ことを示す検討書を提出する旨検査要領 1.3.1に規定した。

対象となる弁の操作位置まで到達する時間の計算について

は，機関室内にある最大直径の海水ライン及び関連する弁

に破損が生じた場合を想定し算出するよう定めているが，

具体的な計算方法については特定しておらず，作成する造

船所独自の計算を承認することとする。計算が困難な場合

にあっては，船舶に大きさに関わらず 10分間としている。

なお，IACS勧告事項No.100では，IMO Res.MSC.245（83）

を参考に計算する旨定められている。

75. 自動化設備規則及び関連検査要領における改正点の解説

（M0船の浸水防止措置）

1．はじめに

2011年 11月 1日付一部改正により改正されている自動

化設備規則検査要領（日本籍船舶用）中，内航機関区域無

人化船の設備に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2011年 11月 1日より適用されている。

2．改正の背景

国土交通省において，航行区域が限定される内航船舶を

対象として，それら船舶の運航形態の実情を配慮し，安全

性を確保した上で機関区域無人化設備の基準を見直すべく

整理が行われた。その結果，2011年 4月に当該基準に関す

る船舶検査心得の一部改正が行われ，国海安第 27号として

公布された。

このため，同船舶検査心得改正に基づき関連規定を改め

た。

3．改正の内容

船級符号にRestricted Greater Coasting Service, Coasting

Service, Smooth Water Service又はこれに相当する付記を

有する，国際航海に従事しない総トン数 5,000トン未満の

機関区域無人化設備の登録を行う船舶を対象に，次に示す

自動化設備の設置の省略を認める旨検査要領 1.1.3-2.に追記

した。

（1）規則表 3.1中「燃料噴射ポンプ入口圧力」の低位警報，

「排ガス各シリンダ出口温度」及び「排ガス温度偏差

各シリンダ出口温度」の高位警報は設けなくて差し支

えない旨検査要領 1.1.3-2.（1）に明記した。ただし書き

として，「燃料噴射ポンプ入口圧力」の低位警報の適

用にあっては，主機を 2以上備える船舶のみに適用す

76. 自動化設備規則検査要領における改正点の解説

（内航機関区域無人化船の設備）



る旨明記した。なお，国海安第 27号においては，「排

ガス各シリンダ出口温度」及び「排ガス温度偏差各シ

リンダ出口温度」の高位警報は「排ガス各過給機入口

温度」の高位警報をもって設置が免除されることとな

っているが，本会規則においては，当該高位警報が強

制的に要求されることから単に免除できる旨の表現と

した。

（2）ポンプの自動始動の要件は，水及び油の冷却用ポンプ

に適用しなくて差し支えない旨検査要領 1.1.3-2.（2）に

明記した。これは，蒸気タービン船主機関及び電気推

進船の推進用電動機にも適用可能としている。
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77 2012年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている高速

船規則及び旅客船規則（外国籍船舶用）並びに関連検査要

領中，高速船及び旅客船の電気設備に関する事項について，

その内容を解説する。なお，本改正は，2011年 6月 30日

より適用されている。

2．改正の背景

高速船及び旅客船の電気設備に関する規則においては，

高速船及び旅客船特有の場合を除いて一般的な要件は鋼船

規則H編等に準拠し規定されているが，高速船及び旅客船

の一部の電気設備要件において，鋼船規則H編等との規定

の不整合が生じている。

このため，鋼船規則H編等との不整合を解消するために

関連規則を改めた。

3．改正の内容

本改正では，既に鋼船規則H編等で規定されている内容

に沿ったものとなっているため，設計，試験等において特

段の変更は生じないものと考えている。

主な改正点は以下のとおりとなっている。

（1）従来，給電系統における電圧総合波形ひずみ率（THD）

については特に明確な数値を規定していなかったが，

鋼船規則H編 2.1.2-4.を参考に高速船規則 10編 2.1.2-4.

として明記した。（図72参照）ただし，半導体電力変

換装置においては，電圧総合波形ひずみ率を抑えるこ

とは設計上容易でないため，当該規則を満足すること

が困難な場合を考慮できるよう同検査要領に明記し

た。（図73及び図74参照）

（2）周囲温度 45℃における配電盤の母線等の温度上昇の

上限 45Kを超える場合を条件付で認める旨，鋼船規則

H編 2.5.4-4.を参考に高速船規則 10編 2.5.4-4.を改め，

その具体的な条件を同検査要領に追記した。

（3）船内で行う絶縁抵抗試験の絶縁抵抗値が，定格電圧を

基準とした規定となるよう鋼船規則 H編 2.18.1表

H2.17を参考に高速船規則 10編 2.11.1表 10.2.5を改

めた。

（4）鋼船規則H編 3.6.1-6.を参考に，航海灯表示器上に可

視可聴警報を要求し，当該警報装置への給電回路を独

立させることで，航海灯表示器から航海灯への給電及

び航海灯表示器から警報装置への給電がそれぞれ独立

した回路により行われるよう高速船規則 10編 3.3.1-6.

及び旅客船規則 6編 2.5.1-6.に明記した。

（5）燃料油タンクに燃料油を搭載した自動車を積載する閉

囲された貨物倉等の場所において，爆発性混合気中に

おける使用に適した電気設備の構造として，従来まで

使用が認められていた耐圧防爆構造，本質安全防爆構

造及び内圧防爆構造に加え，鋼船規則検査要領 R編

R20.3.2-1.を参考に，新たに安全増防爆型構造，樹脂充

填防爆構造，粉体充填防爆構造又は油入防爆構造を持

つ電気機器の使用が認められる旨高速船規則 10編

4.1.1-1.を改めた。

77. 高速船規則及び旅客船規則並びに関連検査要領における改正点の解説

（高速船及び旅客船の電気設備）

図72 電圧総合波形ひずみ率（THD）
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1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている旅客

船規則及び関連検査要領（外国籍船舶用）中，旅客船にお

ける推進及び操舵機能の定性的故障解析に関する事項につ

いて，その内容を解説する。なお，本改正は，2010年 1月

1日以降に建造契約が行われる船舶に適用されている。

2．改正の背景

1998年に起きた旅客船 Ecstasyの火災事故を契機に，

IACSにおいて旅客船の安全性の強化に関する議論が行わ

れた結果，再発防止策として，火災及び浸水により船舶の

推進及び操舵機能に影響を及ぼす可能性のある機器及びシ

ステムに対する故障解析の実施要件を定めた統一規則M69

が採択された。

このため，旅客船の推進及び操舵に係るシステムに関し

て，IACS統一規則M69に基づき，関連規定を改めた。

3．改正の内容

船舶の推進及び操舵に係るシステムについて，火災及び

浸水による故障を想定し，推進及び操舵機能を確保するた

めの解決方法を含む定性的故障解析資料を提出する旨規則

2編 2.1.3（5）に規定した。なお，当該資料の具体的な要件

については検査要領 2編 2.1.3に明記している。

78. 旅客船規則及び関連検査要領における改正点の解説

（旅客船における推進及び操舵機能の定性的故障解析）

電圧総合波形ひずみ 率 （ ���） が �％ 

を超えないことを要求する母 線 

船内給 電 

軸発電 機 

ウインチ ， 

クレーン 等 

母 線 
発電 機 

半導体電力変換装 置 

図73 検査要領2.1.2-3.（1）の適用例

推進用電動 機 

電圧総合波形ひずみ率 （ ���） が ��％ 

を超えないことを要求する母 線 

（ただし ， 推進装置給電系統は ， 船内 給 

電系統から独立していること ） 

母 線 

半導体電力変換装 置 推進用発電 機 

図74 検査要領2.1.2-3.（2）の適用例

1．はじめに

2011年 6月 30日付一部改正により改正されている船用

材料・機器等の承認及び認定要領中，合成繊維ロープ製造

方法承認の定期検査における原糸の試験に関する事項につ

いて，その内容を解説する。なお，本改正は，2011年 12

月 30日以降に承認申込みのある合成繊維ロープに適用され

ている。

2．改正の背景

合成繊維ロープに使用する原糸は，本会の認定を取得し

たものである必要があるが，ロープの製造者がロープの製

造方法承認試験の際に原糸に対して必要な試験（機械試験

及び耐薬品性試験）を実施した場合には，本会の認定を取

得していない原糸をロープに使用することが認められてい

る。

しかしながらこの場合，原糸の品質を定期的に確認する

規定が設けられていないことから，一度上記の試験を実施
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した原糸は合成繊維ロープに当該原糸を継続して使用する

ことが可能となっていた。

このため，本会の認定を取得していない原糸を使用し製

造されるロープについては，合成繊維ロープの製造方法承

認の定期検査において，原糸に対する試験を実施するよう

関連規定を改めた。

また本会の認定を取得した原糸を使用し製造されるロー

プについては，原糸の品質が担保されていることから，上

記定期検査においてロープに対する切断試験を省略できる

よう関連規定を改めた。

上記に加え，原糸に対する機械試験の方法について，参

照する JIS規格を最新のものとした。

3．改正の内容

（1）船用材料・機器等の承認及び認定要領第 2編 5章 5.6-

3.（3）として，合成繊維ロープに本会の認定を取得して

いる原糸を使用する場合，合成繊維ロープの製造方法

承認の定期検査における切断試験を省略できる旨を規

定した。

（2）同要領 5.6-3.（4）として，合成繊維ロープに本会の認定

を取得していない原糸を使用する場合，合成繊維ロー

プの製造方法承認の定期検査において，原糸に対し必

要な試験（直線強度及び伸度試験並びに耐薬品性試験）

を実施する旨を規定した。

ただし過去の製品出荷の実績等から本会が適当と認め

た場合については，原糸に対する試験及び合成繊維ロ

ープに対する試験を省略できることとした。

（3）原糸に対する直線強度及び伸度試験の方法について，

参照する JIS規格を最新のものとした。
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